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１．設計方針 

１．１ 概要 

安全機能を有する施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因

する放射線の公衆への影響の程度に応じて耐震重要度分類に分類し、自重及び通常時の荷重

等に加え、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐える

ことができる設計とする。 

 

１．２ ダクトの耐震重要度分類 

ダクトの耐震重要度分類は、付属書類３－１「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震

性）に関する基本方針書」に示す耐震重要度分類の考え方を基本とし、以下のとおり設定す

る。 

・気体廃棄設備のダクトにおいて、第１種管理区域の火災区域境界を貫通する部分に設け

る防火ダンパーについては、当該第１種管理区域を収納する建物と同じ耐震重要度分類

（第２加工棟については第１類）による耐震性を確保する設計とする。 

・気体廃棄設備のダクトのうち、高性能エアフィルタ（排風機室側）と排風機間のダクト、

閉じ込め弁及び閉じ込めダンパーについては、その機能を失うことにより環境に対する

影響を与えるおそれがあることから、耐震重要度分類第２類の耐震性を確保する設計と

する。 

・上記以外の気体廃棄設備のダクトは、耐震重要度分類第３類の耐震性を確保する設計と

する。ただし、損傷により安全機能を維持すべき第１類設備・機器及び避難経路に影響

する区間の排気ダクトについては、耐震重要度分類第１類の耐震性を確保する設計とす

る（第１廃棄物貯蔵棟については、損傷により安全機能を維持すべき第２類設備・機器

及び避難経路に影響する区間の排気ダクトについては、耐震重要度分類第２類の耐震性

を確保する設計とする）。 

・なお、気体廃棄設備のダクトにおいて、耐震重要度分類が上位の機器に接続する箇所か

ら直近の支持点までの区間については、波及的影響を考慮して接続する機器と同じ耐震

重要度分類による耐震性を確保する。 

 

１．３ 設計用水平震度 

ダクトの評価に使用する設計用水平震度は、（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・

施工指針 2014 年版」の局部震度法（表１）における水平震度を用いる。 
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表１ ダクトの設計用水平震度（局部震度法） 

建物 設置階 

設計用水平震度 

耐震重要度分類 

第１類※1 

耐震重要度分類 

第２類※1 

耐震重要度分類 

第３類※1 

第２加工棟 

最上階（4階） 2.0 1.5 1.0 

中間階（3階） 1.5 1.0 0.6 

中間階（2階） 1.5 1.0 0.6 

１階 1.0 0.6 0.4 

第１廃棄物 

貯蔵棟 

最上階（3階） 2.0 1.5 1.0 

中間階（2階） 1.5 1.0 0.6 

１階 1.0 0.6 0.4 

※1：「局部震度法における耐震クラス」と「耐震重要度分類」の対比を以下のとおりとして記載。 

耐震クラスＳ＝耐震重要度分類第１類 

耐震クラスＡ＝耐震重要度分類第２類 

耐震クラスＢ＝耐震重要度分類第３類 

 

 

１．４ ダクトの耐震設計方法 

ダクトの構造は溶接型、スパイラル型及びはぜ折り型の薄板構造であり、その形状は丸ダ

クト及び角ダクトを用いるものとする。また、ダクトには保温材を施工するものと施工しな

いものがあるが、ダクトの耐震設計は、薄板構造としての特殊性及びその形状を考慮し、地

震時にダクトに生じる曲げモーメントが許容座屈曲げモーメント以下であることを満足する

最大のダクト支持間隔（以下「標準支持間隔」という。）を定め、支持構造物が標準支持間隔

以内に設けられていることを確認する「標準支持間隔法」により行う。 

標準支持間隔法では、ダクトを直管部、曲がり部、集中質量部及び分岐部の各要素に分類

して標準支持間隔を設定する。直管部の標準支持間隔の算出は、ダクトを両端支持の等分布

質量連続はりとみなし評価する。ダクトの曲がり部、集中質量部及び分岐部については、直

管部と同等以上の耐震性を有するように、それぞれ直管部の標準支持間隔に対し、各要素に

応じた縮小率を乗じることで支持間隔を設定する。 

ダクトの重量には補強材、接続材や保温材の重量を考慮する。保温材の重量はその施工状

態に応じて、保温材及びその表面化粧用の板金の重量を考慮する。 

なお、ダクトに接続される弁、ダンパー類については、ダクトよりも厚肉構造のものを使

用するため、発生する曲げモーメントはダクトよりも小さくなることから、これらを集中質

量として考慮した集中質量部の評価により包含される。 

標準支持間隔法に基づいた支持の設計が困難なダクトについては、支持間隔を片持ちはり

として、自重及び設計用地震力による曲げモーメントをそれぞれ片側支持の等分布荷重のは

りモデルで評価する。 
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（２） 丸ダクト 

丸ダクトの許容座屈モーメント MR は、円筒殻の屈伏座屈の式を基に安全裕度を考慮し

て定めた下式(注 4)により算出する。 

MR ൌ S ∙ β ∙
E

1 െ νଶ
∙
D

2
∙tଶ   

 

ここで、 

S ：安全率（＝0.5） 

β ：座屈曲げモーメントの補正係数（＝0.72） 

E ：ヤング率 

ν ：ポアソン比（＝0.3） 

D ：丸ダクトの口径 

t ：ダクト板厚 

 

（注４）日本機械学会編「新版機械工学便覧」, A-7.5.3 a.iv.項, 1987 年 4 月 

 

１．４．２ 標準支持間隔の算出方法 

（１） 直管部 

直管部の標準支持間隔の算出に当たっては、ダクトを下図に示すような支持間隔 l で両

端支持した等分布荷重単純支持はりとみなしモデル化する。この場合、支持点の拘束はダ

クトの軸直角方向のみとし、軸方向及び回転に対しては自由とする。また、曲げモーメン

トの評価においては、鉛直方向に生じる自重による曲げモーメントと水平方向に生じる設

計用地震力による曲げモーメントを合成して評価を行う。 

このとき、ダクトに生じる曲げモーメントの最大値は支持間隔中央部で生じ、下式で表

される。 

M௫ ൌ
α·w·l 2

8
+

w·l 2

8
ൌ

(α+1)·w·l 2

8
 

 

ここで、 

α ：設計用地震力 

w ：ダクトの単位長さ重量 

l ：ダクトの支持間隔 

 

上記式より、ダクトに生じる最大曲げモーメント Mmaxが許容座屈曲げモーメント Mcr（角

ダクトの場合は MS、丸ダクトの場合は MR）以下であることを満足するダクトの標準支持

間隔 Lは下式で表される。 

 L  ඨ
8 ∙ 𝑀

ሺ1  𝛼ሻ ∙ w
 

 

w 

l 
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なお、支持間隔内でレデューサー等の断面変化（複数分岐する場合も含む）がある場合

には、同支持間隔内において存在するダクトのそれぞれの断面性能を用いて評価し、最も

小さくなる標準支持間隔を採用する。 

 

（２） 曲がり部 

曲がり部の支持間隔を定めるための直管部標準支持間隔に対する縮小率は、原子力発電

所耐震設計技術指針（JEAG4601）1987 年版の方法(注 5)を基に安全裕度を考慮して設定した

0.7 を用いる。 

(注 5) 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）, 6.6.3(2)項, 1987 年 8 月 

 

（３） 集中質量部 

集中質量部の支持間隔を定めるための直管部標準支持間隔に対する縮小率は、原子力発

電所耐震設計技術指針（JEAG4601）1987 年版の方法(注 5)を基に理論式を用いて設定する。

直管部標準支持間隔のダクト長さに応じた自重と、重量物による集中荷重の比をとり、地

震力がかかった場合の集中荷重及び等分布荷重の合計曲げモーメントが、直管部標準支持

間隔の地震力と自重による曲げモーメントより小さくなるようにして直管部標準支持間隔

の長さを減じる割合を縮小率とする。 

 

（４） 分岐部 

分岐部の支持間隔を定めるための直管部標準支持間隔に対する縮小率は、原子力発電所

耐震設計技術指針（JEAG4601）1987 年版の方法(注 5)を基に設定した 0.8 を用いる。この値

は、分岐部が支持間隔の中央にあるとして設定したものである。なお、分岐部を構成する

ダクトの寸法が異なる場合は、それぞれの断面性能から許容座屈曲げモーメントを算出し、

各ダクトの直管部標準支持間隔を求める。 

 

１．４．３ 物性値等 

ダクトの耐震強度評価に用いる物性値を表２、耐震設計に用いる荷重を表３－１～表３

－５に示す。 

 

１．４．４ 設備・機器との接続部 

気体廃棄設備のダクトと局所排気を接続する設備・機器との接続部は、両端にフレキシ

ブルダクトを設けたダクトとし、地震時におけるダクトと設備・機器の相対変位を吸収し、

相互に影響を及ぼし合うことを防止する。当該ダクト部は標準支持間隔法による耐震設計

を行い支持構造物にて適切に支持を行う。図１に接続部の構造を示す。 
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表２ 標準支持間隔の評価に用いる材料物性 

材料 降伏応力（N/mm2） 出典 

溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

（SGCC） 
205 JIS G 3302：2010 

ステンレス鋼（SUS304） 205 
日本機械学会 発電用原子力設備規格 

設計・建設規格 第 I 編（2005） 

一般構造用圧延鋼材（SS400） 235 鋼構造設計規準 2005 年版 

配管用炭素鋼鋼管（SGP） 147 
日本機械学会 発電用原子力設備規格  

設計・建設規格 第 I 編（2005） 

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管

（STPY400） 
225 JIS G 3457：2016 

配管用ステンレス鋼管 

（SUS304TP） 
205 

日本機械学会 発電用原子力設備規格  

設計・建設規格 第 I 編（2005） 
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１．５ 支持構造物の耐震設計方法 

支持構造物の耐震評価は、付属書類３－１「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）

に関する基本方針書」に従い、常時作用する荷重と耐震重要度分類に応じた地震力を組み合

わせ、部材については発生する応力に対して弾性範囲にとどまる設計とする。また、据付部

については支持拘束位置での支点反力がアンカーボルト等の引抜又は引張、及びせん断に対

する許容限界荷重以下となるよう、支持構造物及び固定方法を適切に選定する。 

支持構造物の強度評価は、汎用構造解析プログラム「STRUCT」注 1「SAP-Ⅳ」注2又は「FAP-

3」を使用する。STRUCT 及び SAP-Ⅳの使用に当たっては理論解との一致、及び異なる構造解

析プログラムと比較して解析結果が整合していることを確認した。また、「FAP-3」の使用に

当たっては付属書類３－１にて簡易モデルの理論解及び異なる構造解析プログラムとの解析

結果が整合していることを確認した。なお、構造が単純なものについてはプログラムを使用

せず構造計算式で実施する。 

支持構造物の代表例を図２に示す。 

 

注１：「STRUCT」の概要及び使用対象設備を注１表－１、及び注１表－２に示す 

注２：「SAP－Ⅳ」の概要及び使用対象設備を注２表－１、及び注２表ー２に示す 

 

 

 

図２ 支持構造物の代表例 

 

  

2方向（軸直角方向）拘束の代表例 3方向（軸方向及び軸直角方向）拘束の代表例

継ぎ材
ダクト

フランジ
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注１表－１ STRUCT の概要 

コード名 

項目 
STRUCT 

使用目的 3 次元有限要素法（はり要素）による応力解析 

開発機関 三和テッキ株式会社 

開発時期 1982 年 

使用したバージョン 2.86 

コードの概要 本解析コードは、骨組構造の静解析及び動解析を、はり理論を用いて行う計算機プ

ログラムである。架構等の骨組構造に対し、集中荷重、分布荷重、静的震度等による

反力、モーメント、応力の算出が可能である。 

原子力発電所、火力発電所、化学プラント等での使用実績を有している。 

検証(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

・本解析コードと材料力学分野の一般的知見により解を求めることができる体系に

対し、静解析の結果がよく一致することを確認した。 

・本解析コードと数多くの研究機関や企業において使用実績のある応力解析コード

MSC.NASTRAN を比較対象として、本工事計画において対象とする構造物の形状の構

成要素である片持ちばり、門型はり、斜材付支柱はりの応力解析を検証問題とする

解析を行い、本解析コードによる数値解が MSC.NASTRAN による数値解とよく一致

することを確認した。 

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認内容は以下のとおりである。 

・原子力産業界において、配管支持構造物などの評価に十分な使用実績があり、妥当

性は十分に確認されている。 

・検証結果により、今回の申請で行う応力解析の使用目的に照らして、妥当であるこ

とを確認している。 
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注１表－２ STRUCT の使用設備 

対象設備 

{6020}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気系統） ダクト 

{6021}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気系統） ダクト 

{6024}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気系統） ダクト 

{6028}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

{6029}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

{6032}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気系統） 閉じ込め弁 

{6036}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 閉じ込め弁 

{6037}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6037-2}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（ワンスルー運転切替用） 

{6037-3}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（リサイクル運転切替用） 

{6038}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6041}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6045}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） 閉じ込めダンパー 

{6047}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） ダクト 

{6022}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気系統） ダクト 

{6025}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気系統） ダクト 

{6030}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

{6036-2}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） 閉じ込め弁 

{6039}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6045-2}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） 閉じ込めダンパー 

{6047-2}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） ダクト 

{6026}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） ダクト 

{6027}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） ダクト 

{6034}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

{6035}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） 閉じ込め弁 

{6036-4}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） 閉じ込め弁 

{6043}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6043-2}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（ワンスルー運転切替用） 

{6043-3}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー（リサイクル運転切替用） 

{6044}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6045-4}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） 閉じ込めダンパー 

{6047-4}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） ダクト 

{8045}緊急設備 防火ダンパー 

{6063}気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気系統） ダクト 

{6067}気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

{6072}気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6064}気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気系統） ダクト 

{6068}気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気系統） 閉じ込め弁 

{6073}気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6065}気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） ダクト 

{6069}気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） 閉じ込め弁 

{6074}気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6066}気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気系統） ダクト 

{6070}気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気系統） 閉じ込め弁 

{6075}気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

{6071}気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統３系統４（給気系統） 閉じ込め弁 

{6076}気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統３系統４（給気系統） 閉じ込めダンパー 

{6079}気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統３系統４（給気系統） ダクト 

{6071-3}気体廃棄設備 No.2 系統３（フィルタ冷却給気） 閉じ込め弁 

{6076-3}気体廃棄設備 No.2 系統３（フィルタ冷却給気） 閉じ込めダンパー 

{6071-2}気体廃棄設備 No.2 系統４（急冷塔給気） 閉じ込め弁 

{6076-2}気体廃棄設備 No.2 系統４（急冷塔給気） 閉じ込めダンパー 

{6071-4}気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統３系統４（自然給気） 閉じ込め弁 

{6076-4}気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統３系統４（自然給気） 閉じ込めダンパー 
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注２表－１ SAP-Ⅳの概要 

コード名 

項目 
SAP－Ⅳ 

使用目的 3 次元有限要素法（はり要素）による固有値解析及び応力解析 

開発機関 米国カリフォルニア大学 

開発時期 1973 年 

使用したバージョン 1.00 

コードの概要 SAP－Ⅳ（以下「本解析コード」という。）は、任意形状の 3次元モデル（主にはり

要素及びシェル要素）に対して、有限要素法を用いて静的解析及び動的解析を行う

もので、主として、機器の固有値計算並びに自重、運転時荷重及び地震力による応力

計算等に用いる。 

本解析コードは、機械工学、土木工学、航空工学等の分野において、多くの実績を

有している。 

検証(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

・入力されたデータはインプットデータとして解析結果とともに出力され、入力デ

ータと一致することを確認している。 

・片持ちばりの自重による固定端モーメント及び自由端たわみ、固有振動数を本解

析コードの静的解析結果及び固有値解析結果と理論解を比較して検討し、本解析

コードによる解析結果が妥当であることを確認している。 

【妥当性確認(Validation)】 

・本解析コードは、機械工学、土木工学、航空工学等の様々な分野における使用実績

を有しており、妥当性は十分に確認されている。 

・原子力産業界において、支持構造物に対する耐震性評価に本解析コードの使用実

績があることを確認している。 

・今回実施するはりモデルの固有値解析及び静的解析という解析の使用目的に照ら

して、用途及び適用範囲が上述の妥当性確認範囲であることを確認している。 

 

 

注２表－２ SAP-Ⅳの使用設備 

対象設備 

{6022}気体廃棄設備No.1 系統Ⅲ（部屋排気系統） ダクト 

{6025}気体廃棄設備No.1 系統Ⅵ（局所排気系統） ダクト 

{6047-2}気体廃棄設備No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） ダクト 

{6033}気体廃棄設備No.1 系統Ⅵ（局所排気系統） 閉じ込め弁 

{6042}気体廃棄設備No.1 系統Ⅵ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

{8045}緊急設備 防火ダンパー 
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○安全機能を維持する第２類設備・機器 

・焼却設備 

○避難経路に影響する区間 

・第２加工棟に同じ 

 

なお、損傷によって安全機能を維持すべき第２類設備・機器以外の第２類設備・機器上に

あるダクトについては耐震重要度を第３類とするが、ダクトの落下による波及的影響を考慮

し、耐震重要度分類 第２類相当の支持構造物の固定を行う。 

 

以上の考えに基づき設定したダクトの耐震重要度分類を図５及び図６に示す。 

なお、気体廃棄設備 No.2 において損傷によって安全機能を維持すべき第２類設備・機器及

び避難経路に影響する区間に該当するダクト、波及的影響を考慮し、耐震重要度分類 第２類

相当の支持構造物の固定を行うダクトはない。 

 

 ２．２ ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面 

 今回の申請に係るダクトについて、ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面を表

４に示す。
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表４ ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面（1/3） 

耐震重要度分類 設置建物 管理番号 気体廃棄設備（系統） 仕様表 基本図面 

第１類 第２加工棟 {6020} 

{6021} 

{6024} 

{6047} 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ系統Ⅱ系統Ⅴ（給気系統） ダクト 

表ト－２Ｐ設－２－１ 図ト－２Ｐ設－２－１－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（３） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（４） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（５） 

{6026} 

{6027} 

{6047-4} 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） ダクト 

表ト－２Ｐ設－２－４ 図ト－２Ｐ設－２－４－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－４－１（３） 

図ト－２Ｐ設－２－４－１（４） 

{8045} 緊急設備 防火ダンパー 表ト－２Ｐ設－２－１

～ 

表ト－２Ｐ設－２－４ 

図ト－２Ｐ設－２－１－１ 

～ 

図ト－２Ｐ設－２－４－１ 
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表４ ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面（2/3） 

耐震重要度分類 設置建物 管理番号 気体廃棄設備（系統） 仕様表 基本図面 

第２類 第２加工棟 {6020} 

{6021} 

{6024} 

{6028} 

{6037} 

{6029} 

{6038} 

{6032} 

{6041} 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅰ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅱ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

表ト－２Ｐ設－２－１ 図ト－２Ｐ設－２－１－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（３） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（４） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（３） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（３） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（４） 

図ト－２Ｐ設－２－１－１（４） 

{6022} 

{6025} 

{6030} 

{6039} 

{6033} 

{6042} 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

表ト－２Ｐ設－２－２ 図ト－２Ｐ設－２－２－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－２－１（３） 

図ト－２Ｐ設－２－２－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－２－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－２－１（３） 

図ト－２Ｐ設－２－２－１（３） 
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表４ ダクトの基本仕様、性能、設置場所及び基本図面（3/3） 

耐震重要度分類 設置建物 管理番号 気体廃棄設備（系統） 仕様表 基本図面 

第２類 第２加工棟 {6023} 

{6031} 

{6040} 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

表ト－２Ｐ設－２－３ 図ト－２Ｐ設－２－３－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－３－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－３－１（２） 

{6026} 

{6027} 

{6034} 

{6043} 

{6035} 

{6044} 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

表ト－２Ｐ設－２－４ 図ト－２Ｐ設－２－４－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－４－１（３） 

図ト－２Ｐ設－２－４－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－４－１（２） 

図ト－２Ｐ設－２－４－１（３） 

図ト－２Ｐ設－２－４－１（３） 

第２類 第１廃棄物

貯蔵棟 

{6063} 

{6064} 

{6065} 

{6066} 

{6067} 

{6072} 

{6068} 

{6073} 

{6069} 

{6074} 

{6070} 

{6075} 

気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気系統） ダクト 

気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気系統） 閉じ込めダンパー 

気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気系統） 閉じ込め弁 

気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気系統） 閉じ込めダンパー 

表ト－Ｗ１設－２－１ 図ト－Ｗ１設－２－１（１） 

図ト－Ｗ１設－２－１（２） 

図ト－Ｗ１設－２－１（３） 

図ト－Ｗ１設－２－１（４） 

図ト－Ｗ１設－２－１（１） 

図ト－Ｗ１設－２－１（１） 

図ト－Ｗ１設－２－１（２） 

図ト－Ｗ１設－２－１（２） 

図ト－Ｗ１設－２－１（３） 

図ト－Ｗ１設－２－１（３） 

図ト－Ｗ１設－２－１（４） 

図ト－Ｗ１設－２－１（４） 

 



 

3419 

３．ダクトの標準支持間隔 

 今回の申請に係るダクトについて、１．４項に示したダクトの耐震設計方法に基づき定めた

標準支持間隔を、ダクトの寸法・種類・耐震重要度分類ごとに表５－１～表５－５に示す。本

表に基づく標準支持間隔以内に支持構造物を設置する。 

 なお、ダクトの耐震設計において、耐震重要度分類境界部については、図７に示すように支

持間隔を設定する。 

 

図７ 耐震重要度分類境界部の考え方 

支持間隔 支持間隔支持間隔

第１類機器

支持 支持 支持 支持

第２類又は第３類 第２類又は第３類第１類

支持 支持 支持支持

火災区域境界

支持間隔

第２類又は第３類

支持間隔

第２類又は第３類

支持間隔

第２類又は第３類

支持間隔

第１類

防火ダンパー（第１類）
火災区域境界に耐震支持を持つ場合

支持 支持

火災区域境界

支持間隔

第２類又は第３類

支持間隔

第２類又は第３類

支持支持

支持間隔

第２類又は第３類

支持間隔

第１類

防火ダンパー（第１類）

支持支持

支持間隔

第１類

支持間隔

第１類

火災区域境界に耐震支持を持つ場合

支持間隔 支持間隔支持間隔

第２類機器

支持 支持 支持 支持

第２類第３類 第３類

上位の機器が接続されたダクトの耐震重要度分類の設定

防火ダンパーから火災区域境界を接続するダクトの耐震重要度分類の設定
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付属書類３－３ 地震による損傷の防止（配管の耐震性）に関する基本方針書 
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１．設計方針 

 １．１ 概要 

 １．２ 配管の耐震重要度分類 

 １．３ 設計用水平震度 

 １．４ 配管の耐震設計方法 

  １．４．１ 標準支持間隔の算出方法 

   （１） 直管部 

   （２） 曲がり部 

   （３） 分岐部 

   （４） 片持ち部 

   （５） 集中質量の考慮 

   （６） 保温材の考慮 

  １．４．２ 物性値等 

  １．４．３ 詳細解析モデルによる支持間隔の設定 

 １．５ 支持構造物の耐震設計方法 

 

２．基本仕様 

 ２．１ 配管の耐震重要度分類 

 ２．２ 配管の性能、設置場所 

 ２．３ 配管の基本図面 

 

３．配管の標準支持間隔 
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１．設計方針 

１．１ 概要 

配管の耐震設計は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する放

射線の公衆への影響の程度に応じて、その配管の耐震重要度分類、仕様、設置場所等を考慮

して分類し、自重及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作

用した場合においても十分に耐えることができる設計とする。 

 

１．２ 配管の耐震重要度分類 

配管の耐震重要度分類は、付属書類３－１「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）

に関する基本方針書」に示す耐震重要度分類の考え方に加えて、以下を考慮して設定する。 

 

・連続焼結炉から建物外の緊急遮断弁までのアンモニア分解ガス及びプロパンガスの配管

については、耐震重要度分類第１類の耐震性を確保する設計とする。 

・焼却炉から建物外の緊急遮断弁までの都市ガスの配管、加熱炉から建物外の緊急遮断弁

までのアンモニア分解ガス及び水素ガスの配管、及び小型雰囲気可変炉から建物外の緊

急遮断弁までのアンモニア分解ガスの配管については、耐震重要度分類第２類の耐震性

を確保する設計とする。 

・連続焼結炉の一般窒素系統とは別に設ける、アンモニア分解ガスの供給圧力低下時に導

入する窒素ガスの安全系統については、耐震重要度分類第１類の耐震性を確保する設計

とする。 

・加熱炉及び小型雰囲気可変炉の一般窒素系統とは別に設ける、水素ガス等の供給圧力低

下時に導入する窒素ガスの安全系統については、耐震重要度分類第２類の耐震性を確保

する設計とする。ただし、燃料開発設備近傍に設ける予備タンクについては、耐震重要

度分類第１類の据え付けを行う。 

・第２－２ペレット室のセンタレス研削設備から研磨屑回収装置までの研磨廃液配管につ

いては、耐震重要度分類第１類の耐震性を確保する設計とする。 

・第２－２混合室の供給瓶について、粉末取出配管部は耐震重要度分類第１類とし、1.0 G

の水平地震力に対して弾性範囲となる設計とする。 

・支持構造物により直接又は両端直近を支持していない、耐震重要度分類が上位の設備・

機器を接続する配管において、接続箇所から直近の支持点までの区間については、接続

する設備・機器と同じ耐震重要度分類による耐震性を確保する。 

 

１．３ 設計用水平震度 

配管の評価に使用する設計用水平震度は、配管を柔構造とみなし、（一財）日本建築センタ

ー「建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版」の局部震度法（表１）における水平震度を用い

る。 
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表１ 配管の設計用水平震度（局部震度法） 

建物 設置階 

設計用水平震度 

耐震重要度分類 

第１類※1 

耐震重要度分類 

第２類※1 

耐震重要度分類 

第３類※1 

第２加工棟 

最上階（４階） 2.0 1.5 1.0 

中間階（３階） 1.5 1.0 0.6 

中間階（２階） 1.5 1.0 0.6 

１階 1.0 0.6 0.4 

第１廃棄物 

貯蔵棟 

最上階（３階） 2.0 1.5 1.0 

中間階（２階） 1.5 1.0 0.6 

１階 1.0 0.6 0.4 

屋外 １階（屋外） 1.0 0.6 0.4 

※1：「局部震度法における耐震クラス」と「耐震重要度分類」の対比を以下のとおりとして記載。 

耐震クラスＳ＝耐震重要度分類第１類 

耐震クラスＡ＝耐震重要度分類第２類 

耐震クラスＢ＝耐震重要度分類第３類 

 

 

１．４ 配管の耐震設計方法 

配管の耐震設計は、地震時に配管に生じる曲げモーメントによる応力度が許容応力度以下

であることを満足する標準支持間隔を定め、支持構造物が標準支持間隔以内に設けられてい

ることを確認する「標準支持間隔法」により行う。 

標準支持間隔法による耐震計算は、「原子力発電所耐震設計技術規程（JEAC 4601-1987）」

の基本要求に従って行う。 

標準支持間隔法では、配管を直管部、曲がり部、分岐部、片持ち部の各要素に分類し、要

素ごとに標準支持間隔を設定する。標準支持間隔の算出に当たっては、直管部、曲り部、分

岐部については配管を両端支持の等分布荷重のはり、片持ち部については配管を片端支持の

等分布荷重のはりとみなし評価する。なお、これらの要素の標準支持間隔の具体的な計算方

法については JEAC 4601-1987 に記載がないため「新版建築設備の耐震設計 施工法」（SHASE-

G 0002-2012）」を参照して行う。 

配管に接続される弁や配管周囲に保温材がある場合の配管に重量物が負荷される場合の標

準支持間隔については、これらの重量に応じて標準支持間隔を補正することで算出する。配

管に接続される弁等については、配管より厚肉構造のものを使用するため、発生する曲げモ

ーメントによる応力度は配管より小さくなることから、これらを重量物として考慮して算出

した標準支持間隔の評価に内包される。 
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１．４．１ 標準支持間隔の算出方法 

標準支持間隔は、以下に示す配管の発生応力度が許容応力度以下である条件を満たす最

大の支持間隔として算出する。 

配管の発生応力度は、内圧、鉛直方向に生じる自重による曲げ応力と水平方向に生じる

設計用地震力による曲げ応力についてそれぞれ評価を行い、これらを合成することにより

算出する。標準支持間隔法に基づいた支持の設計が困難な箇所においては、支持間隔を片

持ちはりとして、自重及び設計用地震力による曲げ応力をそれぞれ片端支持の等分布荷重

のはりで評価する。 

 

（１） 直管部 

直管部の発生応力度の算出に当たっては、配管を下図に示すように支持間隔 L で両端支

持した等分布荷重のはりとみなしモデル化する。この場合、自重及び地震力に対する支持

点の拘束は変位のみ固定とし、回転に対しては自由とする。 

 

a)自重に対する支持      b)地震力に対する支持 

 

（２） 曲がり部 

曲がり部の発生応力度の算出に当たっては、配管を下図に示すように、曲がり部から各

支持点までの距離が等辺（L/2）となるような両端支持の等分布荷重のはりとみなしモデル

化する。この場合、自重に対する支持点の拘束は変位及び回転に対して固定とする。また、

地震力に対する支持点の拘束は変位のみ固定とし、回転に対しては自由とする。 

 

a)自重に対する支持       b)地震力に対する支持 

 

  

L 

荷重方向 

L 

荷重方向 

L/2 

L/2 

荷重方向 

L/2 

L/2 

荷重方向 
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（３） 分岐部 

分岐部の発生応力度の算出に当たっては、配管を下図に示すように分岐点から各支持点

までの距離が等辺（L/2）となるような３点支持の等分布荷重のはりとみなしモデル化する。

この場合、自重に対する支持点の拘束は変位及び回転に対して固定とする。また、地震力

に対する支持点の拘束は変位のみ固定とし、回転に対しては自由とする。 

 

a)自重に対する支持 

 

 

 

b)地震力に対する支持 

  

L/2 

L/2 

L/2 

荷重方向 

L/2 

L/2 

L/2 

荷重方向 

L/2 

L/2 

L/2 

荷重方向 
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（４） 片持ち部 

 片持ち部の発生応力度の算出に当たっては、配管を下図に示すように配管長さ L を片端

支持した等分布荷重のはりとみなしモデル化する。この場合、自重及び地震に対する支持

点の拘束は変位及び回転に対して固定とする。 

 

a)自重に対する支持       b)地震力に対する支持 

 

（５） 集中質量の考慮 

弁本体等の集中質量がある場合は、弁本体等を直接支持するか、両端直近を支持するこ

とを基本とするが、配管で支持する場合は標準支持間隔を補正する。標準支持間隔に集中

質量を考慮する場合の補正式は下式で表される。 

𝐿′ ൌ
െ𝑊  √𝑊ଶ  𝑤ଶ𝐿ଶ

𝑤
 

ここで、 

L'  ：補正後の配管の標準支持間隔 

L  ：配管の標準支持間隔 

w  ：配管の単位長さ重量 

W  ：弁等の重量 

 

（６） 保温材の考慮 

配管周りに保温材を巻く場合は、その質量を考慮する。標準支持間隔に保温材を考慮す

る場合の補正式は下式で表される。 

𝐿′′ ൌ 𝐿ඨ
𝑤

𝑤 𝑤
 

ここで、 

L''  ：補正後の配管の標準支持間隔 

L  ：配管の標準支持間隔 

w  ：配管の単位長さ重量 

wi  ：保温材の単位長さ重量 

  

L 

荷重方向 

L 

荷重方向 
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１．４．３ 詳細解析モデルによる支持間隔の設定 

前述の標準支持間隔法による各要素の標準支持間隔又はその組合せに従って支持間隔を

設けることが困難な場合は、有限要素法による多質点系モデルを作成し、応力解析により

配管の応力評価を行い、発生する応力度が許容応力度以下となるように支持間隔を設定す

る。 

 

１．５ 支持構造物の耐震設計方法 

支持構造物の耐震評価は、付属書類３－１「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）

に関する基本方針書」に従い、常時作用する荷重と耐震重要度分類に応じた地震力を組み合

わせ、部材については、発生する応力に対して弾性範囲にとどまる設計とし、また、据付部

については支持拘束位置での支点反力がアンカーボルト等の引抜又は引張、及びせん断に対

する許容限界荷重以下となるよう、支持構造物及び固定方法を適切に選定する。 

支持構造物の強度評価は、付属書類３－１「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）

に関する基本方針書」と同様に「FAP-3」又は「NX NASTRAN」注を使用する。FAP-3 と NX NASTRAN

の使用に当たっては付属書類３－１にて、簡易モデルの理論解及び異なる構造解析プログラ

ムとの解析結果が整合していることを確認した。なお、構造が単純なものについてはプログ

ラムを使用せず構造計算式で実施する。 

支持構造物の代表例を図１に示す。 

 
図１ 支持構造物の代表例 

 

注：「NX NASTRAN」の使用設備を注表に示す。 

 

注表 NX NASTRAN の使用設備 

対象設備 

{2064-2}連続焼結炉 No.2-1 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

{2064-8}連続焼結炉 No.2-1 可燃性ガス配管 

{6138-4}焼却炉 可燃性ガス配管 

{7006}ダストモニタ（換気用モニタ） 

{7024}ダストモニタ（排気用モニタ） 

{7025}ダストモニタ（排気用モニタ） 

{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

{8042}緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス） 
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２．基本仕様 

２．１ 配管の耐震重要度分類 

今回の申請に関わる配管は、１．２項に示した設計方針に基づき、次のように耐震重要度

を分類する。 

 

（１）第１類 

（第２加工棟） 

・供給瓶 No.2-1 供給瓶 粉末取出配管部 

・連続焼結炉 No.2-1 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）※1 

・連続焼結炉 No.2-1 可燃性ガス配管※1 

・センタレス研削装置 No.2-1 配管 

（屋外） 

・緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 

・緊急設備 緊急遮断弁（水素ガス） 

・緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス） 

・緊急設備 緊急遮断弁（冷却水） 

 

（２）第２類 

（第２加工棟） 

・ダストモニタ（換気用モニタ） 

・ダストモニタ（排気用モニタ） 

・燃料開発設備 加熱炉 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

・燃料開発設備 加熱炉 可燃性ガス配管※1 

・燃料開発設備 小型雰囲気可変炉 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

・燃料開発設備 小型雰囲気可変炉 可燃性ガス配管 

（第１廃棄物貯蔵棟） 

・焼却設備 焼却炉 圧力逃がし機構 

・焼却設備 焼却炉 可燃性ガス配管※1 

・ダストモニタ（排気用モニタ） 

（発電機・ポンプ棟） 

・非常用電源設備 No.1 非常用発電機※2 

（屋外） 

 ・非常用電源設備 No.2 非常用発電機※2 

 ・非常用電源設備Ａ 非常用発電機※2 

 ・緊急設備 緊急遮断弁（冷却水） 

 

（３）第３類 

（第２加工棟） 

・第１廃液処理設備 配管 

・分析廃液処理設備 配管 
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・開発室廃液処理設備 配管 

・第２廃液処理設備 配管 

・第２廃液処理設備貯留設備 配管 

・消火設備 屋内消火栓 

・エアスニファ（管理区域内） 

・エアスニファ（排気口） 

（第１廃棄物貯蔵棟） 

・Ｗ１廃液処理設備 配管 

・湿式除染機 湿式除染部 

・湿式除染機 水洗除染タンク 

・エアスニファ（管理区域内） 

・エアスニファ（排気口） 

（屋外） 

・消火設備 屋外消火栓※3 

・緊急設備 上水送水用緊急遮断弁※4 

・緊急設備 手動閉止弁（アンモニア分解ガス） 

・緊急設備 手動閉止弁（プロパンガス） 

・緊急設備 溢水時手動閉止弁※5 

※1 一部で屋外敷設箇所あり。 

※2 重油配管を対象とする。 

※3 一部で発電機・ポンプ棟敷設箇所あり。 

※4 設工認対象外の上水系統のうち、耐震重要度分類第３類の緊急設備 上水送水用緊急遮断弁を支持す

る区間の配管を対象とする。なお、上水送水用緊急遮断弁は耐震重要度分類第３類の設備だが、震度５

弱の地震に対しても確実に動作させるため、耐震重要度分類第１類の水平震度における標準支持間隔

で支持する。 

※5 第１廃棄物貯蔵棟壁面に設置する{8060-2}緊急設備 溢水時手動閉止弁、第２加工棟壁面に設置する

{8061-2}緊急設備 溢水時手動閉止弁を含む。 

 

２．２ 配管の性能、設置場所 

今回の申請に関わる配管について、配管の性能、設置場所に係る仕様表番号を表４の仕様

表の列に示す。 

 

２．３ 配管の基本図面 

今回の申請に関わる配管について、配管の基本図面に係る図面番号を表４の基本図面の列

に示す。 
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３．配管の標準支持間隔 

今回の申請に関わる配管について、１．４項に示した配管の耐震設計方法に基づき定めた標

準支持間隔を、配管の寸法・種類・耐震重要度ごとに表５に示す。本表に基づく標準支持間隔

以内に支持構造物を設置する。また、配管の耐震設計において、耐震重要度分類が異なる機器

を配管で支持する区間については、下図に示すように該当する支持区間については配管又は機

器のうち、保守的な方の耐震重要度分類で支持間隔を設定する。 

各耐震重要度分類における標準支持間隔及び支持構造物の評価例を添付説明書１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3
45
1 

表４（１） 耐震設計の結果 

耐震重要度 

分類 
設置場所 管理番号 設備・機器名称 仕様表 基本図面 

第１類 第２加工棟 {2048} 

{2064-2} 

 

 

{2064-8} 

 

 

 

{2083} 

・供給瓶 No.2-1 供給瓶 粉末取出配管部 

・連続焼結炉 No.2-1 

 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

 

・連続焼結炉 No.2-1 可燃性ガス配管※1 

 

 

 

・センタレス研削装置 No.2-1 配管 

表ハ－２Ｐ設－６－１ 

表ハ－２Ｐ設－１３－１ 

 

表ハ－２Ｐ設－１３－１ 

 

 

 

 

表ハ－２Ｐ設－１９－２ 

図ハ－２Ｐ設－６－１ 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（１） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（２） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（１） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（２） 

図リ－他－７（３） 

図リ－他－７（４） 

図リ－他－７（５） 

図ハ－２Ｐ設－１９－２ 

屋外（第２

加工棟 

壁面） 

{8039-2} 

 

 

{8041} 

 

 

{8042} 

 

{8059} 

 

 

 

 

・緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）※2 

 

 

・緊急設備 緊急遮断弁（水素ガス）※3 

 

 

・緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）※4 

 

・緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）※5 

 

 

 

 

表リ－設－４－７ 

 

 

表リ－設－４－７ 

 

 

表ト－Ｗ１設－５－１ 

 

表ハ－２Ｐ設－１３－１ 

 

 

 

図リ－設－４－９（１） 

図リ－他－７（６） 

図リ－他－７（７） 

図リ－設－４－９（１） 

図リ－他－７（６） 

図リ－他－７（８） 

図ト－Ｗ１設－５－１－２（２） 

図リ－他－７（９） 

図リ－他－１６（１） 

図リ－他－１６（３） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（３） 

図リ－他－７（３） 

図リ－他－７（５） 

第２類 第２加工棟 {7006} 

 

 

 

・ダストモニタ（換気用モニタ） 

 

 

 

表チ－設－６－１ 

 

 

 

図チ－設－１（４） 

図ト－２Ｐ設－１－２ 

図ト－２Ｐ設－２－１－１ 

図ト－２Ｐ設－２－４－１ 

※1 耐震重要度分類第１類の{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）及び{8041}緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス）を支持している区間を含む。 

※2 {8025-7}加熱炉 可燃性ガス配管のうち、耐震重要度分類第１類の{8039-2}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）を支持する区間の配管を対象とする。 

※3 {8025-7}加熱炉 可燃性ガス配管のうち、耐震重要度分類第１類の{8040}緊急設備 緊急遮断弁（水素ガス）を支持する区間の配管を対象とする。 

※4 {6138-5}焼却炉 可燃性ガス配管のうち、耐震重要度分類第１類の{8042}緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）を支持する区間の配管を対象とする。 

※5 設工認対象外の循環冷却水（連続焼結炉）系統のうち、耐震重要度分類第１類の{8059}緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）を支持する区間の配管を対象とする。 
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表４（２） 耐震設計の結果 

耐震重要度 

分類 
設置場所 管理番号 設備・機器名称 仕様表 基本図面 

第２類 第２加工棟 {7024} 

 

 

 

 

 

{8025-2} 

 

{8025-7} 

 

{8026-2} 

 

{8026-6} 

 

・ダストモニタ（排気用モニタ） 

 

 

 

 

 

・燃料開発設備 加熱炉 

 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

・燃料開発設備 加熱炉 可燃性ガス配管 

 

・燃料開発設備 小型雰囲気可変炉 

 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

・燃料開発設備 小型雰囲気可変炉 可燃性ガス配管 

 

表チ－設－６－２ 

 

 

 

 

 

表リ－設－４－７ 

 

表リ－設－４－７ 

 

表リ－設－４－８ 

 

表リ－設－４－８ 

図チ－設－１（４） 

図ト－２Ｐ設－１－２ 

図ト－２Ｐ設－２－１－１ 

図ト－２Ｐ設－２－２－１ 

図ト－２Ｐ設－２－３－１ 

図ト－２Ｐ設－２－４－１ 

図リ－設－４－９（１） 

図リ－設－４－９（３） 

図リ－設－４－９（１） 

図リ－設－４－９（２） 

図リ－設－４－９（１） 

図リ－設－４－９（３） 

図リ－設－４－９（１） 

図リ－設－４－９（２） 

 第１廃棄物

貯蔵棟壁面 

{8059-2} ・緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）※1 表ト－Ｗ１設－２－１ 図リ－他－１６（２） 

図リ－他－１６（３） 

図リ－他－１６（４) 

 第１廃棄物 

貯蔵棟 

{6138-4} 

{6138-5} 

{7025} 

・焼却設備 焼却炉 圧力逃がし機構 

・焼却設備 焼却炉 可燃性ガス配管 

・ダストモニタ（排気用モニタ） 

表ト－Ｗ１設－５－１ 

表ト－Ｗ１設－５－１ 

表チ－設－７－１ 

図ト－Ｗ１設－５（２） 

図ト－Ｗ１設－５－１－２（２） 

図ト－Ｗ１設－２－１（１） 

図ト－Ｗ１設－２－１（２） 

 発電機・ 

ポンプ棟 

{8001} ・非常用電源設備 No.1 非常用発電機※2 表リ－設－２－１ 図リ－設－２－１（２）  

 屋外 {8003} 

{8005} 

・非常用電源設備 No.2 非常用発電機※2 

・非常用電源設備Ａ 非常用発電機※2 

表リ－設－２－２ 

表リ－設－２－３ 

図リ－設－２－２（１） 

図リ－設－２－３（１） 

第３類※3 第１廃棄物

貯蔵棟 

{8060} ・緊急設備 上水送水用緊急遮断弁 

 

表リ－他－１２ 

 

図リ－他－１６（２） 

図リ－他－１６（３） 

図リ－他－１６（５） 

※1 設工認対象外の循環冷却水（焼却炉）系統の内、耐震重要度分類第２類の{8059-2}緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）を支持する区間の配管を対象とする。 

※2 重油配管を対象とする。 

※3 設工認対象外の上水系統のうち、耐震重要度分類第３類の緊急設備 上水送水用緊急遮断弁を支持する区間の配管を対象とする。なお、上水送水用緊急遮断弁は耐震重要度分

類第３類の設備だが、震度５弱の地震に対しても確実に動作させるため、耐震重要度分類第１類の水平震度における標準支持間隔で支持する。 
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２．支持構造物の耐震評価 

支持構造物の評価は、付属書類３－１「地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関

する基本方針書」に従い評価を行う。計算には、構造解析プログラム「FAP-3」又は「NX NASTRAN」

を使用した。 

各配管の支持構造物の耐震評価結果を表３に示す。表に示すとおり、支持構造物の部材に発

生する応力又はアンカーボルトに発生する荷重がそれぞれ許容限界以内であることを確認して

いる。 

 

なお、本計算例では、配管の標準支持間隔に対し設置支持間隔が相対的に大きい（支持する

配管重量が大きい）ものを選定して示しているが、支持構造物の中には、配管の支持のほか、

計器類等を支持するために構造が大きく、自荷重を支持するために部材やアンカーボルトの検

定比が大きくなるものがある。これらの代表的な耐震評価結果として{2064}連続焼結炉 No.2-1

の構成設備である{2064-2}自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）の架台（屋内）があり、

付属書類３－１において評価結果を示している。 
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付属書類４ 外部からの衝撃（竜巻)による損傷の防止に関する基本方針書 
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１．設計方針  

  １．１ 設計竜巻に対する設計 

  １．２ 加工施設に大きな影響を及ぼすおそれがある竜巻に対する設計 

  

２．建物・構築物、設備・機器、配管の基本仕様、性能、個数、設置場所 

 

３．建物・構築物、設備・機器、配管の基本図面 

 

４．評価 

４．１ 評価方法 

４．２ F1 竜巻に対する評価結果 

４．３ F3 竜巻に対する評価結果 
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１．設計方針 

１．１ 設計竜巻に対する設計  

安全機能を有する施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（以下「竜巻ガイド」と

いう。)に基づき設定した設計竜巻（以下「F1 竜巻」という。)の発生により、安全機能を損

なうことのない設計とする。 

具体的に建物本体については、 

・建物の保有水平耐力が F1 竜巻荷重を上回る設計とする。 

・局部評価として、建物の外壁、屋根及び外部に面した扉（以下「外部扉」という。)の単

位面積当たりの短期許容荷重が、F1 竜巻の風圧力を上回る設計とする。また、F1 竜巻に

よる飛来物が到達する可能性のある外壁及び屋根は、水平貫通限界厚さ以上の厚さを確

保する。 

・F1 竜巻による飛来物が到達する可能性のある外部扉については、飛来物の衝突を防止す

るために、緊急設備 防護壁又は防護柵等の障壁を設ける設計とする。 

 

屋外に設置する設備・機器については 

・評価対象となる設備・機器は、屋外に設置された想定飛来物より影響が大きい設備・機

器とする。 

・常時作用する荷重と F1 竜巻における風圧力による水平荷重を組み合わせ、その結果発生

する応力に対して部材及びアンカーボルトが弾性範囲にとどまる設計とする。 

・F1 竜巻における浮き上がり荷重に対しアンカーボルトで据え付けることで設備・機器の

固定が失われない設計とする。 

 

屋外に設置する配管については、 

・常時作用する荷重と F1 竜巻における風圧力による水平荷重を組み合わせ、その結果配管

に生じる曲げモーメントによる応力度が許容応力度以下となる設計とする。 

・支持構造物については発生する応力に対して部材及びアンカーボルトが弾性範囲にとど

まることを満足する設計とする。 

 

１．２ 加工施設に大きな影響を及ぼすおそれがある竜巻に対する設計 

加工事業変更許可申請書では、安全上重要な施設の有無の評価において、「加工施設に大き

な影響を及ぼすおそれのある竜巻」としてフジタスケール 3（F3）の最大風速 92 m/s を想定

することとしている。 

また、更なる安全向上策として、F3 竜巻が発生した場合に建物が損傷したとしても、核燃

料物質等の施設外への飛散を防止する措置を行うとしている。 

なお、今回の申請に係る設備・機器において、F3 竜巻に対する防護措置を講じる設備・機

器はない。 
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２．建物・構築物、設備・機器、配管の基本仕様、性能、個数、設置場所 

建物・構築物及び建物に付帯する緊急設備の基本仕様、性能、個数、設置場所について、表

１及び表２の仕様表に示す。屋外に設置する設備・機器の基本仕様、性能、個数、設置場所に

ついて、表３の仕様表に示す。 

 

 

３．建物・構築物、設備・機器、配管の基本図面 

建物・構築物及び建物に付帯する緊急設備の基本図面について、表１及び表２の添付図に示

す。 

屋外に設置する設備・機器の基本図面について、表３の添付図の欄に示す。 

屋外に設置する配管の基本図面について、表４の添付図の欄に示す。 

 

表１ 今回の申請に係る建物・構築物 

建物（主要構造、階数） 仕様表 添付図 

第１廃棄物貯蔵棟 

（鉄筋コンクリート造、３階建て

（一部中２階付き）） 

表ト－Ｗ１建－１ 

別表ト－Ｗ１建－１－１～別表ト

－Ｗ１建－１－６ 

図ト－Ｗ１建－２６～図ト－Ｗ１

建－２８、図ト－Ｗ１建－９～図

ト－Ｗ１建－１２ 

第３廃棄物貯蔵棟 

（鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリー

ト造、３階建て） 

表ト－Ｗ３建－１ 

別表ト－Ｗ３建－１－１～別表ト

－Ｗ３建－１－４ 

図ト－Ｗ３建－１８～図ト－Ｗ３

建－２０、図ト－Ｗ３建－８～図

ト－Ｗ３建－１１ 

発電機・ポンプ棟 

（鉄筋コンクリート造、平屋建て） 

表リ－建－１ 

別表リ－建－１－１～別表リ－建

－１－４ 

図リ－建－１－１６～図リ－建－

１－１８、図リ－建－１－７～図

リ－建－１－１０ 

遮蔽壁 No.2 

（鉄筋コンクリート造） 

表リ－建－２ 

別表リ－建－２－１～別表リ－建

－２－２ 

図リ－建－２－１～図リ－建－２

－３ 

遮蔽壁 No.3 

（鉄筋コンクリート造） 

表リ－建－３ 

別表リ－建－３－１～別表リ－建

－３－２ 

図リ－建－２－１～図リ－建－２

－３ 

 

 

表２ 今回の申請に係る建物に付帯する緊急設備 

付帯する緊急設備名（主要構造） 仕様表 添付図 

緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ

１防護壁） 

（鉄筋コンクリート造） 

表ト－Ｗ１建－１ 

別表ト－Ｗ１建－１－２ 

位置：図ト－Ｗ１建－９ 

構造：図ト－Ｗ１建－１３ 

緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ

３防護壁） 

（鉄筋コンクリート造） 

表ト－Ｗ３建－１ 

別表ト－Ｗ３建－１－２ 

位置：図ト－Ｗ３建－８ 

構造：図ト－Ｗ３建－１２ 
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表３ 今回の申請に係る屋外に設置する設備・機器 

設備・機器名称 仕様表 添付図 

非常用電源設備 No.2 

非常用発電機 
表リ－設－２－２ 図リ－設－２－２ 

重油タンク部（非常用電源設備

No.2 の付属設備） 
表リ－設－２－２ 図リ－設－２－２ 

非常用電源設備Ａ 

非常用発電機 
表リ－設－２－３ 図リ－設－２－３ 

重油タンク部（非常用電源設備Ａ

の付属設備） 
表リ－設－２－３ 図リ－設－２－３ 

 

 

表４ 今回の申請に係る屋外に設置する配管 

設備・機器名称 仕様表 添付図 

連続焼結炉 No.2-1 自動窒素ガス切替

機構（窒素ガス配管含む）※1 
表ハ－２Ｐ設－１３－１ 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（１） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（２） 

連続焼結炉 No.2-1 可燃性ガス配管※1

※2 
表ハ－２Ｐ設－１３－１ 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（１） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（２） 

図リ－他－７（３） 

図リ－他－７（４） 

図リ－他－７（５） 

焼却炉 可燃性ガス配管※1※3 表ト－Ｗ１設－５－１ 
図ト－Ｗ１設－５－１－２（２） 

図リ－他－７（９） 

非常用電源設備 No.2 非常用発電機※5 表リ－設－２－２ 図リ－設－２－２（１） 

非常用電源設備Ａ 非常用発電機※5 表リ－設－２－３ 図リ－設－２－３（１） 

燃料開発設備 加熱炉 可燃性ガス配

管※1※4※6 
表リ－設－４－７ 

図リ－設－４－９（１） 

図リ－設－４－９（２） 

図リ－他－７（６） 

図リ－他－７（７） 

図リ－他－７（８） 

緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）※7 表ハ－２Ｐ設－１３－１ 

図リ－他－１６（１） 

図リ－他－１６（３） 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－１（３） 

図リ－他－７（３） 

図リ－他－７（５） 

緊急設備 緊急遮断弁（冷却水）※8 表ト－Ｗ１設－２－１ 

図リ－他－１６（２） 

図リ－他－１６（３） 

図リ－他－１６（４) 

※1 屋外部分のみを評価対象とする。 

※2 緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）、緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス）、緊急設備 手

動弁閉止弁（アンモニア分解ガス）及び緊急設備 手動閉止弁（プロパンガス）を支持する区間を含む。 

※3 緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス）を支持する区間を含む。 

※4 緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）及び緊急設備 緊急遮断弁（水素ガス）を支持する区間

を含む。 

※5 重油配管を対象とする。 

※6 緊急遮断弁及び可燃性ガス配管は燃料開発設備 小型雰囲気可変炉と共用する。 

※7 連続焼結炉 No.2-1 の付帯機器として第２加工棟屋外壁面に設置する。緊急遮断弁（冷却水）を支持す

る区間の配管を評価対象に含む。 

※8 気体廃棄設備 No.2 の付帯機器として第１廃棄物貯蔵棟屋外壁面に設置する。緊急遮断弁（冷却水）を

支持する区間の配管を評価対象に含む。 
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４．評価 

４．１ 評価方法 

（１）建物・構築物の評価 

①竜巻荷重の評価 

竜巻ガイドに基づき、建物全体、外壁、屋根及び外部扉の構造強度評価を実施する。

評価に当たって、風圧力算出時の風力係数 C は、建築基準法施行令第八十七条第２項及

び建設省告示第千四百五十四号（平成 12 年 5 月 31 日)に準拠して算定する。 

また、F1飛来物であるプレハブ小屋の各建物の各部位への到達の可能性を表５に示す。 

 

表５（１） 第１廃棄物貯蔵棟の各部位の F1 飛来物の到達範囲 

階 北面 西面 南面 東面 

屋根 ―※１ 

3 階 ―※１ ―※１ ―※１ ―※１ 

2 階 ―※１ ―※２ プレハブ小屋 プレハブ小屋 

中 2階 ―※１ ―※２ プレハブ小屋 プレハブ小屋 

1 階 ―※１ ―※２ プレハブ小屋 プレハブ小屋 

※１：敷地外からの飛距離又は飛散高さから、プレハブ小屋は到達しない。 

※２：第３廃棄物貯蔵棟があるため、飛来物は到達しない。 

 

 

表５（２） 第３廃棄物貯蔵棟の各部位の F1 飛来物の到達範囲 

階 北面 西面 南面 東面 

3 階 ―※１ ―※１ ―※１ ―※１ 

2 階 プレハブ小屋 プレハブ小屋 プレハブ小屋 ―※２ 

1 階 プレハブ小屋 プレハブ小屋 プレハブ小屋 ―※２ 

※１：敷地外からの飛距離又は飛散高さから、プレハブ小屋は到達しない。 

※２：第１廃棄物貯蔵棟があるため、飛来物は到達しない。 

 

 

表５（３） 発電機・ポンプ棟の各部位の F1 飛来物の到達範囲 

階 北面 西面 南面 東面 

屋根 プレハブ小屋 

1 階 ―※１ ―※２ プレハブ小屋 プレハブ小屋 

※１：敷地外からの飛距離又は飛散高さから、プレハブ小屋は到達しない。 

※２：発電機・ポンプ棟の西側には斜面があり、飛来物は到達しない。 

 

 

表５（４） 遮蔽壁 No.2 及び遮蔽壁 No.3 の各面の F1 竜巻時の最大想定飛来物 

階 北面 西面 南面 東面 

1 階 プレハブ小屋 ―※１ ―※２ ―※１ 

※１：北面からの受風面積が最大となるため北面で評価する。 

※２：敷地外からの飛距離又は飛散高さから、プレハブ小屋は到達しない。 
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②貫通限界厚さの評価 

想定飛来物による貫通限界厚さと、建物の壁厚さ・屋根厚さを比較する。想定飛来物

のコンクリートに対する貫通限界厚さを表６に示す。 

 

表６ F1 竜巻飛来物による貫通限界厚さ 

飛来物 水平貫通限界厚さ(cm) 鉛直貫通限界厚さ(cm) 

プレハブ小屋 10.5 5.3 

 

 

（２）設備・機器の評価 

竜巻の水平荷重に対する強度評価は、「FAP-3」を使用し、組合せ応力（引張／圧縮＋曲

げ、垂直＋せん断）が許容限界以内であることを確認する。 

竜巻の浮き上がり荷重に対する強度評価は、竜巻ガイドに基づき算出した浮き上がり荷

重によりアンカーボルトに発生する引抜荷重を評価し、引抜荷重が許容限界以内であるこ

とを確認する。 

部材及びアンカーボルトの許容限界は、付属書類３－１「地震による損傷の防止（設備・

機器の耐震性）に関する基本方針書」において用いているものを適用する。 

 

（３）配管の評価 

配管の耐震設計と同様に配管に生じる曲げモーメントによる応力度が許容応力度以下で

あることを満足する標準支持間隔を定め、支持構造物が標準支持間隔以内に設けられてい

ることを確認する「標準支持間隔法」により行う。 

評価方法は「付属書類３－３ 地震による損傷の防止（配管の耐震性）に関する基本方

針書」に従うものとし、配管に作用させる地震荷重を、F1 竜巻における風圧力による水平

荷重に置き換えて評価する。支持構造物についても耐震設計方法と同様に行う。 
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５．F3 竜巻で想定する第１廃棄物貯蔵棟及び第３廃棄物貯蔵棟の損傷の程度 

いずれの建物も外壁が水平貫通限界厚さ以下であることから、竜巻飛来物である路線バスが

外壁を貫通した上、そのままの形状で建物内に侵入して、一定本数の固体廃棄物ドラム缶（300

本）に直接的に影響（DR＝1）し、またその他全ての固体廃棄物ドラム缶（第１廃棄物貯蔵棟：

1450 本、第３廃棄物貯蔵棟：3100 本）が間接的に影響（DR＝0.01）を受け、これらの固体廃棄

物ドラム缶は閉じ込め機能を全て喪失する程度（LPF＝1）の損傷があるものとして評価してい

る。 

しかし、これらの建物の床厚さは鉛直貫通限界厚さ以上であり、竜巻飛来物の影響が階を跨

いで固体廃棄物ドラム缶に及ぼすことはないが、保守的に全ての階の全ての固体廃棄物ドラム

缶が直接的又は間接的に影響受けることとしている。 

なお、第１廃棄物貯蔵棟及び第３廃棄物貯蔵棟に対する竜巻の影響による公衆被ばくの線量

は、それぞれ 1.7×10-1 mSv、1.9×10-2 mSv である。 
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付属書類５ 外部からの衝撃（積雪及び降下火砕物）による損傷の防止に関する基本方針書 
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１．設計方針 

 

２．基本仕様、性能、個数及び設置場所 

２．１ 第１廃棄物貯蔵棟 

２．２ 第３廃棄物貯蔵棟 

２．３ 発電機・ポンプ棟 

 

３．基本図面 

３．１ 第１廃棄物貯蔵棟 

３．２ 第３廃棄物貯蔵棟 

３．３ 発電機・ポンプ棟 

 

４．評価 

４．１ 評価方法 

４．２ 評価結果 

４．２．１ 第１廃棄物貯蔵棟の評価結果 

４．２．２ 第３廃棄物貯蔵棟の評価結果 

４．２．３ 発電機・ポンプ棟の評価結果 
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１．設計方針 

加工施設の建物は、収納する設備・機器及び核燃料物質等を積雪や火山活動（降下火砕物）

から防護するために、想定する積雪荷重又は火災降下物荷重を上回る屋根の強度を確保する設

計とする。 

この際、積雪荷重については、建築基準法施行令第八十六条第１項～第３項及び大阪府建築

基準法施行細則第三十条の二に基づき 29 cm の積雪を想定する。また、降下火砕物荷重につい

ては、降雨等により吸水した場合を考慮し、湿潤密度の 1.5 g/cm3とした上で、屋根の許容堆積

量を 12 cm とする設計とする。 

また、上記対策に加えて気中の降下火砕物の状態を踏まえ、加工施設で降下火砕物が観測さ

れた時点で速やかに除去する措置を講じることで、更なる安全を確保する。また当該措置を実

施するに当たり、昇降設備のない屋根には梯子等を設置するとともに、必要な防護具や資機材

を常備することとする。 

 

２．基本仕様、性能、個数及び設置場所 

２．１ 第１廃棄物貯蔵棟 

基本仕様、性能、個数及び設置場所を「表ト－Ｗ１建－１」に示す。 

２．２ 第３廃棄物貯蔵棟 

基本仕様、性能、個数及び設置場所を「表ト－Ｗ３建－１」に示す。 

２．３ 発電機・ポンプ棟 

基本仕様、性能、個数及び設置場所を「表リ－建－１」に示す。 

 

 

３．基本図面 

３．１ 第１廃棄物貯蔵棟 

構造を「図ト－Ｗ１建－２６及び図ト－Ｗ１建－２７」に示す。 

 

３．２ 第３廃棄物貯蔵棟 

構造を「図ト－Ｗ３建－１８及び図ト－Ｗ３建－１９」に示す。 

 

３．３ 発電機・ポンプ棟 

構造を「図リ－建－１－１６及び図リ－建－１－１７」に示す。 
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付属書類６ 外部からの衝撃（外部火災・爆発）による損傷の防止に関する基本方針書 
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１．設計方針 

 

２．基本仕様等 

 

３．外部火災の影響評価に関係する基本図面 

 

４．評価 

４．１ 外部火災影響評価（危険距離、危険限界距離） 

４．１．１ 評価方法 

４．１．２ 評価結果 
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１．設計方針 

本申請に係る第１廃棄物貯蔵棟及び第３廃棄物貯蔵棟の外部火災に対する安全設計は、以下

のとおりとする。 

・各建物は、想定する森林火災に対して、その影響を受けないように、火災源となる森林か

らの離隔距離が、危険距離以上となる設計とする。 

・各建物は、想定する近隣工場等の火災に対して、その影響を受けないように、火災源とな

る近隣工場等からの離隔距離が、危険距離以上となる設計とする。 

・各建物は、想定する近隣工場等の爆発に対して、その影響を受けないように、爆発源とな

る近隣工場等からの離隔距離が、危険限界距離以上となる設計とする又は第一種保安物件

に対する第一種設備距離の２倍以上を確保する。 

 

２．基本仕様等 

第１廃棄物貯蔵棟及び第３廃棄物貯蔵棟の外部火災に対する基本仕様等を表１に示す。 

 

表１ 第１廃棄物貯蔵棟及び第３廃棄物貯蔵棟の外部火災に対する基本仕様等 

施設名称 基本仕様 性能 個数 設置場所 

第１廃棄物貯

蔵棟 

（森林火災） 

火災源の危険距離≦離隔距離 

（近隣工場等の火災） 

火災源の危険距離≦離隔距離 

（近隣工場等の爆発） 

爆発源の危険限界距離≦離隔距離 

又は 

第一種保安物件に対する第一種設備距離の

２倍≦離隔距離 

－ 1 図ト－１－１－１ 

第３廃棄物貯

蔵棟 

（森林火災） 

火災源の危険距離≦離隔距離 

（近隣工場等の火災） 

火災源の危険距離≦離隔距離 

（近隣工場等の爆発） 

爆発源の危険限界距離≦離隔距離 

又は 

第一種保安物件に対する第一種設備距離の

２倍≦離隔距離 

－ 1 図ト－１－１－１ 
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３．外部火災の影響評価に関係する基本図面 

外部火災の影響評価に関係する基本図面を表２に示す。 

 

表２ 外部火災の影響評価に関係する基本図面 

項目 図番号 

防護対象施設と敷地内の竹林、隣接Ｂ事業所雑木林及び

敷地内の危険物施設の位置 
図ト－Ｗ１建－１５ 

防護対象施設と敷地内の高圧ガス貯蔵施設の位置 図ト－Ｗ１建－１６ 

敷地内の燃料輸送車両の走行経路と火災発生位置 図ト－Ｗ１建－１７ 

敷地内の高圧ガス輸送車両の走行経路と爆発位置 図ト－Ｗ１建－１８ 

 

 

４．評価 

４．１ 外部火災影響評価（危険距離、危険限界距離） 

４．１．１ 評価方法 

外部火災の危険距離、危険限界距離の評価は、原子力発電所の外部火災影響評価ガイド

（以下「外部火災ガイド」という。）を参考とした。評価においては、以下に示す保守的な

条件とした。 

・加工施設と火災源、爆発源となる各施設との間には、建物等の障壁が存在するが、評

価では考慮しない。 

・火災源となる各施設の安全対策は考慮せず、貯蔵されている可燃物やガスが全て火災・

爆発に寄与するものとする。 

・外壁温度の計算においては、除熱を考慮しない。 

・予備的放水等の人的対策は期待しない。 

 

森林火災の影響評価は以下の方法によるものとした。 

・外部火災ガイド附属書Ａに記載されている森林火災シミュレーション解析コード

FARSITE で使用されている式を用いて、火災の評価を行った。 

・火災の評価は、FARSITE で考慮されている地表を伝播する火災（地表火）及び樹冠を伝

播する火災（樹冠火）について評価することにより行った。 

・FARSITE で使用されている式で使用する物性値等の入力パラメータは、外部火災ガイ

ド附属書Ａで引用している文献等を参考とした。 

・植生、地形、気象データ等について実地調査を行った。 

・地表火及び樹冠火の評価結果から、防護対象施設の外壁温度の影響評価を行った。 

 

近隣工場等の火災、近隣工場等の爆発の影響評価は以下の方法によるものとした。 

・外部火災ガイド附属書Ｂに記載されている式を用いて、火災、爆発の評価を行った。 

・外部火災ガイド附属書Ｂに記載されている式で使用する物性値等の入力パラメータは、

外部火災ガイド附属書Ｂで引用している文献等を参考にした。 

・近隣工場等の火災源、爆発源で貯蔵されている危険物、高圧ガスの貯蔵量は実地調査

及び公設消防より開示を受けたデータに基づいて把握し、影響評価に用いた。 
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４．１．２ 評価結果 

危険距離、危険限界距離の評価結果と、第１廃棄物貯蔵棟に対する火災源、爆発源から

の離隔距離を表３に、危険距離、危険限界距離の評価結果と、第３廃棄物貯蔵棟に対する

火災源、爆発源からの離隔距離を表４に示す。 

第１廃棄物貯蔵棟及び第３廃棄物貯蔵棟は想定する森林火災に対して、火災源となる森

林からの離隔距離が危険距離以上となっていること、想定する近隣工場等の火災に対して、

火災源となる近隣工場等からの離隔距離が危険距離以上となっていること及び想定する近

隣工場等の爆発に対して、爆発源となる近隣工場等からの離隔距離が危険限界距離以上又

は第一種保安物件に対する第一種設備距離の２倍以上あり、外部火災の影響を受けるおそ

れがないことを確認した。 

 

緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ１防護壁）及び緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ３防

護壁）は、想定する森林火災に対して火災源となる森林並びに想定する近隣工場等の火災

に対して火災源となる近隣工場等に最も近い建物より離れた位置に設置するため、危険距

離以上の離隔距離が確保される。また、緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ１防護壁）及び

緊急設備 防護壁又は防護柵（Ｗ３防護壁）は、想定する近隣工場等の爆発に対して、爆

発源となる近隣工場等に最も近い建物より離れた位置に設置するため、危険限界距離以上

の離隔距離が確保される又は第一種設備距離の２倍以上の離隔距離が確保される。 

 

なお、本設工認申請の対象施設は、航空機落下火災に対する防護施設ではない。 
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付属書類７－１ 閉じ込めの機能（落下防止構造）に関する基本方針書 

 

  



3525 

 

１．設計方針 

 １．１ 基本方針 

 １．２ 評価方法 

 

２．基本仕様 

 ２．１ 本申請対象設備の落下防止構造 

 ２．２ 設備・機器の性能、個数、設置場所 

 ２．３ 設備・機器の基本図面 

 

３．落下防止構造の評価結果 
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１．設計方針 

 １．１ 基本方針 

落下防止構造については、加工事業変更許可申請書において次の設計を行うとしている。 

●ウラン粉末を容器から取り出して取り扱う設備には、囲い式フードを設ける。 

●ウラン粉末を内包する容器等を取り扱う設備には、脱落のおそれのある箇所にガイド等

の落下防止構造を設ける。 

●ペレットを取り扱う設備では、落下のおそれのある箇所に落下を防止するガイド等を設

ける又はペレットが落下しないように波板等に載せて取り扱う。 

●燃料棒や燃料集合体を取り扱う設備では、転倒や脱落の可能性のある部分にガイド等の

転倒や落下を防止する構造を設ける。 

 

本申請対象設備で取り扱うウランの状態は粉末、ペレット、燃料棒、燃料集合体であり、

設備内において直接、又は容器等（保管容器Ｆ型、ペレットトレイ、ペレット保管容器、保

管容器Ｇ型、燃料棒トレイ、焼結ボート、ＳＵＳトレイ）に積載、収納された状態で取り扱

う。本申請対象設備の落下防止構造は、これらの形状を考慮し、以下の方針により設計を行

う。 

① 粉末を直接取り扱う設備においては、設備全体又は取り扱う範囲に囲い式フードを設

置し、設備外への粉末の飛散を防止する。 

② 粉末を保管容器Ｆ型に内包して取り扱う設備においては、設備全体又は取り扱う範囲

にストッパ、ガイド、落下防止板、扉又は機械的保持具を設置し、設備外への容器の脱

落を防止する。また、粉末を研磨屑回収釜に内包して運搬する{2087}焙焼炉 No.2-1 運

搬台車においては、研磨屑回収釜の落下防止板を設置する。 

③ ペレットを直接、又はペレットトレイ、焼結ボート、ＳＵＳトレイに積載して取り扱

う設備においては、設備全体又は取り扱う範囲に設備カバー、ストッパ、ガイド、ピン、

落下防止板又は機械的保持具を設置し、設備外へのペレットの脱落を防止する。なお、

{2071}センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤においては、ペレットを取り扱う

範囲に囲い式フードを設置し、設備外への脱落を防止する。 

④ ペレット保管容器及び保管容器Ｇ型を取り扱う設備においては、水平方向の移動を防

止するために、ストッパ、ガイド、落下防止板、扉又はシャッタを設置する。 

⑤ 燃料棒を取り扱う設備においては、ガイドローラや溝型形状（Ｒ型、Ｖ型、波型等）

のトレイで燃料棒を支持する又はストッパを設けることにより、径方向の脱落を防止す

る。 

⑥ 容器等の重量の大きい積載物（多量の粉末、ペレット、燃料棒及び燃料集合体を積載

する場合も含む）の水平移動及び転倒を防止するストッパ、ガイド、ピン、固定治具及

び落下防止板については計算により強度を確認する。なお、燃料集合体を除きこれらの

積載物は高さに対し幅が大きく、水平方向の加速度（評価対象設備の耐震重要度分類に

応じた水平震度）を考慮しても転倒のおそれがないことから、積載物の重心位置を考慮

する等、転倒防止の観点から必要となる設置高さに係る要求はない。 

⑦ 容器等の重量の大きい積載物を取り扱う設備でレール上を走行するものは、転倒する

ことで積載物が落下してしまうものを対象に、転倒又は落下防止構造を設ける設計とし、
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２．基本仕様 

 ２．１ 本申請対象設備の落下防止構造 

本申請対象設備の落下防止構造を表１に示す。 

 

 ２．２ 設備・機器の性能、個数、設置場所 

各設備・機器の性能、個数、設置場所に係る仕様表番号を付属書類３－１ 地震による損

傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する基本方針書 表９の仕様表の列に示す。 

 

 ２．３ 設備・機器の基本図面 

各設備・機器の基本図面に係る図面番号を付属書類３－１ 地震による損傷の防止（設備・

機器の耐震性）に関する基本方針書 表９の基本図面の列に示す。 
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付属書類７－２ 閉じ込めの機能（液体の漏えい発生及び拡大防止）に関する基本方針書 
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１.設計方針 

 

２．基本仕様 

 ２．１ 液面高検知器の基本仕様 

２．１．１ 液面高検知器を設置する設備・機器 

２．１．２ 液面高検知器の設置位置 

 ２．２ 設備・機器周辺部の堰及び溢水防護区画の堰並びに地下貯槽ピットの基本仕様 

２．２．１ 設備・機器の周辺部の堰による漏えいの拡大防止 

２．２．２ 溢水防護区画境界の堰による漏えいの拡大防止 

２．２．３ 地下貯槽ピットに収納することによる漏えいの拡大防止 
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１．設計方針 

液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器のうち、通常時において、上部に開口部があり

液体状の核燃料物質等が溢れ出るおそれがある設備・機器には、操作員の未然の処置により設

備・機器からの漏えいの発生を防止できるよう液面高検知器を設置する。 

また、設備・機器の閉じ込め機能が喪失した場合に漏えいの拡大を防止するため、液体状の

核燃料物質等を取り扱う設備・機器は、周辺部に設けた堰と建物の壁により構成される液溜内

に設置する、若しくは第１種管理区域内から外部へ通じる経路上の扉付近に設けた堰と建物の

壁等を境界とした溢水防護区画内に設置することにより施設外への漏えいの拡大を防止する、

又は地下貯槽ピット内に収納し周囲の床面より低い場所に設置する。 

 

２．基本仕様 

液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器について、漏えいの発生及び拡大防止のための

基本仕様を以下に示す。 

 

２．１ 液面高検知器の基本仕様 

 ２．１．１ 液面高検知器を設置する設備・機器 

     液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器のうち、通常時において、上部に開口部が

あり液体状の核燃料物質等が溢れ出るおそれがある貯槽を有する設備・機器には、所定の

液面を超えた場合に警報を発する液面高検知器を設置する。なお、上部に開口部のある貯

槽のうち、オーバーフロー配管等により常時下流設備へ移送する設備については、移送先

の設備・機器に液面高検知器を設置することで、異常を検知する。液体状の核燃料物質等

を取り扱う貯槽と液面高検知器設置の有無を表１－１に示す。 

 

 ２．１．２ 液面高検知器の設置位置 

液面高検知器の設置高さは、高水位検知から操作員が移送停止するまでの水位上昇又は

一定水量を移送する設備においては移送による水位上昇により、貯槽外へ漏えいしない高

さを確保する。 

操作員が移送停止するまでの時間を考慮しても液面高の検知位置から設備・機器の開口

部までの必要な高さ以上を確保することで液体が溢れ出ることを防止する。 

液面高検知器検知位置から貯槽の開口部までの必要高さとその設定根拠を表１－２に示

す。 
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２．２ 設備・機器周辺部の堰及び溢水防護区画の堰並びに地下貯槽ピットの基本仕様 

２．２．１ 設備・機器の周辺部の堰による漏えいの拡大防止 

液溜を構成する堰は、液溜内に設置する液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器の

単一の機器の破損に伴う液体状の核燃料物質等の漏えいが液溜の外へ拡大することを防止

するために十分な高さを確保する。 

液溜内の最大保有水量を有する設備・機器から全量漏えいすることを想定し、漏えい量

を液溜の面積で除することにより、閉じ込めの機能に必要な堰の高さを算出し、液溜を構

成する堰の高さが十分であることを確認した。 

液溜内の液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器及びこれらの設備・機器からの漏

えいの拡大を防止する閉じ込めの機能を有する堰を表２－１に示す。 

 

２．２．２ 溢水防護区画境界の堰による漏えいの拡大防止 

液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器からの漏えいは、第１種管理区域内から外

部へ通じる経路上の扉付近等に設ける堰（緊急設備 堰、密閉構造扉）により溢水防護区

画外への溢水の流出が防止されるため、施設外に拡大することはない。 

緊急設備 堰、密閉構造扉の堰は、溢水防護区画内の核燃料物質等を取り扱う設備・機

器以外の機器を含む溢水源からの溢水が第１種管理区域外へ流出することを防止するため

に十分な高さ、すなわち溢水防護区画の最大没水水位以上の高さを有しているため、単一

の液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器の損傷による液体状の核燃料物質等の漏え

いの第１種管理区域外への拡大を防止できる。 

第１種管理区域内から外部へ通じる経路上の扉付近等に設ける堰により漏えいの拡大 

を防止する設備・機器及びこれらの設備・機器からの液体状の核燃料物質等の漏えいの拡

大を防止する堰を表２－２に示す。 

 

２．２．３ 地下貯槽ピットに収納することによる漏えいの拡大防止 

地下貯槽ピットに収納する液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器を表２－３に示

す。 

 

２．２．４ 液溜の配置 

第２加工棟に設置する堰及び建物の壁等により構成される液溜①～④の配置を本資料の

図２に示す。 

なお、第１廃棄物貯蔵棟の液溜⑤については、ト．放射性廃棄物の廃棄施設の添付図 図

ト－Ｗ１建－２１に示す。
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表１－１ ウラン粉末を含む液体を取り扱う設備における貯槽と液面高検知器の有無（１／３） 

設置場所 設備・機器名称 
貯槽の有無 

(有：○、無：―) 

液面高検知

器設置個数 
備考 

第２加工棟 

第２－２ペレット室 
{2071}センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤 ― ― ― 

 {2081}センタレス研削装置 No.2-1 研磨屑回収装置 ○ ― 
上部に開口部なし。 

装置内を循環し、手動で給水する。 

 {2082}センタレス研削装置 No.2-1 研削液タンク ○ ― 
上部に開口部なし。 

装置内を循環し、手動で給水する。 

 {2083}センタレス研削装置 No.2-1 配管 ― ― ― 

第２－１ペレット室 {6081}第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.1 ○ 1 ― 

 {6082}第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.2 ○ 1 ― 

 {6083}第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.3 ○ 1 ― 

 {6084}第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.4 ○ 1 ― 

 {6087}第１廃液処理設備 遠心分離機 No.1 ― ― ― 

 {6088}第１廃液処理設備 遠心分離機 No.2 ― ― ― 

 {6089}第１廃液処理設備 遠心分離機 No.3 ― ― ― 

 {6090}第１廃液処理設備 遠心分離機 No.4 ― ― ― 

 {6091}第１廃液処理設備 遠心ろ過機 No.1 ― ― ― 

 {6092}第１廃液処理設備 遠心ろ過機 No.2 ― ― ― 

 {6093}第１廃液処理設備 ろ過水槽 No.1 ○ 1 ― 

 {6094}第１廃液処理設備 ろ過水槽 No.2 ○ 1 ― 

 {6095}第１廃液処理設備 処理水槽 No.1 ○ 1 ― 

 {6096}第１廃液処理設備 処理水槽 No.2 ○ 1 ― 

 {6097}第１廃液処理設備 処理水槽 No.3 ○ 1 ― 

 {6098}第１廃液処理設備 処理水槽 No.4 ○ 1 ― 

 {6099}第１廃液処理設備 配管 ― ― ― 

 

  



 

 

3
54
1 

表１－１ ウラン粉末を含む液体を取り扱う設備における貯槽と液面高検知器の有無（２／３） 

設置場所 設備・機器名称 
貯槽の有無 

(有：○、無：―) 

液面高検知

器設置個数 
備考 

第２加工棟 {6100}分析廃液処理設備 反応槽 ○ 1 ― 

第２分析室 {6100-2}分析廃液処理設備 ろ過水貯槽 ○ 1 ― 

 {6101}分析廃液処理設備 スラッジ乾燥機 ― ― ― 

 {6102}分析廃液処理設備 配管 ― ― ― 

第２開発室 {6103}開発室廃液処理設備 凝集沈殿槽 ○ 1 ― 
 {6104}開発室廃液処理設備 遠心分離機 ― ― ― 

 {6105}開発室廃液処理設備 貯槽 ○ 1 ― 

 {6106}開発室廃液処理設備 配管 ― ― ― 

 {8021}燃料開発設備 試料調整用フード No.1 ○ ― 装置内を循環し、手動で給水する。 

第２廃棄物処理室 {6107}第２廃液処理設備 集水槽 ○ 1 ― 

 {6108}第２廃液処理設備 集水槽 No.2 ○ 1 ― 

 {6109}第２廃液処理設備 凝集槽 ○ 1 ― 

 {6110}第２廃液処理設備 沈殿槽 No.1 ○ ― 常時下流設備へ移送する。 

 {6110-2}第２廃液処理設備 タンク No.1 ○ 1 ― 

 {6111}第２廃液処理設備 沈殿槽 No.2 ○ ― 常時下流設備へ移送する。 

 {6111-2}第２廃液処理設備 タンク No.2 ○ 1 ― 

 {6112}第２廃液処理設備 加圧脱水機 ― ― ― 

 {6113}第２廃液処理設備 スラッジ乾燥機 ― ― ― 

 {6114}第２廃液処理設備 ろ過装置 No.1 ― ― ― 

 {6115}第２廃液処理設備 ろ過装置 No.2 ― ― ― 

 {6117}第２廃液処理設備 受水槽 No.1 ○ 1 ― 

 {6118}第２廃液処理設備 配管 ― ― ― 

 {6119}第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No.1 ○ 1 ― 

 {6120}第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No.2 ○ 1 ― 

 {6121}第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No.3 ○ 1 ― 

 {6122}第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No.4 ○ 1 ― 

 {6123}第２廃液処理設備貯留設備 配管 ― ― ― 
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表１－１ ウラン粉末を含む液体を取り扱う設備における貯槽と液面高検知器の有無（３／３） 

設置場所 設備・機器名称 

貯槽の有無 

(有：○、無：―) 

液面高検知

器設置個数 
備考 

第１廃棄物貯蔵棟 {6124}Ｗ１廃液処理設備 蒸発乾固装置 ○ ― 操作により給水する。 

Ｗ１廃棄物処理室 {6125}Ｗ１廃液処理設備 凝集沈殿槽 ○ 1 ― 

  {6126}Ｗ１廃液処理設備 タンク No.1 ○ 1 ― 

  {6127}Ｗ１廃液処理設備 タンク No.2 ○ 2 ― 

  {6128}Ｗ１廃液処理設備 タンク No.3 ○ 1 ― 

  {6129}Ｗ１廃液処理設備 ろ過機 ― ― ― 

  {6130}Ｗ１廃液処理設備 圧搾脱水機 ― ― ― 

  {6131}Ｗ１廃液処理設備 スラッジ乾燥機 ― ― ― 

  {6132}Ｗ１廃液処理設備 受水槽 ○ 2 ― 

  {6133}Ｗ１廃液処理設備 貯留槽 No.1 ○ 1 ― 

  {6134}Ｗ１廃液処理設備 貯留槽 No.2 ○ 1 ― 

  {6135}Ｗ１廃液処理設備 貯留槽 No.3 ○ 1 ― 

  {6136}Ｗ１廃液処理設備 配管 ― ― ― 

 {6145}湿式除染機 湿式除染部 ○ ― 手動で給水する。 

 {6146}湿式除染機 水洗除染タンク ○ 1 ― 
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表１－２ 液面高検知器検知位置から貯槽の開口部までの高さと設定根拠（１／２） 

設置場所 液面高検知器を設置する設備・機器 
検知位置から開口部
までの必要高さ(1) 

操作員の配置(2) 停止時間(min)(2) 想定流量 

第２加工棟 

 第２分析室 

{6100}分析廃液処理設備 反応槽 4 cm あり(操作中) 1 5 L/min 

{6100-2}分析廃液処理設備 ろ過水貯槽 2 cm あり(室内) 5 0.5 L/min 

第２加工棟 

 第２開発室 

{6103}開発室廃液処理設備 凝集沈殿槽 4 cm あり(室内) 5 1 L/min 

{6105}開発室廃液処理設備 貯槽 3 cm あり(室内) 5 1 L/min 

第２加工棟 

 第２廃棄物処理室 
{6107}第２廃液処理設備 集水槽 10 cm あり(管理区域内) 10 12 L/min 

{6108}第２廃液処理設備 集水槽 No.2 8 cm あり(管理区域内) 10 8.4 L/min 

{6109}第２廃液処理設備 凝集槽 3 cm あり(室内) 5 3.4 L/min 

{6110-2}第２廃液処理設備 タンク No.1 7 cm あり(室内) 5 3.4 L/min 

{6111-2}第２廃液処理設備 タンク No.2 7 cm あり(室内) 5 3.4 L/min 

{6117}第２廃液処理設備 受水槽 No.1 1 cm あり(管理区域内) 10 8.4 L/min 

{6119}第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No.1 22 cm なし 120 1.7 L/min 

{6120}第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No.2 22 cm なし 120 1.7 L/min 

{6121}第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No.3 22 cm なし 120 1.7 L/min 

{6122}第２廃液処理設備貯留設備 貯留槽 No.4 22 cm なし 120 1.7 L/min 

第２加工棟 

 第２－１ペレット室 
{6081}第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.1 2 cm あり(管理区域内) 10 1 L/min 

{6082}第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.2 2 cm あり(管理区域内) 10 1 L/min 

{6083}第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.3 2 cm あり(管理区域内) 10 1 L/min 

{6084}第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.4 2 cm あり(管理区域内) 10 1 L/min 

{6093}第１廃液処理設備 ろ過水槽 No.1 1 cm あり(室内) 5 0.7 L/min 

{6094}第１廃液処理設備 ろ過水槽 No.2 1 cm あり(室内) 5 0.7 L/min 
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表１－２ 液面高検知器検知位置から貯槽の開口部までの高さと設定根拠（２／２） 

設置場所 液面高検知器を設置する設備・機器 
検知位置から開口部
までの必要高さ(1) 

操作員の配置(2) 停止時間(min)(2) 想定流量 

第２加工棟 

 第２－１ペレット室 
{6095}第１廃液処理設備 処理水槽 No.1 4 cm あり(室内) 5 6 L/min 

{6096}第１廃液処理設備 処理水槽 No.2 4 cm あり(室内) 5 6 L/min 

{6097}第１廃液処理設備 処理水槽 No.3 4 cm あり(室内) 5 6 L/min 

{6098}第１廃液処理設備 処理水槽 No.4 4 cm あり(室内) 5 6 L/min 

第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 
{6125}Ｗ１廃液処理設備 凝集沈殿槽 29 cm あり(室内) 5 3.4 L/min 

{6126}Ｗ１廃液処理設備 タンク No.1 2 cm あり(室内) 5 3.4 L/min 

{6127}Ｗ１廃液処理設備 タンク No.2(3) 4 cm あり(室内) 5 3.4 L/min 

4 cm あり(室内) 5 3.4 L/min 

{6128}Ｗ１廃液処理設備 タンク No.3 3 cm あり(室内) 5 3.4 L/min 

{6132}Ｗ１廃液処理設備 受水槽(3) 8 cm なし 120 0.2 L/min 

2 cm あり(室内) 5 3.4 L/min 

{6133}Ｗ１廃液処理設備 貯留槽 No.1 8 cm ― ― 150 L/バッチ 

{6134}Ｗ１廃液処理設備 貯留槽 No.2 8 cm ― ― 150 L/バッチ 

{6135}Ｗ１廃液処理設備 貯留槽 No.3 8 cm ― ― 150 L/バッチ 

{6146}湿式除染機 水洗除染タンク 3 cm あり(操作中) 1 15 L/min 

(1)：高水位検知から操作員が移送を停止するまでの水位上昇を示す。 

(2)：検知警報が吹鳴し操作員がポンプ等の移送装置を停止するまでの時間 

操作員による移送操作 操作員の配置 移送停止までの時間（min） 

あり 

貯槽設備の操作中 1 

貯槽が設置された室内 5 

貯槽が設置された管理区域内 10 

なし なし(警報発報後に操作員を呼び出して操作する) 120 

(3)：槽の内部は仕切りがあり、槽ごとに個別に液面高検知器を設置  
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１．設計方針 

 

２．基本仕様 

２．１ 閉じ込め境界に影響を及ぼさない設計 

２．２ 酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を設置しない設備構造 

 

３．性能、個数、設置場所及び基本図面 
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１．設計方針 

第１種管理区域においてウランを内包し、ウランが空気中へ飛散するおそれがある設備・機

器は、取り扱うウランの飛散による室内空気の汚染を防止するため、囲い式フード等を設けて

局所排気を行い、その内部を室内に対して 9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とするか、又はその

開口部での風速が 0.5 m/秒以上となる設計とする。 

平成２９年に発生したウラン粉末の漏えい事象※１では、設計及び施工上の問題点、並びに保

守管理上の問題点が事象の原因となった※２。 

本申請においては、新規制基準に適合するために設備・機器の改造等を実施するが、当該事

象を踏まえ、閉じ込め機能を有する囲い式フード等は次の設計方針に基づき設計する。 

 

・各部位は閉じ込め境界に影響を及ぼさない設計とする。 

・通常の作業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を設置

しない設備構造とする。 

 

※１ 熊取事業所第２加工棟における酸化ウラン粉末の漏えいについて（熊原第１７－０５５号（平成２９年１１月１日）） 

※２ 当該事象が発生した粉末混合機 No.2-1 粉末投入機及び粉末混合機 No.2-1 粉末混合機については、改造に係る設工認

を平成２９年１１月２８日に申請（熊原第１７－０７２号）し、平成３０年１月２３日に認可（原規規発第 1801233 号）

を取得した後、設備の改造を行った。 

 

 

２．基本仕様 

設計方針を踏まえ、閉じ込め機能を有する囲い式フード等の基本仕様は次のとおりとする。 

２．１ 閉じ込め境界に影響を及ぼさない設計 

①フードパネル等の閉じ込め境界を構成する部品には配線導入口を設けない構造とする。

設計上必要である場合は、配線導入口にシールを施すとともに１箇所に複数の配線を貫

通させない等の措置を講じる。 

②フードパネル等は、主要な構造材に直接ボルト等で固定する構造とし、がたつきが発生

し得る構造を避ける。（金具を押し付けることによってフードパネル等を固定する等を避

ける。） 

③フードパネル等に突き合わせ接合が必要な場合は、裏面又は表面から当て板をすること

により補強する構造とする。 

④フードパネル等の接合部に接着剤を用いる場合、フードパネル等の材質（例：ポリカー

ボネート等）に応じた専用接着剤を使用する。 

 

２．２ 酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を設置しない設備構造 

①囲い式フード等の閉じ込め機能を安全機能とする設備・機器は、通常の作業時に目視で

きない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を設置しない設備構造とす

る。設計上このような部位が発生する場合は、当該部位を定期的に点検することを保安

規定に定めて管理する。 
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３．性能、個数、設置場所及び基本図面 

本申請対象のうち、囲い式フード等の閉じ込め機能を有する設備・機器の性能、個数、設置

場所を表１の仕様表の項に、基本図面を添付図の項に示す。 

また、閉じ込めの機能を維持するための設計仕様を表２に示す。 

 

表１ 設備・機器の仕様表及び添付図 

設備・機器名称 機器名 仕様表 添付図 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移載機 表ハ－２Ｐ設－２－２ 図ハ－２Ｐ設－２－２ 

粉末混合機 No.2-1 粉末投入機 ― 表ハ－２Ｐ設－３－１ 図ハ－２Ｐ設－３－１ 

粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 ― 表ハ－２Ｐ設－３－２ 図ハ－２Ｐ設－３－２ 

粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフト 表ハ－２Ｐ設－５－１ 図ハ－２Ｐ設－５－１ 

供給瓶 No.2-1 供給瓶 表ハ－２Ｐ設－６－１ 図ハ－２Ｐ設－６－１ 

プレス No.2-1 表ハ－２Ｐ設－７－１ 図ハ－２Ｐ設－７－１ 

焙焼炉 No.2-1 研磨屑乾燥機 表ハ－２Ｐ設－８－１ 図ハ－２Ｐ設－８－１ 

焙焼炉 No.2-1 破砕装置 表ハ－２Ｐ設－８－２ 図ハ－２Ｐ設－８－２ 

焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フード 表ハ－２Ｐ設－８－３ 図ハ－２Ｐ設－８－３ 

焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機 表ハ－２Ｐ設－９－１ 図ハ－２Ｐ設－９－１ 

焙焼炉 No.2-1 焙焼炉 表ハ－２Ｐ設－９－２ 図ハ－２Ｐ設－９－２ 

センタレス研削装置 No.2-1 センタレス研削盤 表ハ－２Ｐ設－１６－２ 図ハ－２Ｐ設－１６－２ 

焼却設備 焼却炉 表ト－Ｗ１設－５－１ 

図ト－Ｗ１設－５－１－１ 

図ト－Ｗ１設－５－１－２ 

図ト－Ｗ１設－５－１－３ 

焼却設備 バグフィルタ 表ト－Ｗ１設－５－２ 図ト－Ｗ１設－５－２ 

焼却設備 投入プッシャ 表ト－Ｗ１設－５－３ 図ト－Ｗ１設－５－３ 

焼却設備 前処理フード 表ト－Ｗ１設－５－４ 図ト－Ｗ１設－５－４ 

焼却設備 フィルタ処理フード 表ト－Ｗ１設－５－５ 図ト－Ｗ１設－５－５ 

焼却設備 投入リフタ 表ト－Ｗ１設－５－６ 図ト－Ｗ１設－５－６ 

湿式除染機 湿式除染部 表ト－Ｗ１設－６－１ 図ト－Ｗ１設－６－１ 

湿式除染機 水洗除染タンク 表ト－Ｗ１設－６－２ 図ト－Ｗ１設－６－２ 

乾式除染機 ― 表ト－Ｗ１設－７－１ 図ト－Ｗ１設－７－１ 

分析設備 粉末取扱フード No.1 表リ－設－３－１ 図リ－設－３－１ 

分析設備 粉末取扱フード No.2 表リ－設－３－２ 図リ－設－３－２ 

分析設備 粉末取扱フード No.3 表リ－設－３－３ 図リ－設－３－３ 

燃料開発設備 スクラップ処理装置 表リ－設－４－１ 図リ－設－４－１ 

燃料開発設備 試料調整用フード 表リ－設－４－２ 図リ－設－４－２ 

燃料開発設備 試料調整用フード No.1 表リ－設－４－３ 図リ－設－４－３ 

燃料開発設備 試料調整用フード No.2 表リ－設－４－４ 図リ－設－４－４ 

燃料開発設備 粉末取扱フード 表リ－設－４－５ 図リ－設－４－５ 

燃料開発設備 プレス 表リ－設－４－６ 図リ－設－４－６ 
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表２ 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様 

管理番号 

設備・機器名称 

機器名 

本申請における変更内容 

（下線は閉じ込め機能の維持に

係るもの） 

閉じ込め境界の構造 ⑤目視不可で粉末堆

積可能性のある部位 

（左記より） 

閉じ込め機能 

への影響 

有無 

備考 ①配線導入部 ②がたつき 

の発生し得る 

構造の有無 

③突き合わせ接合 ④接着剤による接合 

有無 
有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 

{2043} 

粉末缶搬送機 No.2-1

粉末缶移載機 

― 

・耐震補強を行う。 

・老朽化対策のため、ロボットを

更新する。 

無 － 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{2044} 

粉末混合機 No.2-1 粉

末投入機 

― 

・耐震補強を行う。 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

・内部溢水対策のため、囲い式フ

ードの形状を変更し、防水カ

バー、投入口蓋を追加する。 

有 実施 無 無 － 無 － 無（※） － 無 

（※）平成３０年に行

った設備改造により

対策済み。 

{2045} 

粉末混合機 No.2-1 粉

末混合機 

― 

・耐震補強を行う。 

・電源遮断時に閉止する機構と

するため、投入口の閉じ込め

弁を変更する。 

・溢水対策として、近傍の一般冷

却水配管を撤去する。 

無 － 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{2047} 

粉末搬送機 No.2-1 

粉末搬送容器昇降

リフト 

・耐震補強を行う。 

・内部溢水対策のため、防水カバ

ーを追加する。 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{2048} 

供給瓶 No.2-1 

供給瓶 

・最大取扱量を変更する。 

・火災対策のため、設備カバーを

不燃性又は難燃性材料に変更

する。 

・内部溢水対策のため、投入口蓋

を追加する。 

・溢水対策として、近傍の一般冷

却水配管を撤去する。 

無 － 無 無 － 有 実施 無 － 無 ― 
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表２ 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様 

管理番号 

設備・機器名称 

機器名 

本申請における変更内容 

（下線は閉じ込め機能の維持に

係るもの） 

閉じ込め境界の構造 ⑤目視不可で粉末堆

積可能性のある部位 

（左記より） 

閉じ込め機能 

への影響 

有無 

備考 ①配線導入部 ②がたつき 

の発生し得る 

構造の有無 

③突き合わせ接合 ④接着剤による接合 

有無 
有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 

{2050} 

プレス No.2-1 

― 

・耐震補強を行う。 

・火災対策のため、油圧ユニット

の作動油タンクにオイルパン

を設け、作動油タンク周辺に

防護板を設置する。 

有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{2051} 

焙焼炉 No.2-1 

研磨屑乾燥機 

・耐震補強を行う。 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

・視認性確保のため囲い式フー

ドにポリカーボネート製の窓

を追加する（※） 

・囲い式フード内の不要機器（移

し替え機）を撤去する。 

無 － 無 有 実施 無 － 無（※） － 無 

（※）本申請におい

て、目視確認のための

ポリカーボネート製

の窓を追加する改造

を行う。 

{2052} 

焙焼炉 No.2-1 

破砕装置 

・耐震補強を行う。 

・火災対策のため、囲い式フード

及び設備カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更する。 

・火災対策のため、油圧ユニット

の作動油タンクにオイルパン

を設け、作動油タンク周辺に

防護板を設置する。 

有 実施 無 有 実施 無 － 無 － 無 ― 

{2053} 

焙焼炉 No.2-1 

粉末取扱フード 

・火災対策のため、囲い式フード

の一部を撤去する。それに伴

い局所排気管の一部を撤去

し、残る囲い式フードの一部

を閉塞する。 

有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 
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表２ 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様 

管理番号 

設備・機器名称 

機器名 

本申請における変更内容 

（下線は閉じ込め機能の維持に

係るもの） 

閉じ込め境界の構造 ⑤目視不可で粉末堆

積可能性のある部位 

（左記より） 

閉じ込め機能 

への影響 

有無 

備考 ①配線導入部 ②がたつき 

の発生し得る 

構造の有無 

③突き合わせ接合 ④接着剤による接合 

有無 
有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 

{2054} 

焙焼炉 No.2-1 

粉末取扱機 

・耐震補強を行う。 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

・供給制限機構を追加する。 

有 実施 無 有 実施 無 － 無 － 無 ― 

{2055} 

焙焼炉 No.2-1 

焙焼炉 

・高さ制限棒を追加する。 

・焙焼炉 No.2-1 粉末取扱機の

臨界防止対策のために質量を

計量する上皿電子天秤を追加

する。 

・耐震補強を行う。 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

・計量搬送装置を追加する。 

有 実施 無 無 － 無 － 有 （※） 無 

（※）目視不可で粉末

堆積可能性のある部

位について、定期的に

点検することを保安

規定に定めて管理す

る。 

{2071} 

センタレス研削装置

No.2-1 

センタレス研削盤 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

・研削個数超過防止インターロ

ックを追加する。 

・センタレス研削装置 No.2-1 

研磨屑回収装置への回転数低

下時研削停止インターロック

追加に伴い、ペレット供給停

止の制御及び制御盤を追加す

る。 

有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 
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表２ 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様 

管理番号 

設備・機器名称 

機器名 

本申請における変更内容 

（下線は閉じ込め機能の維持に

係るもの） 

閉じ込め境界の構造 ⑤目視不可で粉末堆

積可能性のある部位 

（左記より） 

閉じ込め機能 

への影響 

有無 

備考 ①配線導入部 ②がたつき 

の発生し得る 

構造の有無 

③突き合わせ接合 ④接着剤による接合 

有無 
有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 

{6138} 

焼却設備 

焼却炉 

・耐震補強を行う。 

・老朽化対策のため、焼却炉の点

検口を更新する。 

・火災爆発対策のため、可燃性ガ

ス漏えい検知器(都市ガス)を

2 系統で設置し、緊急遮断弁

と連動させる。 

・緊急遮断弁の設置に伴い第１

廃棄物貯蔵棟の屋外に直接基

礎（べた基礎）を設置する。 

・内部溢水対策のため、防水カバ

ーを追加する。 

有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{6139} 

焼却設備 

バグフィルタ 

・耐震補強を行う。 有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{6140} 

焼却設備 

投入プッシャ 

変更なし 有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{6141} 

焼却設備 

前処理フード 

・開口部の形状を変更する。 

・耐震補強を行う。 
有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{6142} 

焼却設備 

フィルタ処理フー

ド 

・耐震補強を行う。 無 － 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{6143} 

焼却設備 

投入リフタ 

・耐震補強を行う。 有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 
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表２ 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様 

管理番号 

設備・機器名称 

機器名 

本申請における変更内容 

（下線は閉じ込め機能の維持に

係るもの） 

閉じ込め境界の構造 ⑤目視不可で粉末堆

積可能性のある部位 

（左記より） 

閉じ込め機能 

への影響 

有無 

備考 ①配線導入部 ②がたつき 

の発生し得る 

構造の有無 

③突き合わせ接合 ④接着剤による接合 

有無 
有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 

{6145} 

湿式除染機 

湿式除染部 

・耐震補強のため、配管の支持構

造物の位置・構造を変更する。 
無 － 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{6146} 

湿式除染機 

水洗除染タンク 

・火災対策のため、タンク蓋を不

燃性又は難燃性材料に変更す

る。 

・耐震補強のため、配管の一部経

路の変更及び配管の支持構造

物の位置・構造を変更する。 

無 － 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{6147} 

乾式除染機 

― 

変更なし 無 － 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{8013} 

分析設備 

粉末取扱フード

No.1 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

無 － 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{8014} 

分析設備 

粉末取扱フード

No.2 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

無 － 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{8015} 

分析設備 

粉末取扱フード

No.3 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{8019} 

燃料開発設備 

スクラップ処理装

置 

・耐震補強を行う。 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 
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表２ 囲い式フード等の閉じ込め機能を維持するための設計仕様 

管理番号 

設備・機器名称 

機器名 

本申請における変更内容 

（下線は閉じ込め機能の維持に

係るもの） 

閉じ込め境界の構造 ⑤目視不可で粉末堆

積可能性のある部位 

（左記より） 

閉じ込め機能 

への影響 

有無 

備考 ①配線導入部 ②がたつき 

の発生し得る 

構造の有無 

③突き合わせ接合 ④接着剤による接合 

有無 
有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 
有無 

有の場合 

の措置 

{8020} 

燃料開発設備 

試料調整用フード 

・既設の設備を撤去し、新たに設

備を新設する。 
有 実施 無 有 実施 無 － 無 － 無 ― 

{8021} 

燃料開発設備 

試料調整用フード

No.1 

・耐震補強を行う。 

・火災対策のため、囲い式フード

及び設備カバーを不燃性又は

難燃性材料に変更する。 

有 実施 無 有 実施 無 － 無 － 無 ― 

{8022} 

燃料開発設備 

試料調整用フード

No.2 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

有 実施 無 無 － 無 － 無 － 無 ― 

{8023} 

燃料開発設備 

粉末取扱フード 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

・使用予定のない設備の一部を

撤去し、部材を追加する。 

有 実施 無 有 実施 無 － 無 － 無 ― 

{8024} 

燃料開発設備 

プレス 

・火災対策のため、囲い式フード

を不燃性又は難燃性材料に変

更する。 

・火災対策のため、油圧ユニット

の作動油タンクにオイルパン

を設け、作動油タンク周辺に

防護板を設置する。 

有 実施 無 有 実施 無 － 無 － 無 ― 
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１.設計方針 

 

２．基本仕様 

２．１ 消火器の設置 

２．２ 火災区域、火災区画の設定 

２．２．１ 火災区域、火災区画の設定方針 

２．２．２ 火災区画の耐火性能 

２．２．３ 等価時間の評価 
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１．設計方針 

火災等による損傷の防止に関して、加工施設は、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に

関する基準（NFPA801）」※１を踏まえ、「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」※２（以下「内

部火災ガイド」という。）等に沿って火災影響評価を行い、火災の発生を想定しても、以下のと

おり、安全性を損なわないことを確認した設計とする。 

・消防法の関連法令に基づく設置基準に対して、加工施設に設置する消火器の本数が裕度を

持ったものであること。 

・火災区画内における火災の継続時間を示す指標に相当する等価時間が、壁、扉、床等の耐

火時間を超えないことから、火災が隣接する区画に延焼しないこと。 

 

※１ NFPA 801, Standard for Fire Protection Facilities Handling Radioactive Materials 2014 Edition  

※２ 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド、原子力規制委員会、平成 29 年 8 月 

 

２．基本仕様 

２．１ 消火器の設置 

第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟には消火を行う設備として消

火器を設置する。 

第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟に設置する消火器は、消防法

施行令第十条、消防法施行規則第六条に基づく設置基準に対し、消防法で定められる能力単

位を十分上回る能力単位を満足する本数を設置するとともに、防火対象物の各部分から歩行

距離 20 m 以下となるように配置する。 

第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟に要求される必要能力単位と

設置する消火器の本数を表１－１、表１－２及び表１－３に示す。 

 

表１－１ 第１廃棄物貯蔵棟に設置する消火器本数の設置基準に対する裕度 

必要能力単位※３ 
設置する消火器本数 設置する消火器の 

能力単位（合計） 
仕様表 基本図面 

ABC-10 型 

7 21 本 63 表ト－Ｗ１建－１ 
図リ－他－１（５） 

図リ－他－１（６） 

※３ 消防法施行規則第六条による。 

 

 

表１－２ 第３廃棄物貯蔵棟に設置する消火器本数の設置基準に対する裕度 

必要能力単位※３ 
設置する消火器本数 設置する消火器の 

能力単位（合計） 
仕様表 基本図面 

ABC-10 型 

6 6 本 18 表ト－Ｗ３建－１ 
図リ－他－２（５） 

図リ－他－２（６） 

※３ 消防法施行規則第六条による。 
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表１－３ 発電機・ポンプ棟に設置する消火器本数の設置基準に対する裕度 

必要能力単位※３ 
設置する消火器本数 設置する消火器の 

能力単位（合計） 
仕様表 基本図面 

ABC-10 型 

2 4 本※４ 12 表リ－建－１ 図リ－他－３ 

※３ 消防法施行規則第六条による。 

※４ {8001}非常用電源設備 No.1 非常用発電機に必要な消火器 1 本を含む。 

 

 

２．２ 火災区域、火災区画の設定 

２．２．１ 火災区域、火災区画の設定方針 

建物内の耐火壁、耐火性を有する扉、防火ダンパー等によって囲まれ、他の区域と分離

した火災防護上の区画として火災区域を設定する。さらに、必要に応じて核燃料物質等の

性状、取扱量等を考慮して火災区域を細分化して、火災防護上の区画として火災区画を設

定する。具体的には、同一の火災区域内にウランを非密封で取り扱う管理区域である第１

種管理区域とそれ以外の区域（第２種管理区域、非管理区域）が存在する場合は、第１種

管理区域境界の壁を耐火性を有するものとし、第１種管理区域とそれ以外の区域を別の火

災区画として設定する。 

火災区域及び火災区画の設定の考え方を図２－１に示す。火災区域境界の耐火壁のほか

に火災区域内をさらに細分化できる耐火性能を有する障壁等を設けない場合は、火災区画

境界は火災区域境界と同一とする。 

 

今回の設工認申請対象である第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ

棟は、建築基準法に基づく防火区画を設けないため、建物全体を１つの火災区域とする。 

第１廃棄物貯蔵棟においては同一の火災区域内に第１種管理区域とそれ以外の区域を含

むため、第１種管理区域境界に耐火性を有する壁を設け、第１種管理区域とそれ以外の区

域を別の火災区画に設定し、火災区画Ｗ１（Ⅰ）及びＷ１（Ⅱ）を設ける。 

その他の火災区域については、火災区域と同一の境界を持つ火災区画を火災区域内に設

定する。 

第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災区域及び火災区画を

それぞれ、図２－２、図２－３及び図２－４に示す。  



 

3565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 火災区域及び火災区画の設定の考え方 

 

建物 

火災区画Ａ１ 火災区画Ｂ１ 火災区画Ｂ２ 

火災区域Ａ 火災区域Ｂ 

火災区域：建築基準法に基づく防火区画又は建物境界 

火災区画：火災区域の内側にある耐火性能を有する障壁等で分割された区画 
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２．２．２ 火災区画の耐火性能 

第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災区画の境界は、各火

災区画の等価時間が火災区画の耐火時間を超えない設計とする。 

第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災区画に係る耐火仕様

を表２－１、表２－２及び表２－３に示す。第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発

電機・ポンプ棟の各火災区画は１時間以上の耐火時間を有する。 

 

表２－１ 第１廃棄物貯蔵棟の火災区画の耐火仕様 

部位 仕様 耐火時間 出典 

鉄筋コンクリートの壁 

鉄筋コンクリートの床 

厚さ 100 mm 以上 ２時間耐火構造 建設省告示第 1399 号 

「耐火構造の構造方法を

定める件」 

防火戸（特定防火設備） 

 

骨組を鉄材又は鋼材で造り、

両面に厚さが 0.5 mm 以上の

鉄板又は鋼板を貼ったもの 

１時間加熱面以外の面

に火炎を出さない構造 

建設省告示第 1369 号 

「特定防火設備の構造方

法を定める件」 

防火板 鉄材又は鋼材で造られたも

ので、鉄板又は鋼板の厚さが

1.5 mm 以上のもの 

１時間加熱面以外の面

に火炎を出さない構造 

― 

（建設省告示第 1369 号に

定める防火戸の構造を参

考） 

ガラリ（防火ダンパー付） 鉄材又は鋼材で造られたも

ので、鉄板又は鋼板の厚さが

1.5 mm 以上のもの 

１時間加熱面以外の面

に火炎を出さない構造 

― 

（建設省告示第 2565 号「防

火区画を貫通する風道に

設ける防火設備の構造方

法を定める件」を参考） 

 

 

表２－２ 第３廃棄物貯蔵棟の火災区画の耐火仕様 

部位 仕様 耐火時間 出典 

鉄筋コンクリートの壁 

鉄筋コンクリートの床 

厚さ 100 mm 以上 ２時間耐火構造 建設省告示第 1399 号 

「耐火構造の構造方法を

定める件」 

防火戸（特定防火設備） 

 

骨組を鉄材又は鋼材で造り、

両面に厚さが 0.5 mm 以上の

鉄板又は鋼板を貼ったもの 

１時間加熱面以外の面

に火炎を出さない構造 

建設省告示第 1369 号 

「特定防火設備の構造方

法を定める件」 

防火板 鉄材又は鋼材で造られたも

ので、鉄板又は鋼板の厚さが

1.5 mm 以上のもの 

１時間加熱面以外の面

に火炎を出さない構造 

― 

（建設省告示第 1369 号に

定める防火戸の構造を参

考） 

 

 

表２－３ 発電機・ポンプ棟の火災区画の耐火仕様 

部位 仕様 耐火時間 出典 

鉄筋コンクリートの壁 

鉄筋コンクリートの床 

厚さ 100 mm 以上 ２時間耐火構造 建設省告示第 1399 号 

「耐火構造の構造方法を

定める件」 

防火戸（特定防火設備） 

 

骨組を鉄材又は鋼材で造り、

両面に厚さが 0.5 mm 以上の

鉄板又は鋼板を貼ったもの 

１時間加熱面以外の面

に火炎を出さない構造 

建設省告示第 1369 号 

「特定防火設備の構造方

法を定める件」 
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２．２．３ 等価時間の評価 

加工施設内で火災が発生しても安全機能を有する設備・機器及び建物に火災による影響

が及ばず、火災が拡大しないことを確認する。 

本資料では、加工事業変更許可申請書で示した火災区画の評価のうち、第１廃棄物貯蔵

棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災影響評価の結果を示す。 

 

（１）評価方法 

影響評価の具体的方法については、内部火災ガイドを参考に以下のとおり等価時間を算

出し、耐火時間を下回っていることを確認する。 

 

（２）可燃物量の調査 

現地調査を実施し、火災区画ごとに存在する可燃物の量を調査した。調査に当たっては、

不燃物以外のものは、可燃物として扱い可燃物量に計上する。したがって、可燃物量には、

難燃性物質を含む可燃性物質の量が計上されている。また、保守的に可燃物量を多く見積

もるよう調査した。 

第１廃棄物貯蔵棟については、火災区画の変更があったが、本申請に先立って、現存の

第１廃棄物貯蔵棟の可燃物量を再調査し、加工事業変更許可申請書に記載した可燃物量を

超えていないことを確認していることから、本申請における等価時間の評価には、加工事

業変更許可申請書に示した可燃物量を火災区画変更に伴う可燃物の移動を考慮し見直した

値を評価に用いる。 

第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の火災区画の床面積及び可

燃物量を表２－４に示す。 

 

（３）等価時間の評価 

内部火災ガイド及び NFPA ハンドブック（NFPA FIRE PROTECTION HANDBOOK）機器仕様表

を参考に、可燃物の熱含有量を決定し火災区画ごとの発熱量の合計を求め、火災区画の床

面積から等価時間を算出する。 

 

（４）評価結果 

等価時間の評価結果を表２－５に示す。いずれの火災区画についても、等価時間は耐火

時間を下回っており、隣接する火災区画に延焼するおそれはない。 
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１.設計方針 

 １．１ 爆発の発生防止に関する安全設計 

 １．２ 火災等による影響を軽減する機能に関する安全設計 

 

２．基本仕様 

 ２．１ 可燃性ガスを使用する設備・機器 

 ２．２ 爆発の発生防止 

  ２．２．１ 設備・機器の発火及び異常な温度の上昇防止に関する安全設計 

  ２．２．２ 炉内への空気の混入防止に関する安全設計 

  ２．２．３ 設備・機器からの可燃性ガスの漏えい防止に関する安全設計 

  ２．２．４ 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止に関する安全設計 

  ２．２．５ 室内で火災が発生した時の爆発防止に関する安全設計 

 ２．３ 火災等による影響を軽減する機能 

  ２．３．１ 設備内部を可燃性ガスで置換して使用する設備の圧力逃がし機構の設計 

  ２．３．２ 設備内部で可燃性ガスを燃焼させて使用する設備の圧力逃がし機構の設計 

 

３．可燃性ガスを使用する設備・機器の安全設計の結果 
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１．設計方針 

 １．１ 爆発の発生防止に関する安全設計 

本加工施設において、安全機能を有する設備・機器のうち、可燃性ガスを使用する設備・

機器は、発火及び異常な温度上昇の防止対策及び可燃性ガスの漏えい防止対策を講じる。 

また、炉内の還元雰囲気用として爆発性の水素ガス又はアンモニア分解ガス（水素３：窒

素１の混合ガス）を使用する設備・機器については、炉内への空気の混入防止の措置を講じ

る。これにより、可燃性ガスが漏えいした場合や、可燃性ガスを使用する設備・機器を設置

する火災区域内で火災が発生した場合であっても爆発の発生を防止する。 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器を収納する火災区域内においては、直接的に安全機能を

有さない設備・機器についても、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮し、可

燃性ガスの取り扱いに関し、安全機能を有する設備・機器と同様の対策を実施する。 

また爆発防止対策として、可燃性ガスの緊急遮断弁、感震計、可燃性ガス漏えい検知器及

び失火検知器の二重化等により安全機能を強化する。 

（関係する基本設計を付属書類１０に示す） 

 

１．２ 火災等による影響を軽減する機能に関する安全設計 

可燃性ガスを使用する設備・機器のうち、設備内部を可燃性ガスで置換して還元雰囲気と

して使用する設備は、設備内部に空気が侵入して設備内部で爆発が起こった場合であっても

炉体の損傷を防止するために圧力逃がし機構を設け、爆発による影響を軽減する。 

可燃性ガスを使用する設備・機器のうち、設備内部を可燃性ガスで置換する目的ではなく、

可燃性固体廃棄物を焼却するために燃焼させて使用する設備は、異常燃焼等による設備内部

で異常な圧力上昇が発生した場合に、ウランを含む燃焼排ガス及び未燃焼可燃性ガスが工程

室内へ漏えいすることを防止するために圧力逃がし機構を設け、異常圧力による影響を軽減

する。 

 

２．基本仕様 

２．１ 可燃性ガスを使用する設備・機器 

本加工施設において、可燃性ガスを使用する設備・機器を表１に示す。 

 

表１ 可燃性ガスを使用する設備・機器及び可燃性ガスの種類と使用目的 

施設名称 設備・機器名称 設置場所 可燃性ガス 可燃性ガスの使用目的 

成型施設 連続焼結炉No.2-1 第２加工棟 

第２－２ペレット室 

アンモニア分解ガス 

（水素３：窒素：１） 

還元雰囲気として設備

内部を置換して使用 

プロパンガス 

パイロットバーナ燃料

として設備外部で燃焼

させて使用 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

焼却設備 焼却炉 第１廃棄物貯蔵棟 

Ｗ１廃棄物処理室 都市ガス 

燃焼用バーナ燃料とし

て設備内部で燃焼させ

て使用 

その他の加工

施設 

燃料開発設備 加熱炉 第２加工棟 

第２開発室 

アンモニア分解ガス 

水素ガス 

還元雰囲気として設備

内部を置換して使用 

燃料開発設備 小型雰

囲気可変炉 

第２加工棟 

第２開発室 
アンモニア分解ガス 

還元雰囲気として設備

内部を置換して使用 
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２．２．２ 炉内への空気の混入防止に関する安全設計 

爆発性の水素ガス又はアンモニア分解ガスを炉内の還元雰囲気用として使用する設備・

機器については、炉内へ空気（酸素）が混入することにより、還元雰囲気ガスが酸素と接

触し爆発的燃焼が発生するおそれがある。このため設備・機器内への空気混入による爆発

を防止するために、機構①〔還元雰囲気ガスの供給圧を常時監視し設備・機器内を工程室

内よりも正圧に維持する機構〕、機構②〔炉内の開口部において適切に可燃性ガスを燃焼さ

せることにより空気の混入を防止する機構〕等を設ける。 

還元雰囲気ガス（水素ガス又はアンモニア分解ガス）の供給圧力低下時には、炉内に窒

素ガスを導入することにより正圧を維持する。なお、導入時に使用する窒素ガス配管系統

は、通常の昇温時、降温時に使用する一般窒素ガス配管系統とは別に、耐震重要度分類第

１類（1.0 Ｇ）の安全系を設ける。 

水素ガス又はアンモニア分解ガスを使用する設備・機器に講じる空気の混入防止の安全

設計を表３に示す。 

燃焼用バーナで都市ガスと空気を混合燃焼させている焼却設備 焼却炉は、炉内へ燃焼

用空気を送風しているため、空気の混入防止対策は不要な設備である。 

 

表３ 空気の混入防止の安全設計（１／２） 

設備・機器名称 対象機構 空気の混入防止 

連続焼結炉 No.2-1 機構① ・還元雰囲気ガスのアンモニア分解ガス供給配管経路に設置する〔接点付圧力

計〕の圧力監視機器により、アンモニア分解ガスの供給圧力が低下すると警

報を発し、自動窒素ガス切替機構を構成する炉近傍の〔窒素ガス導入弁〕を

開放して窒素ガスを導入し、炉内を正圧に維持する。 

・自動窒素ガス切替機構には窒素ガス供給元に〔安全系〕を設置して、一般系

の窒素ガス供給機能が喪失しても窒素ガスの供給を維持する。 

・〔安全系〕の自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管を含む）及び〔可燃性ガ

ス配管〕は耐震重要度分類１類で固定する。 

・炉内を正圧に維持するとともに炉近傍の〔アンモニア分解ガス装置弁〕を閉

止して、安全に設備を停止させるために〔ヒータ電源遮断器〕と連動させて

自動的にヒータ電源を遮断する機能を設ける。 

機構② ・焼結ボートの通過時に扉が開放するため、連続焼結炉 No.2-1 の出入口にプロ

パンガスを利用した〔パイロットバーナ〕により着火される〔フレームカー

テン〕を設け、燃焼させることにより空気の混入を遮断する。 

・上部の排気口に炉内を通過したアンモニア分解ガスの排気ガスを燃焼させる

〔パイロットバーナ〕を設け、空気の混入を遮断する。 

・〔パイロットバーナ〕には〔失火検知器〕を設け、失火を検知した場合にプ

ロパンガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を設ける。ま

た〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を連動させ、アンモニア分解ガス

の供給を遮断する。 

・〔失火検知器〕及び〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕は二重化を行い、それ

ぞれ独立した制御により安全機構の信頼性を高め、安全機能を強化する。 
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表３ 空気の混入防止の安全設計（２／２） 

設備・機器名称 対象機構 空気の混入防止 

燃料開発設備 

加熱炉 

機構① ・還元雰囲気ガスのアンモニア分解ガス供給配管経路及び水素ガス供給配管経

路に設置する〔接点付圧力計〕の圧力監視機器によりアンモニア分解ガス及

び水素ガスの供給圧力が低下すると警報を発し、炉近傍の〔窒素ガス導入弁〕

を開放して窒素ガスを導入して正圧を維持する。 

・自動窒素ガス切替機構には窒素ガス供給元に〔安全系〕を設置して、一般系

の窒素ガス供給機能が喪失しても窒素ガスの供給を維持する（本機能及び配

管は小型雰囲気可変炉と共用とする）。 

・〔安全系〕の自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）のうち、〔窒素ガ

スボンベ〕を固定する〔ボンベ架台〕を耐震重要度分類１類で固定し、〔窒

素ガス配管〕を加熱炉と同じ耐震重要度分類２類で固定する。 

・炉内を正圧に維持するとともに炉近傍の〔アンモニア分解ガス装置弁〕及び

〔水素ガス装置弁〕を閉止して、安全に設備を停止させるために〔ヒータ電

源遮断器〕と連動させて自動的にヒータ電源を遮断する機能を設ける。 

機構② ・上部の排気口に炉内を通過したアンモニア分解ガス及び水素ガスの排気ガス

を燃焼させる電気式の〔イグナイター〕を設け、空気の混入を遮断する。 

燃料開発設備 

小型雰囲気可変炉 

機構① ・還元雰囲気ガスのアンモニア分解ガス供給配管経路に設置する〔接点付圧力

計〕の圧力監視機器によりアンモニア分解ガスの供給圧力が低下すると警報

を発し、炉近傍の〔窒素ガス導入弁〕を開放して窒素ガスを導入して正圧を

維持する（本機能及び配管は加熱炉と共用とする）。 

・自動窒素ガス切替機構には窒素ガス供給元に〔安全系〕を設置して、一般系

の窒素ガス供給機能が喪失しても窒素ガスの供給を維持する（本機能及び配

管は加熱炉と共用とする）。 

・〔安全系〕の自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む）のうち、〔窒素ガ

スボンベ〕を固定する〔ボンベ架台〕を耐震重要度分類１類で固定し、〔窒

素ガス配管〕を小型雰囲気可変炉と同じ耐震重要度分類２類で固定する。 

・炉内を正圧を維持するとともに炉近傍の〔アンモニア分解ガス装置弁〕を閉

止して、安全に設備を停止させるために〔ヒータ電源遮断器〕と連動させて

自動的にヒータ電源を遮断する機能を設ける。 

機構② ・上部の排気口に炉内を通過したアンモニア分解ガスの排気ガスを燃焼させる

電気式の〔イグナイター〕を設け、空気の混入を遮断する。 
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２．２．３ 設備・機器からの可燃性ガスの漏えい防止に関する安全設計 

炉内の雰囲気用として水素ガス又はアンモニア分解ガス使用する設備・機器は、炉内へ

の空気の混入防止対策として工程室内よりも炉内を正圧に維持している。このため、炉の

開口部からは可燃性ガス（水素ガス又はアンモニア分解ガス）が放出される。放出された

可燃性ガスが工程室内へ漏えいすることを防止するために、開口部で可燃性ガスを適切に

燃焼させてから排出する機構を設ける設計とする。 

可燃性ガスを使用する設備・機器に講じる可燃性ガスの漏えい防止の安全設計を表４に

示す。 

燃焼用バーナで都市ガスを燃焼させている焼却設備 焼却炉は、あらかじめ可燃性ガス

を空気と混合し炉内へ燃焼した状態で放出している。また気体廃棄設備（局所排気設備）

に接続し、炉内を工程室内より負圧に維持しているため、可燃性ガスの漏えい防止は不要

である。 

 

表４ 設備・機器からの可燃性ガスの漏えい防止の安全設計 

設備・機器名称 使用する可燃性ガス 設備・機器からの可燃性ガスの漏えい防止 

連続焼結炉 No.2-1 アンモニア分解ガス 

（水素３：窒素：１） 

炉内を正圧に維持し、開口部からはアンモニア分解ガスが放出され

るため以下の対策を実施する。 

・開口部である連続焼結炉 No.2-1 の出入口にプロパンガスを利用した

〔パイロットバーナ〕により着火される〔フレームカーテン〕を設

け、空気の混入を遮断するとともに炉内から排出されるアンモニア

分解ガスを燃焼させる。 

・開口部である上部の排気口にプロパンガスを利用した〔パイロット

バーナ〕を設置して炉内から排出されるアンモニア分解ガスを燃焼

させる。 

プロパンガス ・〔パイロットバーナ〕によりプロパンガスの燃焼を維持させる。こ

れには〔失火検知器〕を設け、失火を検知した場合にプロパンガス

の供給を遮断する〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を設ける。また

〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を連動させ、アンモニア分

解ガスの供給を遮断する。 

・〔失火検知器〕及び〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕は二重化を行

い、それぞれ独立した制御をさせて安全機構の信頼性を高め、安全

機能を強化する。 

焼却設備 焼却炉 都市ガス ・炉内は気体廃棄設備（局所排気設備）により負圧が維持され、都市

ガス及びウランを含む燃焼排ガスは局所排気ダクトに放出される。 

・〔燃焼用バーナ〕により都市ガスの燃焼を維持させる。〔燃焼用バ

ーナ〕の失火を監視する〔失火検知器〕を設け、失火を検知した場

合には〔燃焼用バーナ電磁弁〕を閉止して都市ガス供給を自動的に

停止する。 

燃料開発設備 

加熱炉 

アンモニア分解ガス 

水素ガス 

・炉内を正圧に維持し、開口部からは可燃性ガス（水素ガス又はアン

モニア分解ガス）が放出されるため、開口部である排気口に電気式

の〔イグナイター〕を設置し、炉内を通過したアンモニア分解ガス

及び水素ガスの排気ガスを燃焼させる。 

・プロパンガスを用いた〔パイロットバーナ〕及び〔失火検知機構〕

による燃焼・監視の機構を電気式の〔イグナイター〕に変更し、プ

ロパンガスの燃焼維持に係る設計を変更し不要とした。 

燃料開発設備 

小型雰囲気可変炉 

アンモニア分解ガス 

 

・炉内を正圧に維持し、開口部からはアンモニア分解ガスが放出され

るため、開口部である排気口に電気式の〔イグナイター〕を設置し、

炉内から排出されるアンモニア分解ガスを燃焼させる。 
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２．２．４ 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止に関する安全設計 

可燃性ガスの室内への漏えいによる爆発の発生を防止するため、可燃性ガスを使用する

設備・機器及び当該設備・機器へ可燃性ガスを供給するための屋内配管周辺に可燃性ガス

の検出器を設置することにより、可燃性ガスの漏えいを常時監視し、早期に漏えいを検知

する。 

漏えいを検知した場合に、警報を発するとともに屋外に設置する緊急遮断弁を自動的に

閉止する機構を設ける。これに加え、設備・機器については設備を自動的に停止させるイ

ンターロックを設ける。 

また、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知し

た時点で、可燃性ガスの供給を停止する設計とする。 

屋内配管については、可燃性ガス漏えい検知器により緊急遮断弁が閉止された後、配管

内に残留する可燃性ガスが配管の損傷等により工程室内に漏えいしたとしても、爆発下限

界濃度に達しない設計とする。（添付説明書１－１） 

漏えい検知器、制御盤、感震計、緊急遮断弁及び機器間の信号線については、耐震重要

度分類第１類とするか、断線した場合に緊急遮断弁を自動で閉止するフェールセーフ設計

とする。 

可燃性ガス（アンモニア分解ガス、水素ガス、プロパンガス及び都市ガス）を取り扱う

設備・機器は、可燃性ガスが漏えいした場合においても工程室内に滞留しないように、換

気を行う第１種管理区域に設置する。 

また、連続焼結炉 No.2-1 についてはアンモニア分解ガスを炉内に閉じ込めるために炉体

パッキンを冷却保護している冷却水の圧力が低下した場合に自動的に警報を発してヒータ

電源を遮断する冷却水圧力低下検知機構を設置する。 

可燃性ガス漏えい時の爆発防止の安全設計を表５に示す。 
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表５ 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止の安全設計（１／３） 

設備・機器名称 使用する可燃性ガス 室内への漏えい時の爆発防止 

連続焼結炉 No.2-1 アンモニア分解ガス 

（水素３：窒素：１） 

・アンモニア分解ガス（水素ガスを対象とする）が空気より比重が

小さいことを踏まえ、〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕

を連続焼結炉 No.2-1 の出入口及び室内配管経路の上部にあたる

天井付近に設け、漏えいを検知した場合に自動的にアンモニア分

解ガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕

を設ける。 

・第２加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時

において震度５弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配

管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（アンモニア分

解ガス）〕を自動的に作動させ工程室に滞留する可燃性ガスの容

積を低減させる。 

・アンモニア分解ガス供給配管経路に設置する〔接点付圧力計〕の

圧力監視機器により、アンモニア分解ガスの供給圧力が低下す

ると警報を発し、自動窒素ガス切替機構を構成する〔窒素ガス

導入弁〕を開放して窒素ガスを導入し、炉内の正圧を維持する。 

・炉内を正圧に維持するとともに〔アンモニア分解ガス装置弁〕を

閉止して、安全に設備を停止させるために〔ヒータ電源遮断器〕

と連動させて自動的にヒータ電源を遮断する機能を設け、安全に

設備を自動的に停止させる。 

・〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕、〔感震計〕、〔緊急

遮断弁（アンモニア分解ガス）〕は二重化を行い、独立した制御、

動作を行うことによって安全機構の信頼性を高め安全性を強化

する。 

・アンモニア分解ガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（アンモニア

分解ガス）〕閉止後に、配管内に残留するアンモニア分解ガスが

工程室内に漏えいしたとしても、爆発限界に達しない経路設計

（配管長、径）とする。（添付説明書１－１） 

・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に

〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を自動で閉止するフェー

ルセーフとする。 

・冷却水配管に冷却水圧力低下検知機構を構成する〔接点付圧力計

（冷却水圧力）〕を設け、接点付圧力計（冷却水圧力）の信号を

受けてヒータ電源を遮断する〔ヒータ電源遮断器〕を連動させ、

冷却水の圧力低下を検知した場合に〔制御盤〕で警報を発すると

ともにヒータ電源を遮断する。 

・アンモニア分解ガスを取り扱う設備は、換気を行っている第２加

工棟の第１種管理区域の第２－２ペレット室に設置する。 
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表５ 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止の安全設計（２／３） 

設備・機器名称 使用する可燃性ガス 室内への漏えい時の爆発防止 

連続焼結炉No.2-1 プロパンガス ・プロパンガスが空気より比重が大きいことを踏まえ、〔可燃性ガ

ス漏えい検知器（プロパンガス）〕を連続焼結炉 No.2-1 の出入

口及び室内配管経路の下部にあたる床付近に設け、漏えいを検知

した場合に自動的にプロパンガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁

（プロパンガス）〕を設ける。 

・第２加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時

において震度５弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配

管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（プロパンガ

ス）〕を自動的に作動させ工程室に滞留する可燃性ガスの容積を

低減させる。 

・〔パイロットバーナ〕を監視する〔失火検知器〕が失火を検知し

〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を自動的に作動させる。また〔緊

急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を連動させ、アンモニア分解

ガスの供給を遮断する。 

・〔可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス）〕、〔感震計〕、〔緊

急遮断弁（プロパンガス）〕、〔失火検知器〕は二重化を行い、

独立した制御、動作を行うことによって安全機構の信頼性を高め

安全性を強化する。 

・プロパンガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕

閉止後に、配管内に残留するプロパンガスが工程室内に漏えいし

たとしても、爆発限界に達しない経路設計（配管長、径）とする。

（添付説明書１－１） 

・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に

〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕を自動で閉止するフェールセー

フとする。 

・プロパンガスを取り扱う設備は、換気を行っている第２加工棟の

第１種管理区域の第２－２ペレット室に設置する。 

焼却設備 焼却炉 都市ガス ・都市ガス（メタンガスを対象とする）が空気より比重が小さいこ

とを踏まえ、〔可燃性ガス漏えい検知器（都市ガス）〕を焼却炉

及び配管経路の上部にあたる天井付近に設け、漏えいを検知した

場合に自動的に都市ガスの供給を遮断する〔緊急遮断弁（都市ガ

ス）〕を設ける。 

・第２加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時

において震度５弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配

管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（都市ガス）〕

を自動的に作動させ工程室に滞留する可燃性ガスの容積を低減

させる。 

・〔可燃性ガス漏えい検知器（都市ガス）〕、〔感震計〕、〔緊急

遮断弁（都市ガス）〕は二重化を行い、独立した制御、動作を行

うことによって安全機構の信頼性を高め安全性を強化する。 

・都市ガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（都市ガス）〕閉止後に、

配管内に残留する都市ガスが工程室内に漏えいしたとしても、爆

発限界に達しない経路設計（配管長、径）とする。（添付説明書

１－１） 

・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に

〔緊急遮断弁（都市ガス）〕を自動で閉止するフェールセーフと

する。 

・都市ガスを取り扱う設備は、換気を行っている第１廃棄物貯蔵棟

の第１種管理区域のＷ１廃棄物処理室に設置する。 
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表５ 室内への可燃性ガス漏えい時の爆発防止の安全設計（３／３） 

設備・機器名称 使用する可燃性ガス 室内への漏えい時の爆発防止 

燃料開発設備 

加熱炉 

アンモニア分解ガス 

（水素３：窒素：１） 

 

水素ガス 

・アンモニア分解ガス（水素ガスを対象とする）が空気より比重が

小さいことを踏まえ、〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕

を加熱炉及び配管経路の上部にあたる天井付近に設け、漏えいを

検知した場合に自動的にアンモニア分解ガス及び水素ガスの供

給を遮断する〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕及び〔緊急

遮断弁（水素ガス）〕を設ける。 

・第２加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時

において震度５弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配

管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（アンモニア分

解ガス）〕及び〔緊急遮断弁（水素ガス）〕を自動的に作動させ

工程室に滞留する可燃性ガスの容積を低減させる。（小型雰囲気

可変炉と共用） 

・〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕、〔感震計〕、〔緊急

遮断弁（アンモニア分解ガス）〕及び〔緊急遮断弁（水素ガス）〕

は二重化を行い、独立した制御、動作を行うことによって安全機

構の信頼性を高め安全性を強化する。 

・可燃性ガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕

及び〔緊急遮断弁（水素ガス）〕閉止後に、配管内に残留する可

燃性ガスが工程室内に漏えいしたとしても、爆発限界に達しない

経路設計（配管長、径）とする。（添付説明書１－１） 

・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に

〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕及び〔緊急遮断弁（水素

ガス）〕を自動で閉止するフェールセーフとする。（小型雰囲気

可変炉と共用） 

・アンモニア分解ガス及び水素ガスを取り扱う設備は、換気を行っ

ている第２加工棟の第１種管理区域の第２開発室に設置する。 

燃料開発設備 

小型雰囲気可変炉 

アンモニア分解ガス 

（水素３：窒素：１） 

・アンモニア分解ガス（水素ガスを対象とする）が空気より比重が

小さいことを踏まえ、〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕

を小型雰囲気可変炉及び配管経路の上部にあたる天井付近に設

け、漏えいを検知した場合に自動的にアンモニア分解ガスの供給

を遮断する〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を設ける。（加

熱炉と共用） 

・第２加工棟に地震を集中監視する〔感震計〕を設け、地震発生時

において震度５弱以上を検知した場合には、可燃性ガスの屋内配

管が損傷した際の拡大防止策として〔緊急遮断弁（アンモニア分

解ガス）〕を自動的に作動させ工程室に滞留する可燃性ガスの容

積を低減させる。（加熱炉と共用） 

・〔可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス）〕、〔感震計〕、〔緊急

遮断弁（アンモニア分解ガス）は二重化を行い、独立した制御、

動作を行うことによって安全機構の信頼性を高め安全性を強化

する。（加熱炉と共用） 

・可燃性ガスの屋内〔配管〕は〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕

閉止後に、配管内に残留する可燃性ガスが工程室内に漏えいした

としても、爆発限界に達しない経路設計（配管長、径）とする。

（加熱炉と共用）（添付説明書１－１） 

・信号線については地震により機能の喪失を防ぐか断線した場合に

〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕を自動で閉止するフェー

ルセーフとする。（加熱炉と共用） 

・アンモニア分解ガスを取り扱う設備は、換気を行っている第２加

工棟の第１種管理区域の第２開発室に設置する。 
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２．２．５ 室内で火災が発生した時の爆発防止に関する安全設計 

可燃性ガスを使用する設備・機器には、電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動

するフェールセーフ機能を設ける。可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する火災区域

内で火災が発生した際に、緊急停止ボタンの操作を行う等、手動で供給電源を遮断するこ

とにより、熱源を停止し、上記フェールセーフ機能を作動させ、爆発の発生を防止する。 

 

表６－１ 連続焼結炉No.2-1の火災発生時の爆発防止の安全設計 

事象 対象となる機構又は機器 火災発生時の爆発防止 

電源遮断時にフェール

セーフとなる機能 

自動窒素ガス切替機構 自動窒素ガス切替機構を構成する〔窒素ガス導入弁〕は通

電時（制御部によって閉の指令が作動した場合）に閉とな

る仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、設

備運転時に閉状態であっても、断線などの制御の喪失や電

源遮断されたときには閉状態を維持せず開放され、炉内を

正圧に維持して炉内への空気の混入を防止する。また、炉

内に窒素ガスを導入することで、炉内に残留している可燃

性ガス（アンモニア分解ガス）を排気する。 

緊急設備 緊急遮断弁（ア

ンモニア分解ガス） 

〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕は通電時（制御部

によって開の指令が作動した場合）に開となる仕様であ

り、商用電源系に接続されている。よって、設備運転時に

開状態であっても、断線などの制御の喪失や電源が遮断さ

れたときには開状態を維持せず閉止され、〔緊急遮断弁（ア

ンモニア分解ガス）〕以降の経路へのアンモニア分解ガス

の供給を遮断する。 

緊急設備 緊急遮断弁（プ

ロパンガス） 

〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕は通電時（制御部によっ

て開の指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用

電源系に接続されている。よって、設備運転時に開状態で

あっても、断線などの制御の喪失や電源を遮断されたとき

には開状態を維持せず閉止され、〔緊急遮断弁（プロパン

ガス）〕以降の経路へのプロパンガスの供給を遮断する。 

ヒータ 

（ヒータ電源遮断器） 

〔ヒータ〕は商用電源系統に接続されており、電源の遮断

によりヒータは発熱を停止する。 

また〔ヒータ電源遮断器〕についても制御用電源の通電時

に閉路（通電）となる仕様である。よって、断線などの制

御の喪失や電源を遮断されたときには閉路を維持せず開

路となり、ヒータへの電源を遮断する。 

手動で操作する機能 緊急停止機構（緊急停止ボ

タン） 

設備が設置された同火災区域内で火災が発生した際に、容

易に操作を行うことができる設備近傍に設置された連続

焼結炉 No.2-1 の制御盤に〔緊急停止ボタン〕を設ける。 

緊急停止ボタンは〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕、

〔緊急遮断弁（プロパンガス）〕と連動させ、アンモニア

分解ガスとプロパンガスの供給を遮断する。 

アンモニア分解ガスの供給停止により、自動窒素ガス切替

機構のアンモニア分解ガス〔接点付圧力計〕が圧力の低下

を検知し、〔窒素ガス導入弁〕を開放して炉内に窒素ガス

を導入し、正圧を維持する。 

また自動窒素ガス切替機構と連動した〔ヒータ電源遮断

器〕によりヒータの電源を遮断し、安全に設備を停止させ

る。 
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表６－２ 焼却設備 焼却炉の火災発生時の爆発防止の安全設計 

事象 対象となる機構又は機器 火災発生時の爆発防止 

電源遮断時にフェール

セーフとなる機能 

緊急設備 緊急遮断弁（都

市ガス） 

〔緊急遮断弁（都市ガス）〕は通電時（制御部によって開

の指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用電源

系に接続されている。よって、設備運転時に開状態であっ

ても、断線などの制御の喪失や電源が遮断されたときには

開状態を維持せず閉止され、緊急遮断弁（都市ガス）以降

の経路への都市ガスの供給を遮断する。また、炉内を工程

室より負圧に維持している気体廃棄設備（局所排気設備）

は、非常用電源系に接続しており、商用電源が遮断されて

も炉内の負圧を維持し、都市ガス及び燃焼排ガスは局所排

気ダクトに放出される。 

燃焼用バーナ 電磁弁 〔燃焼用バーナ 電磁弁〕は通電時（制御部によって開の

指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用電源系

に接続されている。よって、設備運転時に開状態であって

も、断線などの制御の喪失や電源が遮断されたときには開

状態を維持せず閉止され、燃焼用バーナ 電磁弁以降の経

路への都市ガスの供給を遮断する。 

圧力逃がし弁 〔圧力逃がし弁〕は通電時（制御部によって閉の指令が作

動した場合）に閉となる仕様であり、商用電源系に接続さ

れている。よって、設備運転時に閉状態であっても、断線

などの制御の喪失や電源が遮断されたときには閉状態を

維持せず開放され、炉内の圧力上昇を抑制する。 

手動で操作する機能 緊急停止機構（緊急停止ボ

タン） 

設備が設置された同火災区域内で火災が発生した際に、容

易に操作を行うことができる設備近傍に設置された焼却

炉の操作盤に〔緊急停止ボタン〕を設ける。 

緊急停止ボタンは〔燃焼用バーナ 電磁弁〕と連動させ、

都市ガスの供給を遮断することによって燃焼が止まり、安

全に設備が停止する。 

 

 

表６－３ 燃料開発設備 加熱炉の火災発生時の爆発防止の安全設計（１／２） 

事象 対象となる機構又は機器 火災発生時の爆発防止 

電源遮断時にフェール

セーフとなる機能 

自動窒素ガス切替機構 

（小型雰囲気可変炉と共

用） 

自動窒素ガス切替機構を構成する〔窒素ガス導入弁〕は通

電時（制御部によって閉の指令が作動した場合）に閉とな

る仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、断

線などの制御の喪失や電源遮断されたときには開放され、

炉内を正圧に維持して炉内への空気の混入を防止する。ま

た、炉内に窒素ガスを導入することで、炉内に残留してい

る可燃性ガス（アンモニア分解ガス及び水素）を排気する。 

緊急設備 緊急遮断弁（ア

ンモニア分解ガス） 

（小型雰囲気可変炉と共

用） 

〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕は通電時（制御部

によって開の指令が作動した場合）に開となる仕様であ

り、商用電源系に接続されている。よって、断線などの制

御の喪失や電源が遮断されたときには閉止され、緊急遮断

弁以降の経路へのアンモニア分解ガスの供給を遮断する。 

緊急設備 緊急遮断弁（水

素ガス） 

〔緊急遮断弁（水素ガス）〕は通電時（制御部によって開

の指令が作動した場合）に開となる仕様であり、商用電源

系に接続されている。よって、断線などの制御の喪失や電

源が遮断されたときには閉止され、緊急遮断弁以降の経路

への水素ガスの供給を遮断する。 

ヒータ 

（ヒータ電源遮断器） 

〔ヒータ〕は商用電源系統に接続されており、電源の遮断

によりヒータは発熱を停止する。 

また〔ヒータ電源遮断器〕についても制御用電源の通電時

に閉路（通電）となる仕様である。よって、断線などの制

御の喪失や電源を遮断されたときには開路となり、ヒータ

への電源を遮断する。 
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表６－３ 燃料開発設備 加熱炉の火災発生時の爆発防止の安全設計（２／２） 

事象 対象となる機構又は機器 火災発生時の爆発防止 

手動で操作する機能 緊急停止機構（緊急停止ボ

タン） 

 

設備が設置された同火災区域内で火災が発生した際に、容

易に操作を行うことができる設備近傍に設置された加熱

炉の警報盤に〔緊急停止ボタン〕を設ける。 

緊急停止ボタンは〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕、

〔緊急遮断弁（水素ガス）〕と連動させ、アンモニア分解

ガスと水素ガスの供給を遮断する。 

アンモニア分解ガス及び水素ガスの供給停止により、自動

窒素ガス切替機構のアンモニア分解ガス〔圧力スイッチ〕

及び水素ガス〔接点付圧力計〕が圧力の低下を検知し、〔窒

素ガス導入弁〕を開放して炉内に窒素ガスを導入し、正圧

を維持する。 

また自動窒素ガス切替機構と連動した〔ヒータ電源遮断

器〕によりヒータの電源を遮断し、安全に設備を停止させ

る。 

 

 

表６－４ 燃料開発設備 小型雰囲気可変炉の火災発生時の爆発防止の安全設計 

事象 対象となる機構又は機器 火災発生時の爆発防止 

電源遮断時にフェール

セーフとなる機能 

自動窒素ガス切替機構 

（加熱炉と共用） 

自動窒素ガス切替機構を構成する〔窒素ガス導入弁〕は通

電時（制御部によって閉の指令が作動した場合）に閉とな

る仕様であり、商用電源系に接続されている。よって、断

線などの制御の喪失や電源遮断されたときには開放され、

炉内を正圧に維持して炉内への空気の混入を防止する。ま

た、炉内に窒素ガスを導入することで、炉内に残留してい

る可燃性ガス（アンモニア分解ガス）を排気する。 

緊急設備 緊急遮断弁（ア

ンモニア分解ガス） 

（加熱炉と共用） 

〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕は通電時（制御部

によって開の指令が作動した場合）に開となる仕様であ

り、商用電源系に接続されている。よって、断線などの制

御の喪失や電源が遮断されたときには閉止され、緊急遮断

弁以降の経路へのアンモニア分解ガスの供給を遮断する。 

ヒータ 

（ヒータ電源遮断器） 

〔ヒータ〕は商用電源系統に接続されており、電源の遮断

によりヒータは発熱を停止する。 

また〔ヒータ電源遮断器〕についても制御用電源の通電時

に閉路（通電）となる仕様である。よって、断線などの制

御の喪失や電源を遮断されたときには開路となり、ヒータ

への電源を遮断する。 

手動で操作する機能 緊急停止機構（緊急停止ボ

タン） 

同火災区域内で火災が発生した際に、容易に操作を行うこ

とができる設備に設置された小型雰囲気可変炉の警報盤

に〔緊急停止ボタン〕を設ける。 

緊急停止ボタンは〔緊急遮断弁（アンモニア分解ガス）〕

と連動させ、アンモニア分解ガスの供給を遮断する。 

アンモニア分解ガスの供給停止により、自動窒素ガス切替

機構のアンモニア分解ガス〔圧力スイッチ〕が圧力の低下

を検知し、〔窒素ガス導入弁〕を開放して炉内に窒素ガス

を導入し、正圧を維持する。 

また自動窒素ガス切替機構と連動した〔ヒータ電源遮断

器〕によりヒータの電源を遮断し、安全に設備を停止させ

る。 
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常な圧力の上昇を防止し、ウランを含む燃焼排ガス及び未燃焼の都市ガスが工程室内に漏

えいすることを防止する。 

圧力逃がし機構の設計を表８、図１及び図２に示す。 

 

表８ 圧力逃がし機構の設計（１／２） 

設計のステップ 設計の説明 

１．炉内圧力上昇の

原因の推定 

焼却炉は炉内で都市ガスを空気と混合し、助燃材及びパイロットバーナの燃料として使用

して固体廃棄物の焼却、及び生成した燃焼ガスを処理する。 

通常運転中は 2次燃焼室に接続された気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統）につなが

る冷却塔への経路により、炉内は負圧に維持されている。 

上記状態において炉内が正圧に達する事象が発生原因として以下を想定する。 

①局所排気系統の機能の喪失 

②局所排気系統は健全であるが、フィルタ閉塞による負圧維持機能の喪失 

③局所排気系統による負圧維持機能を上回る異常燃焼による圧力上昇 

２．原因可能性のあ

る個別事象 

①局所排気系統の機能の喪失 

(1)負圧を維持する気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） No.3 排風機又は No.4 排風

機が停止 

②局所排気系統は健全であるが、フィルタ閉塞による負圧維持機能の喪失 

(1)バグフィルタの閉塞 

(2)気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） No.3 フィルタユニット又は No.4 フィルタ

ユニットの閉塞 

(3)気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） No.5 フィルタユニットの閉塞 

③局所排気系統による負圧維持機能を上回る異常燃焼による圧力上昇 

(1)固体廃棄物の通常運用量又は種類を超えた焼却作業 

３．事象の発展可能

性の抽出 

【①(1)】 

焼却炉の運転条件は気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統）  No.1～No.6 排風機の運

転になっており、No.3 排風機又は No.4 排風機が停止すると運転を停止するため、圧力逃が

し機構の作動によらず設備の損傷に至る事象に進展しない。 

【②(1)】 

焼却炉より流入する焼却灰の一部がフィルタにトラップされ、フィルタを閉塞させる可能

性がある。閉塞させたまま運転を継続した場合、差圧が上昇しフィルタの破損が生じる可

能性がある。しかしながら系統の後段に No.3 フィルタユニット又は No.4 フィルタユニッ

トがあるため閉じ込め機能の喪失には至らない。 

【②(2)】 

バグフィルタによりトラップできなかった微小な焼却灰がフィルタにトラップされ、フィ

ルタを閉塞させる可能性がある。閉塞させたまま運転を継続した場合、差圧が上昇しフィ

ルタの破損が生じる可能性がある。しかしながら系統の後段に No.5 フィルタユニットがあ

るため閉じ込め機能の喪失には至らない。 

【②(3)】 

No.3 フィルタユニット又は No.4 フィルタユニットに微小な焼却灰はトラップされるため、

流入はわずかであり、フィルタを閉塞させる可能性は低い。 

【③(1)】 

ソフト対策により固体廃棄物の量及び種類は管理されるため、異常な燃焼による圧力上昇

の可能性は低い。また異常な燃焼を生じ、温度が上昇した場合に過加熱防止機構により設

備は安全に停止するため、圧力逃がし機構の作動によらず設備の損傷に至る事象に進展し

ない。 

４．防護及び維持の

対象の選定 

上記 3項での抽出結果である【②(2)】【②(3)】の事象により圧力逃がし弁の防護対象は〔バ

グフィルタ〕及び〔No.3 フィルタユニット〕〔No.4 フィルタユニット〕であり、これらの

フィルタの閉塞状態における設備（フィルタ）の損傷を防ぎ、かつ負圧の維持を行うこと

を目的とする。 
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図２ 圧力逃がし機構の接続排気経路 

 

 

３．可燃性ガスを使用する設備・機器の安全設計の結果 

可燃性ガスを使用する設備・機器に設ける安全設計の結果を表９に示す。 
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表９ 可燃性ガスを使用する設備・機器に設ける爆発の発生防止及び火災等による影響を軽減する機能に係る安全設計の結果（１／２） 

施設名称 
設備・機器名称 

設置場所 
設計結果の記述位置 

対象設備 安全機構 仕様表 基本図面 

成型施設 連続焼結炉 No.2-1 

失火検知機構 

第２加工棟 第２－２ペレッ

ト室 

表ハ－２Ｐ設－１３－１ 

表リ－他－４ 

図ハ－２Ｐ設－１３－１ 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－

１ 

図ハ－２Ｐ設－１３－１－

２ 

図リ－他－７ 

図リ－他－８（１） 

 

過加熱防止機構 

圧力逃がし機構 

緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス） 

緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（プロパンガス） 

空気混入防止機構 

自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 第２加工棟 第２－２ペレッ

ト室 

屋外 第２加工棟北外壁面 
可燃性ガス配管 

緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 
屋外 第２加工棟北外壁面 

緊急設備 緊急遮断弁（プロパンガス） 

緊急設備 感震計 屋外 第２加工棟北外壁面 

緊急停止機構 
第２加工棟 第２－２ペレッ

ト室 

放射性廃棄

物の廃棄施

設 

焼却設備 焼却炉 

失火検知機構 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄

物処理室 

表ト－Ｗ１設－５－１ 

表リ－他－４ 

図ト－Ｗ１設－５ 

図ト－Ｗ１設－５－１－１ 

図ト－Ｗ１設－５－１－２ 

図ト－Ｗ１設－５－１－３ 

図リ－他－７ 

図リ－他－８（３） 

過加熱防止機構 

圧力逃がし機構 

緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（都市ガス） 

可燃性ガス配管 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄

物処理室、Ｗ１－２排風機室 

屋外 第１廃棄物貯蔵棟東側

基礎 

緊急設備 緊急遮断弁（都市ガス） 
屋外 第１廃棄物貯蔵棟東側

基礎  

緊急設備 感震計 屋外 第２加工棟北外壁面 

緊急停止機構 
第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃棄

物処理室 

 

  



 

 

3
59
1 

表９ 可燃性ガスを使用する設備・機器に設ける爆発の発生防止及び火災等による影響を軽減する機能に係る安全設計の結果（２／２） 

施設 

名称 

設備・機器名称 
設置場所 

設計結果の記述位置 

対象設備 安全機構 仕様表 基本図面 

その他の加

工施設 

加熱炉 

過加熱防止機構 

第２加工棟 第２開発室 

表リ－設－４－７ 

表リ－他－４ 

図リ－設－４－７ 

図リ－設－４－７－１ 

図リ－設－４－９ 

図リ－設－４－９－１ 

図リ－他－７ 

図リ－他－８（２） 

圧力逃がし機構 

空気混入防止機構 

自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス） 
第２加工棟 第２開発室 

屋外 第２加工棟南側 

可燃性ガス配管 

第２加工棟 第２開発室 

屋外 第２加工棟西外壁面、南

側壁面 

緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 
屋外 第２加工棟西外壁面 

緊急設備 緊急遮断弁（水素ガス） 

緊急設備 感震計 屋外 第２加工棟北外壁面 

緊急停止機構 第２加工棟 第２開発室 

小型雰囲気可変炉 

過加熱防止機構 

第２加工棟 第２開発室 

表リ－設－４－８ 

表リ－他－４ 

図リ－設－４－８ 

図リ－設－４－８－１ 

図リ－設－４－９ 

図リ－設－４－９－１ 

図リ－他－７ 

図リ－他－８（２） 

 

圧力逃がし機構 

緊急設備 可燃性ガス漏えい検知器（水素ガス） 

空気混入防止機構 

自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含む） 

可燃性ガス配管 
第２加工棟 第２開発室 

屋外 第２加工棟西外壁面 

緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア分解ガス） 屋外 第２加工棟西外壁面 

緊急設備 感震計 屋外 第２加工棟北外壁面 

緊急停止機構 第２加工棟 第２開発室 
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付属書類８－２ 添付説明書１－１ 

 

工程室内への可燃性ガス漏えい時における漏えい体積、濃度の評価 

 

屋内配管について、可燃性ガス漏えい検知器により緊急遮断弁を閉止した後、配管内に残留す

る可燃性ガスが配管の損傷等により工程室内に漏えいした場合において、漏えい時の可燃ガスの

体積と滞留部体積から、可燃性ガスの濃度が爆発限界以下であることを確認し、可燃性ガスの屋

内配管の設計が妥当であることを確認する。 

 

可燃性ガス漏えい検知器は、それぞれの可燃性ガスに対して添説１－１－１表に示す警報設定

値を設定している。 

可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する工程室のガス滞留部の体積をＶ、漏えい可燃性ガ

ス体積をＶ′（このうち、警報発報時の漏えいした可燃性ガス体積をＶ1′、緊急遮断弁より設備

側の配管内の可燃性ガス体積をＶ2′，警報発報から緊急遮断弁閉止まで漏えいする可燃性ガス体

積をＶ3′とする。）としたとき、可燃性ガス濃度Ａは、 

𝐴 ൌ
𝑉′

𝑉
ൈ 100 ൌ

𝑉ଵ
′  𝑉ଶ

′  𝑉ଷ
′

𝑉
ൈ 100 

となる。 

ここで、 

𝑉ଵ
′ ൌ

可燃性ガス警報設定値（濃度換算）

100
ൈ 𝑉 

 

 

添説１－１－１表 可燃性ガス警報設定値 

 爆発限界濃度 
可燃性ガス警報設定値 

（緊急遮断弁作動設定値） 

水素ガス 4.0 vol% 0.80 vol% 

プロパンガス 1.8 vol% 0.45 vol% 

都市ガス 5.0 vol% 1.25 vol% 
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可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する工程室のガス滞留部の体積を添説１－１－２表に

示す。 

 

添説１－１－２表 各工程室のガス滞留部の体積 

 可燃性ガス 滞留箇所＊ 
滞留部の体積Ｖ 

(m3) 

第２加工棟 

 第２－２ペレット室 

水素ガス 天井 313.13 

プロパンガス 床 313.13 

第２加工棟 

 第２開発室 
水素ガス 天井 5.30 

第１廃棄物貯蔵棟 

 Ｗ１廃棄物処理室 
都市ガス 天井 23.10 

＊空気より軽い水素ガス、及び都市ガス（メタンガス）は、工程室の上方に滞留するが、平成

27 年度 水素ネットワーク構築導管保安技術調査（水素拡散挙動調査）報告書より、換気口

のある空間にガスが滞留する場合、平衡状態では上部から 150 mm と 630 mm の位置で同等の

濃度になることから、天井面から 60 cm（600 mm）の深さのはりではガスが拡散するが、保守

的に天井面から 60 cm の深さの天井はりに拡散を妨げられ、壁又は天井はりに囲まれた領域

に滞留するものとした。ただし、第２－２ペレット室については、天井はりに設けられた貫

通スリーブを考慮する。空気より重く、工程室の下方に滞留するプロパンガスについては、

床面には拡散を妨げる障壁がないため、床一面に拡散するものとした。 

  

 

配管内における保有体積Ｖ2’は、緊急遮断弁より下流から設備までの配管について全て室内に

漏えいする場合を仮定する。可燃ガス割合をｋ(%)、配管長をＬ(m)、配管の流路面積をＡ(m2)、管

内の内圧（ゲージ圧）をＰi(MPa)、大気圧をＰm（＝0.1014 MPa）とした時の配管内における保有

体積Ｖ2’は以下の式による。 

𝑉ଶ
′ ൌ

𝑘
100

ൈ 𝐿 ൈ 𝐴 ൈ
𝑃  𝑃
𝑃

 

 

また、漏えい箇所からの漏えい量Ｖ3’は、管路中の配管に亀裂が発生し管外に内部ガスが漏え

いする場合を仮定する。亀裂は、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドより、内圧 1.9 MPa 以

下の配管においては配管内径Ｄｉの 1/2 の長さと配管肉厚ｔの 1/2 の幅を有する矩形面積Ａｔの貫

通クラックとする。漏えい時間τは、検知時間から緊急遮断弁動作までの時間 0.1 秒の 10 倍で

ある 1 秒間とする。ガス密度γとした時、亀裂から漏えいする可燃性ガス体積Ｖ3’は以下の式に

よる。 

𝑉ଷ
′ ൌ

𝑘
100

ൈ 𝐴௧ ൈ 𝜏ඨ
2𝑃
𝛾
 

𝐴௧ ൌ
𝐷
2
ൈ
𝑡
2
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可燃性ガス配管の内圧等の使用条件を添説１－１－３表に、各工程室における可燃性ガス配管

の配管径及び配管長を添説１－１－４表に示す。 

可燃性ガス漏えい時における漏えい体積の評価結果を添説１－１－５表に、漏えい濃度の評価

結果を添説１－１－６表に示す。 

 

添説１－１－３表 可燃性ガスの使用条件 

可燃性ガス 
ガス密度＊ 

γ(kg/m3) 

可燃性ガス割合 

ｋ(%) 

内圧Ｐｉ 

(MPa) 

水素ガス 

（アンモニア分解ガス） 
0.0899 75 0.2 

水素ガス 0.0899 100 0.4 

プロパンガス 2.02 100 0.01 

都市ガス 0.717 100 0.01 

* 理科年表平成 15 年 丸善(株) 国立天文台編 

 

 

添説１－１－４表 各工程室における評価上の可燃性ガス配管の配管径及び配管長 

部屋名 可燃性ガス 配管径 
配管長 

(m) 

第２加工棟 

 第２－２ペレット室 

水素ガス 

（アンモニア分解ガス） 

15A 

25A 

132 

37 

プロパンガス 8A 

20A 

25A 

31 

14 

11 

第２加工棟 

 第２開発室 

水素ガス 

（アンモニア分解ガス） 

15A 95 

水素ガス 15A 93 

第１廃棄物貯蔵棟 

 Ｗ１廃棄物処理室 

都市ガス 15A 

20A 

50A 

80A 

5 

5 

5 

33 

 

 

添説１－１－５表 可燃性ガス漏えい時の漏えい体積の評価結果 

工程室名 可燃性ガス 

ガス漏えい検知までの

漏えい体積Ｖ1’ 

(m3) 

ガス漏えい検知後の 

漏えい体積 

Ｖ2’＋Ｖ3’ 

(m3) 

漏えい体積Ｖ’ 

（＝Ｖ1’＋Ｖ2’＋Ｖ3’） 

(m3) 

第２加工棟 

 第２－２ペレット

室 

水素ガス 

（アンモニア分解ガス） 
2.505 0.114 2.619 

プロパンガス 1.409 0.019 1.428 

第２加工棟 

 第２開発室 

水素ガス 

（アンモニア分解ガス） 
0.042 0.061 0.103 

水素ガス 0.042 0.127 0.170 

第１廃棄物貯蔵棟 

 Ｗ１廃棄物処理室 
都市ガス 0.306 0.214 0.521 
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添説１－１－６表 可燃性ガス漏えい時の漏えい濃度の評価結果 

工程室名 可燃性ガス 
滞留体積Ｖ 

(m3) 

漏えい体積Ｖ’ 

 (m3) 

漏えい濃度 

(vol%) 

爆発下限濃度 

(vol%) 

第２加工棟 

 第２－２ペレット室 

水素ガス 

（アンモニア分解ガス） 
313.13 2.619 0.9 4.0 

プロパンガス 313.13 1.428 0.5 1.8 

第２加工棟 

 第２開発室 

水素ガス 

（アンモニア分解ガス） 
5.30 0.103 2.0 4.0 

水素ガス 5.30 0.170 3.3 4.0 

第１廃棄物貯蔵棟 

 Ｗ１廃棄物処理室 
都市ガス 23.10 0.521 2.3 5.0 
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（参考文献） 

※6：平成２５年度 経済産業省委託費 石油精製業保安対策事業 高圧ガスの危険性評価のための調査研究報

告書 (独)産業技術総合研究所 平成 26 年 3月 

〔図 2.1.23 実験 2-5 における爆風圧時間変化（水素－空気、500 mm 直方体）〕の読取り値を採用した。 

 

※7：機械工学便覧 日本機械学会 2007 年 11 月 25 日初版 2刷発行 

〔第 4 章 摩擦 表 4・1 鉄と各種純物質との摩擦係数 0.47〕から表面の汚れ等を考慮し、安全側に

0.4 を採用した。 
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１.設計方針 

 １．１ 油火災に対する安全設計 

  １．１．１ 防護板の耐火性能 

 

２．基本仕様 

 ２．１ 評価対象設備 

 ２．２ 対象設備・機器の性能、個数、設置場所 

 ２．３ 対象設備・機器の基本図面 

 

３． 評価 

 ３．１ 評価の前提条件 

 ３．２ 評価方法 

 ３．３ 評価結果 
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１．設計方針 

火災等による損傷の防止に関して、油圧ユニットの作動油タンクを有する設備・機器は、米

国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準（NFPA801）」※１を踏まえ、「原子力発電所

の外部火災影響評価ガイド」※２（以下「外部火災ガイド」という。）等に沿って燃焼継続時間

の計算を行い、油火災の発生を想定しても、以下のとおり、安全性を損なわない設計とする。 

・油火災における火災の燃焼継続時間が、防護板の耐火時間を超えない設計とし、油の飛散

及び油火災による火炎の伝播を防止する。 

 

※１ NFPA 801, Standard for Fire Protection Facilities Handling Radioactive materials 2014 Edition 

※２ 原子力規制委員会 平成 25 年 6月 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

 

１．１ 油火災に対する安全設計 

対象設備の油火災に対する安全設計として以下の対策を行う。 

・油圧ユニットの作動油タンクにオイルパンを設置し、油の漏えいによる火災発生を防

止する。 

・オイルパンは、作動油タンク内包量を溜めることができる設計とする。 

・油圧ユニットの作動油タンクの周辺には、油の漏えい時に、油の飛散を防止するとと

もに、火災が発生した場合に火炎の伝播を防止するため、耐火性を有した防護板を設

置する。 

・作動油タンクを有する設備・機器の囲い式フードは、火災源である作動油タンクのオ

イルパンに面している部位（オイルパンを防護板で覆う場合を除く）を防護板と同じ

性能を有する金属製の板とすることで、囲い式フード内部への火炎の伝播を防止する。 

 

１．１．１ 防護板の耐火性能 

「特定防火設備の構造方法を定める件（平成 12 年 5 月 25 日建設省告示第 1369 号）」で

は、加熱開始後１時間加熱面以外の面に火炎を出さない構造として、鉄製で鉄板の厚さが

1.5 mm 以上であることが定められている。 

このため、作動油タンク等の火災源の燃焼継続時間が１時間未満であれば、金属製で厚

さ 1.5 mm 以上の防護板を設置することで、設備・機器への火炎の伝播を防止することがで

きる。 
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２．基本仕様 

２．１ 評価対象設備 

ウランを非密封で取り扱う設備・機器を収容する火災区域内に設置する、油圧ユニットの

作動油タンクを有する設備・機器を評価対象とする。今回の申請において、油火災影響評価

の対象となる作動油タンクを有する設備・機器を表１に示す。 

 

２．２ 対象設備・機器の性能、個数、設置場所 

評価対象となる作動油タンクを有する設備・機器の性能、個数、設置場所について、表１

の仕様表の列に示す。 

 

２．３ 対象設備・機器の基本図面 

評価対象となる作動油タンクを有する設備・機器の基本図面について、表１の添付図の列

に示す。 

 

表１ 作動油タンクを有する設備・機器 

設備・機器名称 仕様表 添付図 

プレス No.2-1 表ハ－２Ｐ設－７－１ 図ハ－２Ｐ設－７－１ 

焙焼炉 No.2-1 破砕装置 表ハ－２Ｐ設－８－２ 図ハ－２Ｐ設－８－２ 

燃料開発設備 プレス 表リ－設－４－６ 図リ－設－４－６ 

 

 

３．評価 

油火災が発生しても火災の燃焼継続時間が 1 時間を下回り、火災が拡大せず、作動油タンク

を有する設備・機器への火炎の伝播を防止できることを確認する。 

 

３．１ 評価の前提条件 

・評価方法は、外部火災ガイドに従う。 

・油圧油は容易に燃焼しないが、評価に使用する燃焼速度は、保守的に灯油の物性値を用

いる。灯油の仕様を表２に示す。 

・オイルパンの容量は作動油タンクの容量よりも大きいため、評価に使用する燃料量は、

保守的にオイルパンの最大容量とする。「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」※３

に基づき、燃焼する火災源の油量はこの容量の 10%とする。 

 

※３ 原子力規制委員会 平成 25 年 10 月 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 

 

表２ 灯油の仕様 

火災源 

― 

質量低下速度※４ 

M［kg/m2/s］ 

燃料密度※４ 

ρr［kg/m3］ 

灯油 0.039 820 

※４ U.S. Nuclear Regulatory Commission 2004 NUREG-1805  
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付属書類９－１ 加工施設内における溢水による損傷の防止に関する基本方針書 
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  １．溢水に対する設計の基本方針 

１．１ 臨界防止機能の維持 

１．２ 閉じ込めの機能の維持 

 

  ２．基本仕様 

２．１ 防護対象設備の設定 

２．２ 溢水評価に係る建物の性能、個数、設置場所、基本図面 

２．３ 防護対象設備の性能、個数、設置場所、基本図面 

 

  ３．溢水評価 

３．１ 溢水源・溢水量の想定 

３．２ 没水評価における溢水防護区画の設定 

３．３ 溢水経路の設定 

３．４ 溢水量の算出 

３．５ 没水水位評価結果 

 

４．第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟における溢水に対する安全設計 

４．１ 没水に対する安全設計 

４．２ 被水に対する安全設計 

４．３ 蒸気に対する安全設計 

 

５．本申請における内部溢水対策 

５．１ 臨界防止機能の維持 

５．２ 閉じ込めの機能の維持 

５．３ 電気火災の発生防止 

 

６．地下貯槽ピット部の建築躯体の損傷の有無について 

６．１ 第２加工棟 

６．２ 第１廃棄物貯蔵棟 

 

 

添付説明書１ 遮水板及び防水カバーによる被水防止設計 
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１．溢水に対する設計の基本方針 

本加工施設において、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（以下「内部溢水ガイド」

という。）を参考に、系統における単一の機器の破損等により生じる溢水、異常拡大防止のた

めの放水による溢水、及び地震に起因する機器の破損等により生じる溢水を考慮した影響評価

を行い、加工施設内に溢水が発生した場合においても、臨界防止機能と閉じ込めの機能を損な

わないための安全設計を行う。 

 

１．１ 臨界防止機能の維持 

臨界防止に関して、ウランを取り扱う設備・機器は、加工施設内における溢水を考慮して

も、臨界に達しない設計とする。ウランを取り扱う設備・機器は、内部溢水に対して没水し

ない設計とする。そのうち、減速条件を管理する設備・機器は、被水を防止する又は内部へ

水が侵入しない設計とする。 

 

１．２ 閉じ込めの機能の維持 

閉じ込めの機能に関して、第１種管理区域から外部へウランを流出させないため、ウラン

を含む溢水の流出及び没水や被水による気体廃棄設備の機能喪失を防止する。溢水の影響拡

大防止対策として、第１種管理区域内においてウランを飛散させないため、粉末状のウラン

を取り扱う設備・機器の没水や被水を防止するとともに、外部からの溢水の侵入による第１

種管理区域内の溢水量の増加を防止する。また、第１種管理区域の閉じ込めの機能に影響す

るおそれがある連続焼結炉の火災・爆発を生じさせないため、電気・計装盤の没水や被水に

よる連続焼結炉の制御機能の喪失を防止する。 

 

２．基本仕様 

２．１ 防護対象設備の設定 

本申請の第２加工棟、第１廃棄物貯蔵棟及び第３廃棄物貯蔵棟において、以下の考え方に

より防護対象設備を設定した。 

(ⅰ) 臨界防止について、ウランを取り扱う全ての設備・機器を防護対象とする。なお、これ

らの設備・機器については、最適臨界条件において未臨界となる設計としている。また、

最適臨界条件とは各設備の位置、構造及び取り扱う核燃料物質の性状、取扱量を考慮し

た上で、濃縮度を上限値とし、中性子の減速、吸収及び反射の条件を最も厳しい結果と

なるよう設定した条件である。 

(ⅱ) 閉じ込めの機能の喪失防止について、第２加工棟の第１種管理区域において、粉末状の

ウランを取り扱う設備・機器を防護対象とする。 

(ⅲ) 高温で水素ガスを取り扱う連続焼結炉の火災・爆発の発生防止の制御に必要な電気・計

装盤及び第１種管理区域の負圧を維持するための気体廃棄設備（電気・計装盤を含む。）

を防護対象とする。 

 

このように選定した溢水に対する防護対象設備を表１に示す。 

   



3642 

表１ 溢水に対する防護対象設備 

建物  管理区域 

区分 
主な設備・機器 

溢水源 

有無 
防護対象設備 

第２加工棟 １階 第１種 
成型施設、貯蔵施設、液体

廃棄設備 
有 

ウランを取り扱う設備・機器、

連続焼結炉 

 ２階 第１種 被覆施設、貯蔵施設 有 ウランを取り扱う設備・機器 

  第２種 組立施設、貯蔵施設 有 ウランを取り扱う設備・機器 

 ３階 第１種 試験開発設備、分析設備 有 ウランを取り扱う設備・機器 

   気体廃棄設備 無 気体廃棄設備 

  第２種 一般設備 有 ― 

 ４階 第２種 気体廃棄設備 有 気体廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 １階 第１種 固体廃棄物処理設備 有 ウランを取り扱う設備・機器 

 中２階 第２種 気体廃棄設備 有 気体廃棄設備 

 ２階 第２種 
気体廃棄設備、固体廃棄設

備 
有 気体廃棄設備 

 ３階 第２種 固体廃棄設備 無 ― 

第３廃棄物貯蔵棟 
１～３

階 
第２種 固体廃棄設備 無 ― 

 

 

２．２ 溢水評価に係る建物の性能、個数、設置場所、基本図面 

本申請において溢水評価の対象とする第２加工棟、第１廃棄物貯蔵棟の基本仕様、性能、

個数、設置場所、基本図面について、表２に示す。 

 

表２ 今回の申請に係る建物・構築物 

建物 仕様表 添付図 

第２加工棟 

第４次申請（表ハ－２－１、別表ハ－２－

１－１～別表ハ－２－１－２、別表ハ－

２－１－８） 

第４次申請（図ハ－２－１－１－４６～

図ハ－２－１－１－５３、図ハ－２－１

－３－２２～図ハ－２－１－３－４８） 

第１廃棄物貯蔵棟 
表ト－Ｗ１建－１、別表ト－Ｗ１建－１

－１ 

図ト－Ｗ１建－２１、図ト－Ｗ１建－２

２、図ト－Ｗ１建－１０～図ト－Ｗ１建

－１２ 

 

 

２．３ 防護対象設備の性能、個数、設置場所、基本図面 

本申請において防護対象設備とする設備・機器の基本仕様、性能、個数、設置場所、基本

図面について、表３に示す。 
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表３ 設備・機器の仕様表及び添付図 

設備・機器 仕様表 添付図 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト 表ハ－２Ｐ設－２－１ 図ハ－２Ｐ設－２－１ 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移載機 表ハ－２Ｐ設－２－２ 図ハ－２Ｐ設－２－２ 

粉末混合機 No.2-1 粉末投入機 表ハ－２Ｐ設－３－１ 図ハ－２Ｐ設－３－１ 

粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 表ハ－２Ｐ設－３－２ 図ハ－２Ｐ設－３－２ 

粉末搬送機 No.2-1 
粉末搬送容器 表ハ－２Ｐ設－４－１ 図ハ－２Ｐ設－５－１ 

粉末搬送容器昇降リフト 表ハ－２Ｐ設－５－１ 図ハ－２Ｐ設－５－１ 

供給瓶 No.2-1 供給瓶 表ハ－２Ｐ設－６－１ 図ハ－２Ｐ設－６－１ 

プレス No.2-1 表ハ－２Ｐ設－７－１ 図ハ－２Ｐ設－７－１ 

焙焼炉 No.2-1 

研磨屑乾燥機 表ハ－２Ｐ設－８－１ 図ハ－２Ｐ設－８－１ 

破砕装置 表ハ－２Ｐ設－８－２ 図ハ－２Ｐ設－８－２ 

粉末取扱フード 表ハ－２Ｐ設－８－３ 図ハ－２Ｐ設－８－３ 

粉末取扱機 表ハ－２Ｐ設－９－１ 図ハ－２Ｐ設－９－１ 

焙焼炉 表ハ－２Ｐ設－９－２ 図ハ－２Ｐ設－９－２ 

計量設備架台 No.4 表ハ－２Ｐ設－１０－１ 図ハ－２Ｐ設－１０－１ 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレッ

ト搬送装置 

圧粉ペレット搬送部 表ハ－２Ｐ設－１１－１ 図ハ－２Ｐ設－１１－１ 

圧粉ペレット抜取部 表ハ－２Ｐ設－１１－２ 図ハ－２Ｐ設－１１－２ 

圧粉ペレット移載部 表ハ－２Ｐ設－１１－３ 図ハ－２Ｐ設－１１－３ 

焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送

装置 

ボート搬送装置部 表ハ－２Ｐ設－１１－４ 図ハ－２Ｐ設－１１－４ 

段積装置部 表ハ－２Ｐ設－１１－５ 図ハ－２Ｐ設－１１－５ 

有軌道搬送装置 表ハ－２Ｐ設－１２－１ 図ハ－２Ｐ設－１２－１ 

連続焼結炉 No.2-1 表ハ－２Ｐ設－１３－１ 図ハ－２Ｐ設－１３ 

焼結ボート置台 
焼結ボート置台部 表ハ－２Ｐ設－１４－１ 図ハ－２Ｐ設－１４－１ 

焼結ボート解体部 表ハ－２Ｐ設－１４－２ 図ハ－２Ｐ設－１４－２ 

ペレット搬送設備 No.2-1 

ペレット移載部 表ハ－２Ｐ設－１５－１ 図ハ－２Ｐ設－１５－１ 

ＳＵＳトレイ搬送部 表ハ－２Ｐ設－１５－２ 図ハ－２Ｐ設－１５－２ 

ＳＵＳトレイ保管台部 表ハ－２Ｐ設－１５－３ 図ハ－２Ｐ設－１５－３ 

センタレス研削装置 No.2-1 

ペレット供給機 表ハ－２Ｐ設－１６－１ 図ハ－２Ｐ設－１６－１ 

センタレス研削盤 表ハ－２Ｐ設－１６－２ 図ハ－２Ｐ設－１６－２ 

ペレット乾燥機 表ハ－２Ｐ設－１６－３ 図ハ－２Ｐ設－１６－３ 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレッ

ト移載装置 

ペレット検査台部 表ハ－２Ｐ設－１７－１ 図ハ－２Ｐ設－１７－１ 

ペレット移載部 表ハ－２Ｐ設－１７－２ 図ハ－２Ｐ設－１７－２ 

ペレット抜取部 表ハ－２Ｐ設－１７－３ 図ハ－２Ｐ設－１７－３ 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレッ

ト搬送装置 

波板搬送コンベア No.1 部 表ハ－２Ｐ設－１８－１ 図ハ－２Ｐ設－１８－１ 

波板搬送コンベア No.2 部 表ハ－２Ｐ設－１８－２ 図ハ－２Ｐ設－１８－１ 

目視検査部 表ハ－２Ｐ設－１８－３ 図ハ－２Ｐ設－１８－３ 

ペレット搬送設備 No.2-2 波板移

載装置 

入庫前コンベア部 表ハ－２Ｐ設－１８－４ 図ハ－２Ｐ設－１８－４ 

波板移載部 表ハ－２Ｐ設－１８－５ 図ハ－２Ｐ設－１８－５ 

センタレス研削装置 No.2-1 

研磨屑回収装置 表ハ－２Ｐ設－１９－１ 図ハ－２Ｐ設－１９－１ 

研削液タンク 表ハ－２Ｐ設－１９－１ 図ハ－２Ｐ設－１９－１ 

配管 表ハ－２Ｐ設－１９－２ 図ハ－２Ｐ設－１９－２ 

計量設備架台 No.7 表ハ－２Ｐ設－２０－１ 図ハ－２Ｐ設－２０－１ 

ペレット検査台 No.1 表ハ－２Ｐ設－２１－１ 図ハ－２Ｐ設－２１－１ 

焙焼炉 No.2-1 運搬台車 表ハ－２Ｐ設－２２－１ 図ハ－２Ｐ設－２２－１ 

スクラップ保管ラックＦ型運搬台車 表ハ－２Ｐ設－２３－１ 図ハ－２Ｐ設－２３－１ 

ペレット運搬台車 No.3 表ハ－２Ｐ設－２４－１ 図ハ－２Ｐ設－２３－１ 

Ｘ線透過試験機 No.1 表ニ－２Ｐ設－２－１ 図ニ－２Ｐ設－２－１ 
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設備・機器 仕様表 添付図 

ヘリウムリーク試験機 No.1 
トレイ挿入部 表ニ－２Ｐ設－３－１ 図ニ－２Ｐ設－３－１ 

ヘリウムリーク試験部 表ニ－２Ｐ設－３－２ 図ニ－２Ｐ設－３－２ 

燃料棒検査台 No.1 

燃料棒移送（Ｂ）部 表ニ－２Ｐ設－４－１ 図ニ－２Ｐ設－４－１ 

石定盤部 表ニ－２Ｐ設－４－２ 図ニ－２Ｐ設－４－２ 

燃料棒移送（Ｃ）部 表ニ－２Ｐ設－４－３ 図ニ－２Ｐ設－４－３ 

燃料棒搬送設備 No.4 
ストックコンベア（１）部 表ニ－２Ｐ設－５－１ 図ニ－２Ｐ設－５－１ 

燃料棒移載（３）部 表ニ－２Ｐ設－５－２ 図ニ－２Ｐ設－５－２ 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒移載（４）部 表ニ－２Ｐ設－６－１ 図ニ－２Ｐ設－６－１ 

燃料棒置台（１）部 表ニ－２Ｐ設－６－２ 図ニ－２Ｐ設－６－２ 

燃料棒置台（２）部 表ニ－２Ｐ設－６－３ 図ニ－２Ｐ設－６－３ 

燃料棒コンベア（１）部 表ニ－２Ｐ設－６－４ 図ニ－２Ｐ設－６－４ 

燃料棒コンベア（２）部 表ニ－２Ｐ設－６－５ 図ニ－２Ｐ設－６－５ 

燃料棒搬送設備 No.6 

燃料棒移載（５）部 表ニ－２Ｐ設－７－１ 図ニ－２Ｐ設－７－１ 

ストックコンベア（２）部 表ニ－２Ｐ設－７－２ 図ニ－２Ｐ設－７－２ 

燃料棒移載（６）部 表ニ－２Ｐ設－７－３ 図ニ－２Ｐ設－７－１ 

組立機 No.1 燃料棒挿入装置（１） 表ホ－２Ｐ設－２－１ 図ホ－２Ｐ設－２－１ 

組立機 No.2 燃料棒挿入装置（１） 表ホ－２Ｐ設－２－２ 図ホ－２Ｐ設－２－１ 

組立機 No.1 
組立定盤部 表ホ－２Ｐ設－３－１ 図ホ－２Ｐ設－３－１ 

スウェージング部 表ホ－２Ｐ設－３－２ 図ホ－２Ｐ設－３－１ 

組立機 No.2 
組立定盤部 表ホ－２Ｐ設－４－１ 図ホ－２Ｐ設－３－１ 

スウェージング部 表ホ－２Ｐ設－４－２ 図ホ－２Ｐ設－３－１ 

燃料集合体取扱機 No.1 表ホ－２Ｐ設－５－１ 図ホ－２Ｐ設－５－１ 

竪型定盤 No.1 表ホ－２Ｐ設－６－１ 図ホ－２Ｐ設－６－１ 

燃料集合体外観検査装置 No.1 表ホ－２Ｐ設－７－１ 図ホ－２Ｐ設－７－１ 

立会検査定盤 No.1 

燃料棒移送（Ｄ）部 表ホ－２Ｐ設－８－１ 図ホ－２Ｐ設－８－１ 

石定盤部 表ホ－２Ｐ設－８－２ 図ホ－２Ｐ設－８－２ 

燃料棒移送（Ｅ）部 表ホ－２Ｐ設－８－３ 図ホ－２Ｐ設－８－３ 

２ton 天井クレーン No.1 表ホ－２Ｐ設－９－１ 図ホ－２Ｐ設－９－１ 

２．８ton 天井クレーン 表ホ－２Ｐ設－１０－１ 図ホ－２Ｐ設－１０－１ 

燃料棒運搬台車 No.1 表ホ－２Ｐ設－１１－１ 図ホ－２Ｐ設－１１－１ 

スクラップ保管ラックＦ型 No.2-1 表ヘ－２Ｐ設－２－１ 図ヘ－２Ｐ設－２－１ 

スクラップ保管ラックＤ型 No.2-1 表ヘ－２Ｐ設－３－１ 図ヘ－２Ｐ設－３－１ 

スクラップ保管ラックＥ型 No.2-1 表ヘ－２Ｐ設－４－１ 図ヘ－２Ｐ設－４－１ 

ペレット保管ラックＤ型 No.2-1 表ヘ－２Ｐ設－５－１ 図ヘ－２Ｐ設－５－１ 

ペレット搬送設備 No.3 

ペレット保管箱台車 表ヘ－２Ｐ設－６－１ 図ヘ－２Ｐ設－６－１ 

ペレット保管箱台車 No.1 表ヘ－２Ｐ設－６－２ 図ヘ－２Ｐ設－６－２ 

ペレット保管箱台車 No.2 表ヘ－２Ｐ設－６－３ 図ヘ－２Ｐ設－６－３ 

ペレット搬送設備 No.4 
ペレットリフター 表ヘ－２Ｐ設－７－１ 図ヘ－２Ｐ設－７－１ 

ペレット保管箱受台 表ヘ－２Ｐ設－７－２ 図ヘ－２Ｐ設－７－２ 

ペレット保管ラックＥ型リフター 表ヘ－２Ｐ設－８－１ 図ヘ－２Ｐ設－８－１ 

５ton 天井クレーン 表ヘ－２Ｐ設－１０－１ 図ヘ－２Ｐ設－１０－１ 

分析試料保管棚 表ヘ－２Ｐ設－１１－１ 図ヘ－２Ｐ設－１１－１ 

開発試料保管棚 表ヘ－２Ｐ設－１２－１ 図ヘ－２Ｐ設－１２－１ 
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３．溢水評価 

３．１ 溢水源・溢水量の想定 

防護対象設備を収納する建物の想定する溢水源を表４に示す。上水、循環水（空調）、循環

冷却水（連続焼結炉）、循環冷却水（焼却炉）、循環冷却水（一般）、排水及び蒸気の配管系統

を溢水源として想定する。 

第２加工棟の上水、循環冷却水（連続焼結炉）及び循環冷却水（一般）の配管系統への給

水は、地上及び地下に設置する水槽から給水ポンプにて直接設備・機器に給水する。屋上に

は循環水（空調）の高置水槽及び消火栓配管の満水保持（空気だまり防止）用の高置水槽を

設置するが、給水用の水槽は設置しない。第１廃棄物貯蔵棟への上水の配管系統への給水は、

上水を直接設備・機器に給水する。循環冷却水（焼却炉）には水槽はなく配管のみの系統で

あり、配管内の循環冷却水が減少した場合は、上水から給水する。 

その他、設備・機器の容器（水槽）についても、溢水源として想定する。 

また、第１廃棄物貯蔵棟Ｗ１廃棄物処理室（第１種管理区域）には蒸気配管を設置するた

め、蒸気配管を溢水源として想定する。 

 

３．２ 没水評価における溢水防護区画の設定 

防護対象設備のある第２加工棟、第１廃棄物貯蔵棟について、前述２．１で選定した区域、

設備に対して、次項３．３に示す溢水経路を考慮し、表４に示す没水評価のための溢水防護

区画を設定した。 

第１種管理区域の溢水防護区画については、ウランを取り扱う設備・機器及び気体廃棄設

備の没水、被水の観点での防護を設置するとともに、閉じ込めの観点からウランが存在する

溢水防護区画内の溢水が第１種管理区域外へ流出することを防止する。 

第２種管理区域の溢水防護区画については、ウランを取り扱う設備・機器の没水及び気体

廃棄設備の没水、被水の観点での防護を設置するとともに、第１種管理区域内へ流出するこ

とを防止する。 

溢水防護区画の設定に当たっては、没水水位の評価が保守的になるように、溢水源がなく

核燃料物質等の取り扱いがない又は輸送物のみの取り扱いの区域は除外し設定した。溢水防

護区画の位置を図１に示す。 
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表４ 溢水源及び没水評価における溢水防護区画（１/２） 

建物 

管理 

区域 

区分 

部屋名 

   溢水源     

溢水防

護区画 
容器 

（水槽） 
上水 

循環水

（空調） 

循環冷

却水 

(連続焼

結炉) 

循環冷

却水 

（一般） 

排水 消火栓 
上階か

ら流入 

第

２

加

工

棟 

１

階 

第１種 第２－１混合室 

第２－１ペレット室 

第２－２混合室 

第２－２ペレット室 

第２－１貯蔵室 

第２－２貯蔵室 

第２ペレット保管室 

有 有 ― 有 有 ― 有 
有 

（B1） 
A1-1 

 
  

通路 有 有 ― ― ― ― 有 ―（1） A1-2 

 
  

第２廃棄物処理室 有 有 ― ― ― 有 ― ― A1-3 

 

２

階 

第１種 第２－１燃料棒加工室

（挿入） 

第２－１燃料棒加工室

（溶接） 

第２－２燃料棒加工室

（貯蔵） 

第２－２燃料棒加工室

（挿入） 

有 有 ― ― 有 ― 有 ― B1 

 

 
第２種 第２－１燃料棒検査室 

第２燃料棒保管室 

第２－１組立室 

第２梱包室 

第２部品室 

有 有 ― ― 有 ― 有 
有 

（C1-1） 
B2 

 ３ 

階 

第１種 第２開発室 

第２分析室 
有 有 ― ― 有 有 有 ― C1-1 

 
  

第２フィルタ室 ― ― ― ― ― ― ― ― C1-2 

 

 
第２種 事務所（第２機械室、第

２－２事務室、第２－３

事務室、第２－２作業支

援室） 

― 有 ― ― ― 有 有 ― C2 

 ４

階 

第２種 
第２排風機室 有 有 有 ― ― ― 有 ― D2 

（１）第２洗濯室（中２階）の容器（水槽）は、通路の溢水源として評価する。 

 

 

表４ 溢水源及び没水評価における溢水防護区画（２/２） 

建物 

管理 

区域 

区分 

部屋名 

  溢水源    

溢水防

護区画 
容器 

（水槽） 
上水 

循環冷

却水 

（焼却

炉） 

循環水 

（蒸気） 
排水 

上階か

ら流入 

第
１
廃
棄
物
貯
蔵
棟 

１
階 

第１種 Ｗ１廃棄物処理室 有 有 有 有 有 ― E1 

中
２
階 

第２種 Ｗ１－１排風機室 ― ― ― ― ― 
有 

（G2） 
F2 

２
階 

第２種 
第１廃棄物貯蔵室 

Ｗ１－２排風機室 
― ― 有 ― ― ― G2 

３
階 

第２種 第１廃棄物貯蔵室 ― ― ― ― ― ― ― 
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３．３ 溢水経路の設定 

内部溢水ガイドを参考に、防護対象設備の存在する溢水防護区画の水位が最も高くなるよ

う保守的に溢水経路を設定した。 

溢水経路を図１に示す。床面開口部及び床貫通部については、表５に示す床面開口部又は

床貫通部から他の溢水防護区画への水の流出を考慮するものとした。ただし、２階及び３階

の第２種管理区域においては、階段開口部から水が流出する構造であるが、没水水位を保守

的に評価するため水の流出はないものとした。 

壁貫通部については、第２加工棟１階の運搬台車用壁開口部において水の流出を考慮する

ものとした。 

 

表５ 評価において考慮した床面開口部又は床貫通部 

建物 場所 床面開口部又は床貫通部 流出先 障壁 

 

第２加工棟 
第２－１燃料棒加工室 

（第１種管理区域） 
階段開口部 

第２－１混合室及び第２

－１貯蔵室 

（第１種管理区域） 

段差 6.5 cm 

 
 リフター昇降用開口部 

第２ペレット保管室 

（第１種管理区域） 
― 

 
第２廃棄物処理室 

（第１種管理区域） 

床架台開口部（パンチング

メタル）及び地下貯槽ピッ

ト蓋開口部 

地下貯槽ピット 

（第１種管理区域） 
― 

 通路 

（第１種管理区域） 

床開口部（グレーチング）

及び配管溝貫通孔 

地下貯槽ピット 

（第１種管理区域） 
― 

 

第１廃棄物 

貯蔵棟 

第１廃棄物貯蔵室 

（第２種管理区域） 
荷降ろし用開口部 

Ｗ１廃棄物搬出入室 

（第２種管理区域） 
― 

 階段開口部 
Ｗ１－１排風機室 

（第２種管理区域） 
― 

 Ｗ１－１排風機室 

（第２種管理区域） 
階段開口部 

Ｗ１廃棄物搬出入室 

（第２種管理区域） 
― 

 Ｗ１廃棄物処理室 

（第１種管理区域） 
床開口部（グレーチング） 

地下貯槽ピット 

（第１種管理区域） 
― 
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図１ 没水評価における溢水防護区画及び溢水経路（１／２）（第２加工棟 平面図） 

  

地下貯槽ピット 

溢水経路 

溢水経路 

D2 

C2 

B1 

A1-1 

A1-2 

A1-3 

C1-1 

B2 

第１種管理区域 

 

第２種管理区域 

水の流入・流出を考慮しない。 

水の流入・流出を考慮する。 

溢水防護区画 

床面開口部又は床貫通部 

C1-2 
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図１ 没水評価における溢水防護区画及び溢水経路（２／２）（第１廃棄物貯蔵棟 平面図） 

地下貯槽ピット 

E1 

G2 

F2 

第１種管理区域 

 

第２種管理区域 

水の流入・流出を考慮しない。 

水の流入・流出を考慮する。 

溢水防護区画 

床面開口部又は床貫通部 
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３．４ 溢水量の算出 

内部溢水ガイドを参考に、次の発生要因別に溢水量を算出した。 

・系統における単一の機器の破損等により生じる溢水 

・異常拡大防止のための放水による溢水 

・地震に起因する機器の破損等により生じる溢水 

 

系統における単一の機器の破損及び地震に起因する機器の破損における最大溢水量を、表

６（１）及び表６（２）に示す。算出に当たって、漏水箇所の隔離時間をそれぞれ 35 分及び

15 分とした。また、地震に起因する機器の破損においては、水を内包する全ての配管・容器

が破損し、溢水源となることを想定する。 

溢水源となる配管保有水及び容器類の溢水量を表６（３）及び表６（４）に示す。配管と

接続されており、配管の系統の一部となっている容器類については、配管破断時の溢水量に

含んで評価する。 

放水による最大溢水量は、第２加工棟内においては屋内消火栓を設置しているが、第１廃

棄物貯蔵棟とともに屋外消火栓の放水を保守的に放水流量 700 L/min と仮定し、火災の継続

時間を示す指標である「付属書類８－１ 火災等による損傷の防止（火災影響評価）に関す

る基本方針書」で評価した等価時間の放水を溢水量として設定する。 

 

表６（１） 単一の機器の破損（配管破断）による系統毎の最大溢水量（１/２） 

建物  
溢水 

防護 

区画 

上水 
循環水 

（空調） 

循環冷却水 

(連続焼結炉) 

循環冷却水 

（一般） 
消火栓水 最大 

溢水量 

（m3） 
溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

第２加工棟 １階 A1-1 2.6 ― 2.7 8.9 5.7 8.9 
  A1-2 2.6 ― ― ― 5.7 5.7 
  A1-3 2.6 ― ― ― ― 2.6 
 ２階 B1 2.3 ― ― 5.6 4.6 5.6 
  B2 2.3 ― ― 5.6 4.6 5.6 
 ３階 C1-1 2.1 ― ― 3.0 3.7 3.7 
  C2 2.1 ― ― ― 3.7 3.7 
 ４階 D2 1.1 9.8 ― ― 2.9 9.8 

 

表６（１） 単一の機器の破損（配管破断）による系統毎の最大溢水量（２/２） 

建物  
溢水 

防護 

区画 

上水 
循環冷却水 

（焼却炉） 
最大 

溢水量 

（m3） 
溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

第１廃棄物貯蔵棟 １階 E1 1.2 1.3 1.3 
 ２階 G2 ― 1.2 1.2 
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表６（２） 地震に起因する機器の破損等による系統ごとの最大溢水量（１／２） 

建物    
溢水 

防護 

区画 

上水 
循環冷却水 

(連続焼結炉) 

循環冷却水 

（一般） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

第２加工棟 １階 A1-1 8.4 3.3 25.6 
  A1-2 8.4 ― ― 
  A1-3 8.4 ― ― 
 ２階 B1 8.3 ― 24.6 
  B2 8.3 ― 24.6 
 ３階 C1-1 8.2 ― 24.2 
  C2 8.2 ― ― 
 ４階 D2 8.1 ― ― 

 

表６（２） 地震に起因する機器の破損等による系統ごとの最大溢水量（２／２） 

建物    
溢水 

防護 

区画 

上水 
循環冷却水 

（焼却炉） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

第１廃棄物貯蔵棟 １階 E1 3.3 0.9 
 ２階 G2 ― 0.9 

 

 

表６（３） 各系統の階層毎の配管保有水の最大溢水量（１／２） 

建物  
溢水 

防護 

区画 

上水 
循環水 

（空調） 

循環冷却水 

(連続焼結炉) 

循環冷却水 

（一般） 
排水 消火水 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

第２加工棟 １階 A1-1 0.1 ― 0.3 1.0 ― 0.5 

  A1-2 0.1 ― ― ― ― 0.5 

  A1-3 0.1 ― ― ― 1.1 ― 

 ２階 B1 0.1 ― ― 0.4 ― 0.2 

  B2 0.1 ― ― 0.4 ― 0.2 

 ３階 C1-1 0.1 ― ― 0.2 0.2 0.1 

  C2 0.1 ― ― ― ― 0.1 

 ４階 D2 0.1 2.7 ― ― ― 0.7 

 

表６（３） 各系統の階層毎の配管保有水の最大溢水量（２／２） 

建物  
溢水 

防護 

区画 

上水 
循環冷却水 

（焼却炉） 
排水 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

溢水量 

（m3） 

第１廃棄物貯蔵

棟 

１階 E1 0.1 0.1 0.2 

２階 G2 ― 0.1 ― 
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表６（４） 溢水源となる容器類の溢水量 

建物    
溢水 

防護 

区画 

容器 

溢水 

（m3） 

第２加工棟 １階 A1-1 0.70 
  A1-2 0.50 
  A1-3 4.10 
 ２階 B1 0.10 
  B2 1.00 
 ３階 C1-1 1.95 

  C1-2 ― 
  C2 ― 

 ４階 D2 ― 
 屋上 － 0.64 

第１廃棄物貯蔵棟 １階 E1 4.50 

詳細は、参考資料に示す。 
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３．５ 没水水位評価結果 

発生要因別の没水評価の結果を表７（１）～（３）に示す。没水評価の前提となる溢水の

流出入の流量評価を表８に示す。また、各溢水防護区画の位置を図１、溢水評価で考慮する

液溜の配置を図２、溢水の開口部からの流出の経路の概略図を図３に示す。 

没水水位の評価に当たっては、以下を考慮し行った。 

 

(1)溢水防護区画 A1-1 

A1-1 では、図２（１）に示すとおり液体状の核燃料物質等を取り扱う設備・機器からの

漏えいの拡大を防止する堰（以下「閉じ込めの機能を有する堰」という。）を配置しており、

当該堰による液溜③内の容器類からの溢水量は液溜容量より十分少なく、液溜③に閉じ込

められるものとするが、配管からの溢水又は放水による溢水は、閉じ込め機能を有する堰

を超えて液溜③から A1-1 に全て流入する、として評価した。 

また、A1-1 の没水水位が閉じ込め機能を有する堰の高さを超える場合は、液溜③に流出

するものとしたが、評価の結果、没水水位は閉じ込めの機能を有する堰の高さ以下であっ

たため、流出に至っていない。 

A1-1の没水水位評価に当たっては、液溜③の床面積は除いて没水水位を評価した。なお、

液溜③の没水水位は、閉じ込めの機能を有する堰の高さとする。 

 

(2)溢水防護区画 A1-2 

A1-2 での溢水は、図２（１）に示す床に配置した開口部（グレーチング）から床下の配

管溝を経て地下貯槽ピットに流出するものとして評価した。 

地下貯槽ピットは 6 個のピットからなり、それぞれ地下貯槽貫通孔によって連結されて

いる。溢水が流出する地下貯槽ピットの容量（地下貯槽ピット内の槽が満水とした場合の

残りの空間）は、総量が約 100 m3となる。 

 

(3)溢水防護区画 A1-3 

A1-3 では、図２（１）に示すとおり堰によって形成された２つの液溜を配置しており、

全ての溢水はこの液溜①及び液溜②に流入するものとした。液溜②の床下には地下貯槽ピ

ットを配置しており、開口部から地下貯槽ピットに流出するものとした。また、液溜①か

ら溢れた溢水は、開口部（パンチングメタル）から液溜②に流出し、さらに液溜②の開口

部から地下貯槽ピットに流出するものとした。 

A1-3 の没水評価に当たっては、液溜の床面積のみで没水水位を評価した。 

なお、A1-3 の液溜を構成する堰は、閉じ込めの機能を有する堰と兼ねており、当該堰に

よる液溜内の容器類からの溢水は液溜に閉じ込められる容量を有している。 

 

(4)溢水防護区画 B1 

B1 では、階段開口部から１階 A1-1 に流出するものとした。B1 の没水評価に当たっては、

最大没水水位は開口部段差とした。 
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(5)溢水防護区画 B2  

B2 では、全ての溢水が、当該区域にとどまるとして評価した。 

 

(6)溢水防護区画 C1-1 

C1-1 では、図２（２）に示す閉じ込めの機能を有する堰を配置しており、当該堰による

液溜④内の容器類からの溢水量は液溜④に閉じ込められるが、配管からの溢水又は放水に

よる溢水を考慮した溢水評価においては、C1-1 の没水水位は堰高さを超えるため、閉じ込

めの機能を有する堰は考慮せず流入出するものとして評価した。 

 

(7)溢水防護区画 C1-2  

C1-2 では、溢水源がないため放水による溢水のみとし、溢水は当該区域にとどまるとし

て評価した。 

 

(8)溢水防護区画 C2 

C2 では、防護対象設備はないが、C1-2 への影響を評価するために、全ての溢水が当該区

域にとどまるとして評価した。 

 

(9)溢水防護区画 D2 

D2 では、全ての溢水が当該区域にとどまるとして評価した。 

 

(10)溢水防護区画 E1 

E1 での溢水は、図２（３）に示す床に配置した開口部（グレーチング）から床下の地下

貯槽ピットに流出するものとして評価した。 

溢水が流出する地下貯槽ピットは単一のピットからなり、地下貯槽ピットの容量（地下

貯槽ピット内の槽が満水とした場合の残りの空間）は、総量が約 24.4 m3となる。 

 

(11)溢水防護区画 F2 

F2 では、階段開口部から１階に流出するものとした。 

 

(12)溢水防護区画 G2 

G2 では、階段開口部から中２階に流出するものとした。 
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（１）第２加工棟 １階 第１種管理区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第２加工棟 ３階 第１種管理区域 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 溢水評価で考慮する液溜の配置（１／２） 

  

A1-1 

A1-2 

A1-3 

地下貯槽ピット 
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：溢水防護区画の堰を兼ねる閉じ込めの機能を有する堰 

：閉じ込めの機能を有する堰 

：溢水防護区画 
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（３）第１廃棄物貯蔵棟 １階 第１種管理区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 溢水評価で考慮する液溜の配置（２／２） 

  

：液溜 

：開口部（グレーチング又はパンチングメタル） 

：溢水防護区画の堰を兼ねる閉じ込めの機能を有する堰 

：閉じ込めの機能を有する堰 

：溢水防護区画 

液溜⑤ 

E1 

地下貯槽ピット 
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図３（１） A1-2 床開口部及び配管溝貫通孔からの溢水の流出の経路の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３（２） A1-3 床架台開口部及び地下貯槽ピット蓋開口部からの溢水の流出の経路の概略図 

床架台開口部（パンチングメタル） 

地下貯槽ピット 

地下貯槽ピット蓋開口部 

水頭 

水頭 

地下貯槽ピット蓋

平面図 

断面図 

地下貯槽ピット

水頭

床開口部（グレーチング） 
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（パンチングメタル内の開口部）

流路断面 

（グレーチング内の開口部）

流路断面 
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図３（３） 地下貯槽ピット間の貫通孔からの溢水の流出の経路の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３（４） B1 階段開口部からの溢水の流出の経路の概略図 
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図３（５） E1 床開口部からの溢水の流出の経路の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３（６） F2 及び G2 階段開口部からの溢水の流出の経路の概略図 

  

階段 

水頭 

開口部 平面図 

断面図 

床開口部（グレーチング） 

地下貯槽ピット

水頭 

断面図 

障壁（柵） 
流路断面 

流路断面 
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表７（１） 没水評価（系統における単一の機器の破損等の溢水） 

建物 階層 
管理区域 

区分 

溢水防護 

区画 

床面積 

（m2） 

溢水量 

（m3） 

最大没水 

水位 *1 

（cm） 

第２加工棟 １階 第１種 A1-1 1046.7 8.9 1.7 

   A1-2 27.8 5.7 
＜1 ① 

（41.0） 

   A1-3 46.7 *2 2.6 11.2 

 ２階 第１種 B1 358.8 5.6 3.1 

  第２種 B2 1194.1 5.6 0.9 

 ３階 第１種 C1-1 463.6 3.7 1.6 

   C1-2 373.8 ― ― 

  第２種 C2 340.4 3.7 2.2 

 ４階 第２種 D2 391.6 9.8 5.0 

第１廃棄物 

貯蔵棟 
１階 第１種 E1 108.5 1.3 

＜1 ② 

（2.5） 

中２階 第２種 F2 41.4 1.2 
＜1 ③ 

（5.7） 

２階 第２種 G2 218.8 1.2 
＜1 ④ 

（1.1） 

*1 スロッシング等の水位変動の影響は、水位を２倍にすることで考慮した。また、参考とし

て、（ ）内の値は開口部からの流出を考慮しない場合の水位を示す。 

*2 A1-3 は、周囲より一段低くなった堰内（液溜）の面積のみとする。 堰内（液溜）の FL は

±0～-2 cm であり、液溜容量の算出に当たっては保守的に FL 0 として堰高さは 11 cm と

した。 

 

① 溢水量 5.7 m3であり、地下貯槽ピット（100 m3）には十分容量がある。床開口部から地下

貯槽ピットへの流出量は、床開口部（グレーチング）及び配管溝貫通孔それぞれ 4.35 m3/min

及び 6.88 m3/min、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔 1.37 m3/min であり、消火栓配管

からの溢水量 0.12 m3/min に比べ十分大きく、没水水位 1 cm を超えることはない。 

② 溢水量 1.3 m3であり、地下貯槽ピット（24.4 m3）には十分容量がある。床開口部から地下

貯槽ピットへの流出量は、床開口部（グレーチング）から地下貯槽ピットへの流出量 4.35 

m3/min（没水水位 1 cm 時）は、冷却水配管からの溢水量 0.037 m3/min に比べ十分多く、没

水水位 1 cm を超えることはない。 

③ 階段開口部からの流出量 0.21 m3/min（没水水位 1 cm 時）は、上階での冷却水配管からの

溢水量 0.033 m3/min に比べ十分多く、没水水位 1 cm を超えることはない。 

④ 階段開口部からの流出量 0.21 m3/min（没水水位 1 cm 時）は、冷却水配管からの溢水量

0.033 m3/min に比べ十分多く、没水水位 1 cm を超えることはない。 
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表７（２） 没水評価（放水） 

建物 階層 
管理区域 

区分 

溢水防護 

区画 

床面積 

（m2） 

溢水量 *1 

（m3） 

最大没水 

水位 *2 

（cm） 

第２加工棟 １階 第１種 A1-1 1046.7 22.7 4.3 

   A1-2 27.8 22.7 
＜1 ① 

（163.2） 

   A1-3 46.7 *3 22.7 
＜12 ② 

（97.1） 

 ２階 第１種 B1 358.8 22.7 
＜7.5 ③ 

12.6 

  第２種 B2 1194.1 16.0 2.7 

 ３階 第１種 C1-1 463.6 25.2 10.9 

   C1-2 373.8 7.6 4.0 

  第２種 C2 340.4 12.6 7.4 

 ４階 第２種 D2 391.6 2.5 1.3 

第１廃棄物 

貯蔵棟 
１階 第１種 E1 108.5 17.6 

＜1 ④ 

（32.5） 

中２階 第２種 F2 41.4 2.1 
＜3 ⑤ 

（10.1） 

２階 第２種 G2 218.8 2.1 
＜3 ⑥ 

（1.9） 

*1 複数の火災区画を含んでいる溢水防護区画の場合は、最大の等価時間にて算出する。 

*2 スロッシング等の水位変動の影響は、水位を２倍にすることで考慮した。また、参考とし

て、（ ）内の値は開口部からの流出を考慮しない場合の水位を示す。 

*3 A1-3 は、周囲より一段低くなった堰内（液溜）の面積のみとする。堰内（液溜）の FL は

±0～-2 cm であり、液溜容量の算出に当たっては保守的に FL 0 として堰高さは 11 cm と

した。 

 

① 溢水量 22.7 m3であり、地下貯槽ピット（100 m3）には十分容量がある。床開口部から地下

貯槽ピットへの流出量は、床開口部（グレーチング）及び配管溝貫通孔それぞれ 4.35 m3/min

及び 6.88 m3/min、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔 1.37 m3/min であり、放水量 0.7 

m3/min に比べ十分大きく、没水水位 1 cm を超えることはない。 

② 当該溢水防護区画の堰高さ 11 cm を超える溢水は、床架台開口部から地下貯槽ピットに流

入するが、溢水量 22.7 m3であり、地下貯槽ピット（100 m3）には十分容量がある。床架台

開口部からの流出量は、床架台開口部（パンチングメタル）及び地下貯槽ピット蓋開口部

それぞれ 6.53 m3/min 及び 1.74 m3/min、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔 1.37 m3/min
であり、放水量 0.7 m3/min に比べ十分大きく、没水水位 12 cm（FL 0）（最大深さ 14 cm（FL 

-2 cm））を超えることはない。 

③ 階段開口部からの流出量 87.1 m3/min（没水水位 1 cm 時）は、放水量 0.7 m3/min に比べ十

分大きく、階段開口部の段差 6.5 cm を超える没水は 1階へ流出するため，没水水位 7.5 cm

を超えることはない。 

④ 溢水量 17.6 m3であり、地下貯槽ピット（24.4 m3）には十分容量がある。床開口部から地

下貯槽ピットへの流出量 4.35 m3/min（没水水位 1 cm 時）は、放水量 0.7 m3/min に比べ十

分多く、没水水位 1 cm を超えることはない。 

⑤ 階段開口部からの流出量 1.13 m3/min（没水水位 3 cm 時）は、放水量 0.7 m3/min に比べ十

分多く、没水水位 3 cm を超えることはない。 

⑥ 階段開口部からの流出量 1.13 m3/min（没水水位 3 cm 時）は、放水量 0.7 m3/min に比べ十

分多く、没水水位 3 cm を超えることはない。 
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表７（３） 没水評価（地震時における溢水） 

建物 階層 
管理区域 

区分 

溢水 

防護 

区画 

床面積 

（m2） 

溢水量 

（m3） 

最大没水 

水位 *1 

（cm） 

第２加工棟 １階 第１種 A1-1 1046.7 39.6 7.6 

   A1-2 27.8 10.4 
＜1 ① 

（74.9） 

   A1-3 46.7 *2 13.5 
＜12 ② 

（57.8） 

 ２階 第１種 B1 358.8 34.0 
＜7.5 ③ 

（18.9） 

  第２種 B2 1194.1 34.9 5.8 

 ３階 第１種 C1-1 463.6 35.3 15.2 

   C1-2 373.8 ― ― 

  第２種 C2 340.4 9.0 5.3 

 ４階 第２種 D2 391.6 11.9 6.1 

第１廃棄物 

貯蔵棟 
１階 第１種 E1 108.5 8.9 

＜1 ④ 

（16.4） 

中２階 第２種 F2 41.4 0.9 
＜1 ⑤ 

（4.5） 

２階 第２種 G2 218.8 0.9 0.8 

*1 スロッシング等の水位変動の影響は、水位を２倍にすることで考慮した。また、参考とし

て、（ ）内の値は開口部からの流出を考慮しない場合の水位を示す。 

*2 A1-3 は、周囲より一段低くなった堰内（液溜）の面積のみとする。堰内（液溜）の FL は

±0～-2 cm であり、液溜容量の算出に当たっては保守的に FL 0 として堰高さは 11 cm と

した。 

 

① 溢水量 10.4 m3であり、地下貯槽ピット（100 m3）には十分容量がある。床開口部から地下

貯槽ピットへの流出量は、床開口部（グレーチング）及び配管溝貫通孔それぞれ 4.35 m3/min

及び 6.88 m3/min、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔 1.37 m3/min であり、消火栓配管

及び上水配管からの溢水量 0.54 m3/min に比べ十分大きく、没水水位 1 cm を超えることは

ない。 

② 当該溢水防護区画の堰高さ 11 cm を超える溢水は、床架台開口部から地下貯槽ピットに流

入するが、溢水量 13.5 m3であり地下貯槽ピット（100 m3）には十分容量がある。床架台開

口部からの流出量は、床架台開口部（パンチングメタル）及び地下貯槽ピット蓋開口部そ

れぞれ 6.53 m3/min 及び 1.74 m3/min、また地下貯槽ピット間をつなぐ貫通孔 1.37 m3/min
であり、開口消火栓配管及び上水配管からの溢水量 0.54 m3/min に比べ十分大きく、没水

水位 12 cm（FL 0（最大深さ 14 cm（FL -2 cm）））を超えることはない。 

③ 階段開口部からの流出量 87.1 m3/min（没水水位 1 cm 時）は、一般冷却水配管及び上水配

管からの溢水量 2.14 m3/min に比べ十分大きく、階段開口部の段差 6.5 cm を超える没水は

1階へ流出するため、没水水位 7.5 cm を超えることはない。 

④ 溢水量 8.9 m3であり、地下貯槽ピット（24.4 m3）には十分容量がある。床開口部から地下

貯槽ピットへの流出量 4.35 m3/min（没水高さ 1 cm 時）は、冷却水配管及び上水配管から

の溢水量 0.277 m3/min に比べ十分多く、没水水位 1 cm を超えることはない。 

⑤ 階段開口部からの流出量 0.21 m3/min（没水高さ 1 cm 時）は、上階での冷却水配管からの

溢水量 0.06 m3/min に比べ十分多く、没水水位 1 cm を超えることはない。 
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表８ 溢水の流出入の流量評価 

   流量評価  判定基準 

溢水防護 

区域 
部位 

流路断面積 

（m2） 

水頭 

（cm） 

流出流量 

（m3/min） 

最大流入量

（m3/min） 

A1-2 
床開口部 

（グレーチング） 
0.20 1 4.35 0.70（放水） 

A1-2 配管溝貫通孔 0.05 40 *1 6.88 0.70（放水） 

A1-3 
床架台開口部 

（パンチングメタル） 
0.30 1 6.53 0.70（放水） 

A1-3 
地下貯槽ピット蓋 

開口部 
0.08 1 1.74 0.70（放水） 

A1-2 

A1-3 

地下貯槽ピット 

貫通孔 
0.01 40 *1 1.37 0.70（放水） 

B1 階段開口部 4.00 1 87.1 2.14 *2 

E1 
床開口部 

（グレーチング） 
0.20 1 4.35 0.70（放水） 

F2 階段開口部 

0.01 1 0.21 0.06  *3 

0.03 3 1.13 0.70（放水） 

G2 階段開口部 

0.01 1 0.21 0.033  *3 

0.03 3 1.13 0.70（放水） 

*1 貫通孔（下端）の FL からの位置は 60～95 cm のため、保守的に 40 cm とした。 

*2 一般冷却水配管及び上水配管からの溢水量 

*3 冷却水配管からの溢水量 
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４．第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟における溢水に対する安全設計 

没水、被水及び蒸気に対して、１．に記載した基本方針の考え方に基づき、ウランを取り扱

う設備・機器を以下のとおり設計する。 

 

４．１ 没水に対する安全設計 

(a) 第１種管理区域内の溢水が、第１種管理区域から外部へ漏えいすることを防止するため、

第１種管理区域の境界部分の扉については、密閉構造の扉又は没水水位より高い堰等を

設置する。 

(b) 第１種管理区域内の液体廃棄設備の貯槽類その他の溢水が施設外へ漏えいすることを防

止するため、第２加工棟第２廃棄物処理室及び第１廃棄物貯蔵棟Ｗ１廃棄物処理室には、

溢水を受ける地下貯槽ピット及び流入する経路を設ける。 

(c) 溢水の拡大を防止するため、建物の上階から下階への配管貫通部をシールする。 

(d) 溢水の水位抑制のため、溢水防護区画内の扉は密閉構造ではない扉とするとともに、堰

の高さを制限することにより、溢水が流出入する構造とする。 

(e) 臨界防止及びウランの漏えい防止の観点から、ウランを取り扱う設備・機器を没水水位

より上に設置する。 

(f) 没水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止するため、連続焼結炉の電気・計装盤は

没水水位より高く設置する。 

(g) 閉じ込めの機能の喪失を防止するため、気体廃棄設備（電気・計装盤を含む。）は没水水

位より高く設置する。 

(h) 溢水の拡大を防止するため、溢水の発生を検知する漏水検知器を溢水防護区画内の溢水

源の近傍又は溢水経路に設置する。 

(i) 溢水量抑制のため、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加

速度を検知した時点で、地上又は地下に設置された水槽から第２加工棟の設備・機器へ

の給水ポンプを手動にて停止し、また第１廃棄物貯蔵棟の設備・機器への上水配管の手

動遮断弁を閉止する。 

(j) さらなる溢水防止対策として、上記(i)につき、耐震重要度分類第１類に求められる地震

力を超えない程度の地震加速度（震度５弱相当）を検知した時点で、第２加工棟の設備・

機器への給水ポンプを自動停止及び第１廃棄物貯蔵棟の設備・機器への上水配管の緊急

遮断弁を自動閉止させる機能を設置する。この緊急遮断弁の自動閉止の機能は、二重化

して設置する設計とする。 

 

４．２ 被水に対する安全設計 

(a) 臨界防止及びウランの漏えい防止の観点から、粉末状のウランを取り扱う設備・機器に

おいて、フード等の開口部からウランが被水するおそれがある箇所については、配管側

に遮水板又は設備側に防水カバーを設置する。更に、浸水防止の確実性を高めるため、

第２ラインの粉末混合機及び供給瓶については、多重の対策とする。（付属書類９－２ 

基本方針書） 

(b) 被水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止するため、連続焼結炉の電気・計装盤に

おいて、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置する、又は被水し水の侵
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入のおそれがある扉、配線等による開口部にシール若しくは防水カバーを設置する。 

(c) 閉じ込めの機能の維持のため、気体廃棄設備の電気・計装盤、モータ等の電気機器及び

フィルタにおいて、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置する、又は被

水し水の侵入のおそれがある扉、配線等による開口部にシール若しくは防水カバーを設

置する。 

(d) 被水し水の侵入により電気火災が発生するおそれがある電気・計装盤は、没水水位より

高い位置に配置し、漏電遮断器を設置するとともに、防水カバーを設置する又は電源を

遮断する措置を講じる。 

(e) 上記(a)～(d)の被水対策のうち、防水カバー又は遮水板を設置する場合において、溢水

源となる配管系統が上水、循環冷却水（連続焼結炉）、循環冷却水（一般）、循環冷却水

（焼却炉）のいずれか※に該当する場合、その配管系統に手動の遮断弁を設置することに

より防護対象設備が被水する時間を制限し、防水カバー又は遮水板による被水防止対策

の確実性を高める設計とする。この遮断弁の耐震重要度分類は防護対象設備と同類とす

る。 

 

※当該配管系統は多量の水源を建物外に有しているため、漏水を隔離するまで被水が継

続する系統である。なお、これら系統の溢水量の評価においては、漏水の隔離時間を

考慮して最大溢水量を設定する（３．４参照）。 

 

前記の被水に対する安全設計のうち、遮水板及び防水カバーによる被水防止設計について

添付説明書１に示す。 

 

４．３ 蒸気に対する安全設計 

(a) 蒸気発生装置の稼働時には操作員が監視し、蒸気漏えいが発生した場合には、直ちに蒸

気発生装置のヒータ電源遮断及び配管の弁の閉止を行う。 

第１廃棄物貯蔵棟Ｗ１廃棄物処理室（第１種管理区域）に設置している蒸発乾固装置の

熱源として、屋外に設置する電気ボイラから蒸気配管を通じて供給する。 

この電気ボイラは、貫流型の約 0.4 MPa、45 kg/h の仕様の簡易ボイラであり、蒸気配管

も配管径 10A であることから、万一漏えいしても影響は小さい。また、蒸気配管を設置

する当該溢水防護区画には、蒸気によって閉じ込めの安全機能を損なう防護対象設備は

なく、蒸気が拡散し、他の溢水防護区画へ侵入する開口部はない。 

 

５．本申請における内部溢水対策 

没水評価の結果から、内部溢水対策を行うための溢水防護区画（第４次設工認申請書本文添

付図 図ハ－２－１－１－４６～５０）を新たに設定し、以下の対策を行う。溢水防護区画の

最大没水水位と溢水対策を表９に示す。 

 

５．１ 臨界防止機能の維持 

本申請の防護対象設備は、溢水防護区画 A1-1、B1 及び B2 の設備・機器である。 
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溢水防護区画 A1-1 及び B1 の最大没水水位はそれぞれ 7.6 cm、7.5 cm であり、当該区画内

の設備・機器のウランの取り扱いは、この高さ以上とする。 

溢水防護区画 B2 は、第２種管理区域であり溢水を閉じ込めた管理としていないが、全て区

画内に滞留したとしても最大没水水位 5.8 cm であり、当該区画内の設備・機器のウランの取

り扱いは、この高さ以上とする。また第２集合体保管室への溢水の流入を防止するため、8 cm

以上の堰を設置する。 

 

５．２ 閉じ込めの機能の維持 

第１種管理区域から外部へウランを流出させないため、以下に示すウランを含む溢水の流

出防止だけなく、第１種管理区域外からの溢水の流入による第１種管理区域内の溢水量の増

加防止の対策を講じる。 

・第１種管理区域において、溢水経路を含む溢水防護区画から他の溢水防護区画及び溢水

防護区画外への溢水の流出する経路に密閉構造（エアタイト扉（PAT 仕様））扉、最大没

水水位以上の堰を設置する。 

・第２種管理区域において、第１種管理区域の溢水防護区画への溢水の流出経路に最大没

水水位以上の堰を設置する。 

・地下貯槽ピットへの溢水の流出する経路を確保するため、開口部を設置する。 

・溢水の拡大を防止するため、建物の上階から下階への配管貫通部をシールする。 

 

５．３ 電気火災の発生防止 

・ウランを取り扱う設備に接続する電気・計装盤で被水のおそれのあるものについては、

導通部が没水水位より高い位置になる高さに配置し、漏電遮断器を没水水位より高い位

置に設置するとともに、電源を遮断する措置を講じる。 

  



 

3667 

表９ 溢水防護区画の最大没水水位と溢水対策 

建物 階層 
管理区域 

区分 

溢水防護 

区画 

溢水防護区画の 

最大没水水位 

（cm） 

本申請における溢水対策 

第２加工棟 １階 第１種 A1-1 

7.6 

扉：エアタイト扉（PAT 仕様） 

堰高さ：10 cm 以上 

ウラン取り扱い高さ：10 cm 以上 

焼結設備制御系：10 cm 以上 

分電盤：8 cm 以上 

液溜 

＜22.0 

 

分電盤：22 cm 以上 

   A1-2 ＜1 

堰高さ：10 cm 以上 

分電盤：1 cm 以上 

床開口部グレーチング：流路断面積 0.20 m2以上 

配管溝貫通孔：流路断面積 0.05 m2 

地下貯槽ピット貫通孔：流路断面積 0.01 m2 

   A1-3 ＜12 

扉：エアタイト扉（PAT 仕様） 

分電盤：14 cm 以上 

床架台開口部（パンチングメタル） 

                  ：流路断面積 0.30 m2以上 

地下貯槽ピット蓋開口部：流路断面積 0.08 m2 

地下貯槽ピット貫通孔：流路断面積 0.01 m2 

 ２階 第１種 B1 ＜7.5 

扉：エアタイト扉（PAT 仕様） 

堰高さ：15 cm 以上 

ウラン取り扱い高さ：20 cm 以上 

分電盤：8 cm 以上 

  第２種 B2 5.8 
堰高さ：8 cm 以上 *1 

ウラン取り扱い高さ：20 cm 以上 

 ３階 第１種 C1-1 15.2 

扉：エアタイト扉（PAT 仕様） 

堰高さ：16 cm 以上 

ウラン取り扱い高さ：20 cm 以上 

分電盤：16 cm 以上 

   C1-2 4.0 

扉：エアタイト扉（PAT 仕様） 

堰高さ：8 cm 以上 

気体廃棄設備高さ：12 cm 以上 

分電盤：5 cm 以上 

  第２種 C2 7.4 分電盤：8 cm 以上 

 ４階 第２種 D2 6.1 

扉：エアタイト扉（PAT 仕様） 

堰高さ：8 cm 以上 

気体廃棄設備高さ：7.5 cm 以上 

分電盤：7 cm 以上 

第１廃棄物

貯蔵棟 
１階 第１種 E1 ＜1 

扉：エアタイト扉（PAT 仕様） 

堰高さ： 5.5 cm 以上 

気体廃棄設備高さ：12 cm 以上 

分電盤：5 cm 以上 

床開口部グレーチング：流路断面積 0.20 m2以上 

 中２階 第２種 F2 ＜3 
気体廃棄設備高さ：6 cm 以上 

分電盤：5 cm 以上 

 ２階 第２種 G2 ＜3 
気体廃棄設備高さ：11 cm 以上 

分電盤：5 cm 以上 

*1 B2 から第２集合体保管室への流出を防止する。 
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参考資料 

溢水源となる容器類の溢水量 

【第２加工棟】 

溢水防護 

区域 
設置場所 容器 種別 個数 

容量 

（m3） 
備考 

A1-1 第２－１混合室 空調ドレン廃水タンク 一般 3 0.30 ― 

 第２－１ペレット室 連続焼結炉（炉体） *1 認可 1 0.02 ― 

  センタレス循環水タンク 認可 1 0.02 ― 

  研削屑回収釜 認可 1 0.02 ― 

  凝集沈殿槽 認可 4 1.70 *2 堰を設けた区域（液溜③

容積：8.9 m3）に設置。

*3 

  ろ過水槽 認可 2 0.40 *2 

  処理水槽 認可 4 1.00 *2 

  考慮する溢水の合計   0.36 →0.40 として評価 

 第２－２混合室 空調ドレン廃水タンク 一般 2 0.20 ― 

 第２－２ペレット室 センタレス研削液タンク 認可 1 0.01 ― 

  連続焼結炉（炉体） 認可 1 0.02 ― 

  流しタンク 認可 1 0.18 
堰を設けた区域（液溜③

容積：8.9 m3）に設置。

*3 

  循環水タンク１ 認可 1 0.01 *2 

  循環水タンク 2 認可 1 0.02 *2 

  研削液回収釜 認可 1 0.02 *2 

  考慮する溢水の合計   0.23 →0.30 として評価 

A1-2 第２洗濯室 洗濯機水槽 一般 4 0.50 ― 

  考慮する溢水の合計   0.50 ― 

A1-3 第２廃棄物処理室 集水槽 No.1 認可 1 0.80 

堰を設けた区域（液溜①

容積：4.1 m3）に設置。 

  凝集槽 認可 1 0.24 

  凝集沈殿槽 認可 1 1.50 

  沈殿槽 認可 1 0.40 

  薬剤タンク 認可 2 0.40 

  タンク No.1 認可 1 0.14 

  タンク No.2 認可 1 0.10 

  集水槽 No.2 認可 1 0.50 
堰を設けた区域（液溜②

容積：1.2 m3）に設置。 

  考慮する溢水の合計   4.10 →4.10 として評価 

B1 第２－１燃料棒加工室 脱ガス炉 チャンバ *1 認可 5 0.10 ― 

  考慮する溢水の合計   0.10 →0.10 として評価 

B2 第２部品室 フイルム現像処理槽 一般 1 0.07 ― 

  現像液・定着液タンク 一般 2 0.16 ― 

  純水装置給水タンク 一般 1 0.20 ― 

  純水加熱槽 一般 1 0.20 ― 

  部品洗浄設備 一般 1 0.33 ― 

  考慮する溢水の合計   0.96 →1.00 として評価 

C1-1 第２分析室 廃液処理設備 認可 1 0.08 堰を設けた区域（液溜④

容積：1.1 m3）に設置。   スクラバー 認可 1 1.00 

  流しシンク水槽 認可 1 0.07 ― 

  機器冷却水循環装置 一般 8 0.10 ― 

  考慮する溢水の合計   1.25 →1.25 として評価 

 第２開発室 廃液処理設備 認可 1 0.15 ― 

  流しシンク水槽 認可 1 0.10 ― 

  機器冷却水循環装置 一般 2 0.35 ― 

  研磨機 認可 2 0.04 ― 

  センタレス研削盤 認可 1 0.03 ― 

  考慮する溢水の合計   0.67 →0.70 として評価 

― 屋上 冷温水高置水槽 *1 一般 1 0.32 ― 

  消火栓高置水槽 *1 認可 1 0.32 ― 

  考慮する溢水の合計   0.64 →0.64 として評価 

＊1 配管と接続されて配管系統の一部となっているため、配管破断時の溢水量に含んで評価する。 
＊2 堰内のため、周囲の区域への漏水はないとする。 
＊3 堰を設けた区域は、第２－１ペレット室及び第２－２ペレット室に跨っており、一つの液溜（8.9 m3）と

する。 
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【第１廃棄物貯蔵棟】 

溢水防護

区域 
設置場所 容器 種別 個数 

容量 

（m3） 
備考 

E1 Ｗ1 廃棄物処理室 凝集沈殿槽 認可 1 0.49 

堰を設けた区域（液溜⑤

容積：5.4 m3）に設置。 

  薬剤タンク 認可 2 0.31 

  タンク No.1 認可 1 0.37 

  タンク No.2 認可 2 1.08 

  タンク No.3 認可 1 0.22 

  湿式除染機 認可 1 0.13 

  水洗除染タンク 認可 1 0.26 

  焼却炉ジャケット 認可 1 1.10 

  考慮する溢水の合計   4.42 →4.50 として評価 
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付属書類９－１ 添付説明書１ 

 

 

遮水板及び防水カバーによる被水防止設計 

 

 

本資料では、付属書類９－１に記載した加工施設内における溢水に対する被水対策のうち、遮

水板及び防水カバーによる被水防止設計について示す。 

 

１．遮水板及び防水カバーの設計 

被水対策は防護対象となる設備の構造のほか、溢水源との距離や位置関係を考慮して遮水板

又は防水カバー、あるいはこれらの組み合わせにより行う。 

遮水板又は防水カバーによる被水対策の設計内容を下記に示す。 

 

(1) 遮水板 

遮水板による被水対策は、柔軟性のあるシートを配管に巻き付け熱溶着により固定し、配

管の周方向を被覆することにより行う（添説－１－１図）。 

遮水板による被水対策は、配管の腐食等によるピンホールや亀裂に伴い生じる飛散距離の

大きい飛水から防護することを主目的としている。このため、地震等によって遮水板により

被覆している配管自体が破断するような事象に対しての機能維持を期待せず、配管と同じ耐

震重要度分類として扱う。なお、遮水板の材質には火災時の延焼を防止するため、建築基準

法第 2条第 9号及び同法施行令第 108 条の 2の規定に適合する不燃材料を使用する。 

 

(2) 防水カバー 

防水カバーによる被水対策は、防護対象とする設備の開口部に金属製のカバーを設けるこ

とにより行う。制御盤等の開口部やモータへの設置に当たっては、排熱等の機能を阻害しな

いよう配慮し設計を行う。防水カバーは、防護対象設備と同じ耐震重要度分類とする。 

 

 

 

添説－１－１図 遮水板の固定方法  

熱溶着
遮水板

配管

熱溶着

配管

遮水板
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２．被水防護対象設備の設定 

付属書類９－１に記載した加工施設内における溢水に対する設計の基本方針では、被水対策

としてウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計するとしている。 

(a)臨界防止及びウランの漏えい防止の観点から、粉末状のウランを取り扱う設備・機器にお

いて、フード等の開口部からウランが被水するおそれがある箇所については、配管側に遮

水板又は設備側に防水カバーを設置する。更に、浸水防止の確実性を高めるため、第２ラ

インの粉末混合機及び供給瓶については、多重の対策とする。（付属書類９－２基本方針書） 

(b)被水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止するため、連続焼結炉の電気・計装盤にお

いて、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置する、又は被水し水の侵入の

おそれがある扉、配線等による開口部にシール若しくは防水カバーを設置する。 

(c)閉じ込めの機能の維持のため、気体廃棄設備の電気・計装盤、モータ等の電気機器及びフ

ィルタにおいて、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置する、又は被水し

水の侵入のおそれがある扉、配線等による開口部にシール若しくは防水カバーを設置する。 

(d)被水し水の侵入により電気火災が発生するおそれがある電気・計装盤は、没水水位より高

い位置に配置し、漏電遮断器を設置するとともに、防水カバーを設置する又は電源を遮断

する措置を講じる。 

(e)上記(a)～(d)の被水対策のうち、防水カバー又は遮水板を設置する場合において、溢水源

となる配管系統が上水、循環冷却水（連続焼結炉）、循環冷却水（一般）、循環冷却水（焼却

炉）のいずれか※に該当する場合、その配管系統に手動の遮断弁を設置することにより防護

対象設備が被水する時間を制限し、防水カバー又は遮水板による被水防止対策の確実性を

高める設計とする。この遮断弁の耐震重要度分類は防護対象設備と同類とする。 

 

※当該配管系統は多量の水源を建物外に有しているため、漏水を隔離するまで被水が継続

する系統である。なお、これら系統の溢水量の評価においては、漏水の隔離時間を考慮

して最大溢水量を設定する（付属書類９－１ ３．４参照）。 

 

 

本申請の第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟の設備・機器に対し、以下の考え方により防護対

象設備を設定した。 

(1)基本方針(a)の粉末状のウランを取り扱う設備・機器については、焼却設備 焼却炉の

囲い式フードに被水し水の侵入のおそれのある開口部（給気口）があるため、被水対策

として金属製の防水カバーを設置する。また、浸水防止の確実性を高めるための更なる

多重対策を行う対象としている粉末混合機 No.2-1 粉末混合機及び供給瓶 No.2-1 供給

瓶を遮水板又は防水カバーによる防護対象設備とする。なお、防水カバーは粉末混合機

及び供給瓶の投入口を設けている、粉末混合機 No.2-1 粉末投入機及び粉末搬送機 No.2-

1 粉末搬送容器昇降リフトに設置する。 

(2)基本方針(b)の連続焼結炉の電気・計装盤については、連続焼結炉 No.2-1 の運転及び制

御に必要な動力盤、トランス盤、制御盤を対象とする。このうち、トランス盤について

は、被水し水の侵入のおそれのある開口部はなく、被水対策を必要としないことを確認

している。 
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(3)基本方針(c)の気体廃棄設備の電気・計装盤、モータ等の電気機器及びフィルタについ

ては、負圧維持の観点から局所排風機の制御盤及びこれらのモータ、閉じ込めの観点か

ら全てのフィルタユニットを防護対象とする。局所排風機の制御盤及びモータについて

は、溢水源となる配管との位置関係、構造等を考慮し、遮水板による被水対策のみで十

分と判断している。なお、これらの一部には配管破断による被水が考えられるものがあ

るが、当該モータについては屋外仕様（防水仕様）となっていること、制御盤について

は開口部が上部から水が侵入しにくい構造となっていることから防水カバーの設置は不

要であることを確認している。また、フィルタユニットについては、被水し水の侵入の

おそれのある開口部はないことから被水対策を必要としない。なお、気体廃棄設備 No.1

のフィルタユニットを設置している第２フィルタ室、気体廃棄設備 No.2 の排風機 No.2

を設置しているＷ１－１排風機室には被水源はない。また、気体廃棄設備 No.2 の排風機

No.3～排風機 No.6 を設置しているＷ１－２排風機室には被水源はないが、隣室の第１廃

棄物貯蔵室に被水源があることから、これを考慮する。 

(4)基本方針(d)の被水し水の侵入のおそれのあるウランを取り扱う設備・機器の電気・計

装盤については、漏電遮断器を電気・計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとと

もに電源を遮断する措置を講じることから、防水カバーによる被水防止対策は行わない。 

 

防護対象設備と当該設備の被水対策を添説－１－１表に示す。 

 

  



 

3674 

添説－１－１表 防護対象設備 

設備名 設置場所 
被水源の 

配管系統 

被水対策の要否 

遮水板 
防水 

カバー 
遮断弁 

粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 第２加工棟 

 第２－２混合室 

空調ドレン水 

消火水 

要 要 
不要 

供給瓶 No.2-1 供給瓶 要 要 

連 続 焼 結 炉

No.2-1 

動力盤 
第２加工棟 

 第２－２ペレット室 

循環冷却水(連続焼

結炉) 

循環冷却水 (一般) 

不要 要 

要 トランス盤 不要 不要(1) 

制御盤 不要 要 

気体廃棄設備

No.1 

排風機（305-F） 

第２加工棟 

 第２排風機室 

循環水(空調) 

上水 

消火水 

要 不要(2) 

要 
排風機（306-F） 要 不要(2) 

排風機（308-F） 要 不要(2) 

制御盤 要 不要(1) 

フィルタユニット 

（FU-401） 

第２加工棟 

 第２フィルタ室 
無 

― ― 

不要 

フィルタユニット 

（FU-402） 
― ― 

フィルタユニット 

（FU-403） 
― ― 

フィルタユニット 

（FU-404） 
― ― 

フィルタユニット 

（FU-405） 
― ― 

フィルタユニット 

（FU-406） 
― ― 

フィルタユニット 

（FU-407） 
― ― 

フィルタユニット 

（FU-408） 
― ― 

気体廃棄設備

No.2 

No.2 排風機 第１廃棄物貯蔵棟 

 Ｗ１－１排風機室 
無 

― ― 
不要 

制御盤 ― ― 

No.3 排風機 

第１廃棄物貯蔵棟 

 Ｗ１－２排風機室 

循環冷却水(焼却

炉) 

要 不要(3) 

要 

No.4 排風機 要 不要(3) 

No.5 排風機 要 不要(3) 

No.6 排風機 要 不要(3) 

制御盤 不要(3) 不要(3) 

No.1 フィルタユニット 

第１廃棄物貯蔵棟 

 Ｗ１廃棄物処理室 

循環冷却水(焼却

炉) 

不要 不要(1) 

不要 

No.2 フィルタユニット 不要 不要(1) 

No.5 フィルタユニット 不要 不要(1) 

No.8 フィルタユニット 不要 不要(1) 

No.3 フィルタユニット 不要 不要(1) 

No.4 フィルタユニット 不要 不要(1) 

焼却設備 焼却炉 
第１廃棄物貯蔵棟 

 Ｗ１廃棄物処理室 

循環冷却水(焼却

炉) 
不要 要 要 

(1)構造上開口部を有しない又は被水し水の侵入のおそれのある開口部がない 

(2)防水仕様（屋外用）を使用している 

(3)被水源から離れており、被水のおそれがない  
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３．被水対策に遮水板及び防水カバーの性能、個数、設置場所、基本図面 

遮水板及び防水カバーの基本仕様、性能、個数、設置場所、基本図面について、添説－１－

２表に示す。 

 

添説－１－２表 遮水板及び防水カバーの基本仕様 

 設置箇所 仕様表 添付図 

防水 

カバー 

{2044}粉末混合機 No.2-1 

 粉末投入機 

表ハ－２Ｐ設－３－１ 

表リ－他－１ 
図ハ－２Ｐ設－３－１（４） 

{2047}粉末搬送機 No.2-1 

 粉末搬送容器昇降リフト 

表ハ－２Ｐ設－５－１ 

表リ－他－１ 
図ハ－２Ｐ設－５－１（４） 

{2064}連続焼結炉 No.2-1 

 

表ハ－２Ｐ設－１３－１ 

表リ－他－１ 

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１５）

図ハ－２Ｐ設－１３－１（１６） 

{6138}焼却設備 

 焼却炉 

表ト－Ｗ１設－５－１ 

表リ－他－１ 
図ト－Ｗ１設－５－１－１（２） 

遮水板 

{1002}第２加工棟 

 第２－２混合室 

 第２－２ペレット室 

追第４次 表ハ－２－１ 

表ハ－２Ｐ設－３－２ 

表ハ－２Ｐ設－６－１ 

図リ－他－１３（１） 

図リ－他－１３（３） 

{1002}第２加工棟 

 第２排風機室 

追第４次 表ハ－２－１ 

表ト－２Ｐ設－２－１ 

表ト－２Ｐ設－２－２ 

表ト－２Ｐ設－２－３ 

表ト－２Ｐ設－２－４ 

図リ－他－１３（１） 

図リ－他－１３（３） 

{1002}第１廃棄物貯蔵棟 

 第１廃棄物貯蔵室 

表ト－Ｗ１建－１ 

表ト－Ｗ１設－２－１ 

図リ－他－１３（２） 

図リ－他－１３（３） 
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付属書類９－２ 加工施設内における溢水に対する臨界防止設計に関する基本方針書 
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１．臨界防止設計 

 

２．防護対象設備の性能、個数、設置場所、基本図面 

 

３．溢水の影響 

３．１ 形状寸法、幾何学的形状の制限について 

３．２ 質量の制限について 

３．３ 減速条件の管理について 

３．４ 水の侵入防止の設計及び管理並びに没水及び浸水の影響評価について 
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１．臨界防止設計 

粉末状のウラン、ペレット、燃料棒及び燃料集合体を取り扱う設備・機器は、以下に示すと

おり、没水しても未臨界を維持するように設計する。 

（減速条件を管理しない設備・機器） 

・粉末状のウランを形状寸法、幾何学的形状（容積を含む）又は質量を制限して取り扱う設

備・機器は、粉末状のウランが水没状態であっても臨界に達するおそれのない設計とする。 

・ペレットを取り扱う設備・機器は、ペレットが水没状態であっても臨界に達するおそれの

ない設計とする。 

・燃料棒又は燃料集合体を取り扱う設備・機器は、燃料棒及び燃料集合体が水没状態であっ

ても臨界に達するおそれのない設計とする。 

（減速条件を管理する設備・機器） 

・粉末状のウランを取り扱う設備・機器は、設備・機器が水没状態であっても臨界に達する

おそれのない設計とする。 

 

２．防護対象設備の性能、個数、設置場所、基本図面 

本申請において防護対象設備とする設備・機器の基本仕様、性能、個数、設置場所、基本図

面について、表１に示す。 
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表１ 設備・機器の仕様表及び添付図 

設備・機器 仕様表 添付図 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト 表ハ－２Ｐ設－２－１ 図ハ－２Ｐ設－２－１ 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移載機 表ハ－２Ｐ設－２－２ 図ハ－２Ｐ設－２－２ 

粉末混合機 No.2-1 粉末投入機 表ハ－２Ｐ設－３－１ 図ハ－２Ｐ設－３－１ 

粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 表ハ－２Ｐ設－３－２ 図ハ－２Ｐ設－３－２ 

粉末搬送機 No.2-1 
粉末搬送容器 表ハ－２Ｐ設－４－１ 図ハ－２Ｐ設－５－１ 

粉末搬送容器昇降リフト 表ハ－２Ｐ設－５－１ 図ハ－２Ｐ設－５－１ 

供給瓶 No.2-1 供給瓶 表ハ－２Ｐ設－６－１ 図ハ－２Ｐ設－６－１ 

プレス No.2-1 表ハ－２Ｐ設－７－１ 図ハ－２Ｐ設－７－１ 

焙焼炉 No.2-1 

研磨屑乾燥機 表ハ－２Ｐ設－８－１ 図ハ－２Ｐ設－８－１ 

破砕装置 表ハ－２Ｐ設－８－２ 図ハ－２Ｐ設－８－２ 

粉末取扱フード 表ハ－２Ｐ設－８－３ 図ハ－２Ｐ設－８－３ 

粉末取扱機 表ハ－２Ｐ設－９－１ 図ハ－２Ｐ設－９－１ 

焙焼炉 表ハ－２Ｐ設－９－２ 図ハ－２Ｐ設－９－２ 

計量設備架台 No.4 表ハ－２Ｐ設－１０－１ 図ハ－２Ｐ設－１０－１ 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレッ

ト搬送装置 

圧粉ペレット搬送部 表ハ－２Ｐ設－１１－１ 図ハ－２Ｐ設－１１－１ 

圧粉ペレット抜取部 表ハ－２Ｐ設－１１－２ 図ハ－２Ｐ設－１１－２ 

圧粉ペレット移載部 表ハ－２Ｐ設－１１－３ 図ハ－２Ｐ設－１１－３ 

焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送

装置 

ボート搬送装置部 表ハ－２Ｐ設－１１－４ 図ハ－２Ｐ設－１１－４ 

段積装置部 表ハ－２Ｐ設－１１－５ 図ハ－２Ｐ設－１１－５ 

有軌道搬送装置 表ハ－２Ｐ設－１２－１ 図ハ－２Ｐ設－１２－１ 

連続焼結炉 No.2-1 表ハ－２Ｐ設－１３－１ 図ハ－２Ｐ設－１３ 

焼結ボート置台 
焼結ボート置台部 表ハ－２Ｐ設－１４－１ 図ハ－２Ｐ設－１４－１ 

焼結ボート解体部 表ハ－２Ｐ設－１４－２ 図ハ－２Ｐ設－１４－２ 

ペレット搬送設備 No.2-1 

ペレット移載部 表ハ－２Ｐ設－１５－１ 図ハ－２Ｐ設－１５－１ 

ＳＵＳトレイ搬送部 表ハ－２Ｐ設－１５－２ 図ハ－２Ｐ設－１５－２ 

ＳＵＳトレイ保管台部 表ハ－２Ｐ設－１５－３ 図ハ－２Ｐ設－１５－３ 

センタレス研削装置 No.2-1 

ペレット供給機 表ハ－２Ｐ設－１６－１ 図ハ－２Ｐ設－１６－１ 

センタレス研削盤 表ハ－２Ｐ設－１６－２ 図ハ－２Ｐ設－１６－２ 

ペレット乾燥機 表ハ－２Ｐ設－１６－３ 図ハ－２Ｐ設－１６－３ 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレッ

ト移載装置 

ペレット検査台部 表ハ－２Ｐ設－１７－１ 図ハ－２Ｐ設－１７－１ 

ペレット移載部 表ハ－２Ｐ設－１７－２ 図ハ－２Ｐ設－１７－２ 

ペレット抜取部 表ハ－２Ｐ設－１７－３ 図ハ－２Ｐ設－１７－３ 

ペレット搬送設備 No.2-2 ペレッ

ト搬送装置 

波板搬送コンベア No.1 部 表ハ－２Ｐ設－１８－１ 図ハ－２Ｐ設－１８－１ 

波板搬送コンベア No.2 部 表ハ－２Ｐ設－１８－２ 図ハ－２Ｐ設－１８－１ 

目視検査部 表ハ－２Ｐ設－１８－３ 図ハ－２Ｐ設－１８－３ 

ペレット搬送設備 No.2-2 波板移

載装置 

入庫前コンベア部 表ハ－２Ｐ設－１８－４ 図ハ－２Ｐ設－１８－４ 

波板移載部 表ハ－２Ｐ設－１８－５ 図ハ－２Ｐ設－１８－５ 

センタレス研削装置 No.2-1 

研磨屑回収装置 表ハ－２Ｐ設－１９－１ 図ハ－２Ｐ設－１９－１ 

研削液タンク 表ハ－２Ｐ設－１９－１ 図ハ－２Ｐ設－１９－１ 

配管 表ハ－２Ｐ設－１９－２ 図ハ－２Ｐ設－１９－２ 

計量設備架台 No.7 表ハ－２Ｐ設－２０－１ 図ハ－２Ｐ設－２０－１ 

ペレット検査台 No.1 表ハ－２Ｐ設－２１－１ 図ハ－２Ｐ設－２１－１ 

焙焼炉 No.2-1 運搬台車 表ハ－２Ｐ設－２２－１ 図ハ－２Ｐ設－２２－１ 

スクラップ保管ラックＦ型運搬台車 表ハ－２Ｐ設－２３－１ 図ハ－２Ｐ設－２３－１ 

ペレット運搬台車 No.3 表ハ－２Ｐ設－２４－１ 図ハ－２Ｐ設－２３－１ 

Ｘ線透過試験機 No.1 表ニ－２Ｐ設－２－１ 図ニ－２Ｐ設－２－１ 
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設備・機器 仕様表 添付図 

ヘリウムリーク試験機 No.1 
トレイ挿入部 表ニ－２Ｐ設－３－１ 図ニ－２Ｐ設－３－１ 

ヘリウムリーク試験部 表ニ－２Ｐ設－３－２ 図ニ－２Ｐ設－３－２ 

燃料棒検査台 No.1 

燃料棒移送（Ｂ）部 表ニ－２Ｐ設－４－１ 図ニ－２Ｐ設－４－１ 

石定盤部 表ニ－２Ｐ設－４－２ 図ニ－２Ｐ設－４－２ 

燃料棒移送（Ｃ）部 表ニ－２Ｐ設－４－３ 図ニ－２Ｐ設－４－３ 

燃料棒搬送設備 No.4 
ストックコンベア（１）部 表ニ－２Ｐ設－５－１ 図ニ－２Ｐ設－５－１ 

燃料棒移載（３）部 表ニ－２Ｐ設－５－２ 図ニ－２Ｐ設－５－２ 

燃料棒搬送設備 No.5 

燃料棒移載（４）部 表ニ－２Ｐ設－６－１ 図ニ－２Ｐ設－６－１ 

燃料棒置台（１）部 表ニ－２Ｐ設－６－２ 図ニ－２Ｐ設－６－２ 

燃料棒置台（２）部 表ニ－２Ｐ設－６－３ 図ニ－２Ｐ設－６－３ 

燃料棒コンベア（１）部 表ニ－２Ｐ設－６－４ 図ニ－２Ｐ設－６－４ 

燃料棒コンベア（２）部 表ニ－２Ｐ設－６－５ 図ニ－２Ｐ設－６－５ 

燃料棒搬送設備 No.6 

燃料棒移載（５）部 表ニ－２Ｐ設－７－１ 図ニ－２Ｐ設－７－１ 

ストックコンベア（２）部 表ニ－２Ｐ設－７－２ 図ニ－２Ｐ設－７－２ 

燃料棒移載（６）部 表ニ－２Ｐ設－７－３ 図ニ－２Ｐ設－７－１ 

組立機 No.1 燃料棒挿入装置（１） 表ホ－２Ｐ設－２－１ 図ホ－２Ｐ設－２－１ 

組立機 No.2 燃料棒挿入装置（１） 表ホ－２Ｐ設－２－２ 図ホ－２Ｐ設－２－１ 

組立機 No.1 
組立定盤部 表ホ－２Ｐ設－３－１ 図ホ－２Ｐ設－３－１ 

スウェージング部 表ホ－２Ｐ設－３－２ 図ホ－２Ｐ設－３－１ 

組立機 No.2 
組立定盤部 表ホ－２Ｐ設－４－１ 図ホ－２Ｐ設－３－１ 

スウェージング部 表ホ－２Ｐ設－４－２ 図ホ－２Ｐ設－３－１ 

燃料集合体取扱機 No.1 表ホ－２Ｐ設－５－１ 図ホ－２Ｐ設－５－１ 

竪型定盤 No.1 表ホ－２Ｐ設－６－１ 図ホ－２Ｐ設－６－１ 

燃料集合体外観検査装置 No.1 表ホ－２Ｐ設－７－１ 図ホ－２Ｐ設－７－１ 

立会検査定盤 No.1 

燃料棒移送（Ｄ）部 表ホ－２Ｐ設－８－１ 図ホ－２Ｐ設－８－１ 

石定盤部 表ホ－２Ｐ設－８－２ 図ホ－２Ｐ設－８－２ 

燃料棒移送（Ｅ）部 表ホ－２Ｐ設－８－３ 図ホ－２Ｐ設－８－３ 

２ton 天井クレーン No.1 表ホ－２Ｐ設－９－１ 図ホ－２Ｐ設－９－１ 

２．８ton 天井クレーン 表ホ－２Ｐ設－１０－１ 図ホ－２Ｐ設－１０－１ 

燃料棒運搬台車 No.1 表ホ－２Ｐ設－１１－１ 図ホ－２Ｐ設－１１－１ 

スクラップ保管ラックＦ型 No.2-1 表ヘ－２Ｐ設－２－１ 図ヘ－２Ｐ設－２－１ 

スクラップ保管ラックＤ型 No.2-1 表ヘ－２Ｐ設－３－１ 図ヘ－２Ｐ設－３－１ 

スクラップ保管ラックＥ型 No.2-1 表ヘ－２Ｐ設－４－１ 図ヘ－２Ｐ設－４－１ 

ペレット保管ラックＤ型 No.2-1 表ヘ－２Ｐ設－５－１ 図ヘ－２Ｐ設－５－１ 

ペレット搬送設備 No.3 

ペレット保管箱台車 表ヘ－２Ｐ設－６－１ 図ヘ－２Ｐ設－６－１ 

ペレット保管箱台車 No.1 表ヘ－２Ｐ設－６－２ 図ヘ－２Ｐ設－６－２ 

ペレット保管箱台車 No.2 表ヘ－２Ｐ設－６－３ 図ヘ－２Ｐ設－６－３ 

ペレット搬送設備 No.4 
ペレットリフター 表ヘ－２Ｐ設－７－１ 図ヘ－２Ｐ設－７－１ 

ペレット保管箱受台 表ヘ－２Ｐ設－７－２ 図ヘ－２Ｐ設－７－２ 

ペレット保管ラックＥ型リフター 表ヘ－２Ｐ設－８－１ 図ヘ－２Ｐ設－８－１ 

分析試料保管棚 表ヘ－２Ｐ設－１１－１ 図ヘ－２Ｐ設－１１－１ 

開発試料保管棚 表ヘ－２Ｐ設－１２－１ 図ヘ－２Ｐ設－１２－１ 
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３．溢水の影響 

臨界防止設計において核的制限値として考慮する形状寸法、幾何学的形状、質量、減速条件

に対し、各々が溢水により受ける影響は、以下の表２のとおり整理できる。 

 

表２ 形状寸法、幾何学的形状、質量、減速条件に対する溢水の影響 

核的制限値 
溢水の影響 

減速条件を管理しない設備・機器 減速条件を管理する設備・機器 

形状寸法、幾何学的

形状 

没水により、設備・機器の形状が変化しないため、ウランに対する形状寸法、

幾何学的形状は影響を受けない。 

質量 
ウラン取扱い中の設備・機器の没水時には、追加のウラン投入は行わないた

め、没水により質量は影響を受けない。 

減速条件 

没水によるウランの減速条件への影

響は、臨界安全評価において考慮済み

であり影響を受けない。 

水密構造とし、没水したとしても浸水

しない対策をとることによりウラン

の減速条件が影響を受けることがな

い設計とする、又は浸水して減速条件

が影響を受けたとしても臨界に達し

ない設計とする。 

 

 

粉末状のウラン、ペレット、燃料棒及び燃料集合体を取り扱う設備・機器について、これら

の影響を考慮して臨界評価を行った結果を表３－１から表３－４に示す。これらの設備・機器

は、以下のとおり没水しても臨界に達するおそれのない設計であり、溢水に対する新たな安全

対策を必要としない。 

 

・粉末状のウランを取り扱う設備・機器のうち、減速条件を管理するため水密構造とした設

備・機器は、没水時にも減速条件は影響を受けない。また没水時も形状寸法、幾何学的形

状及び質量は影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨

界に達するおそれはない。 

・粉末状のウランを取り扱う設備・機器のうち取り扱うウランの質量が少ない場合や形状寸

法、幾何学的形状を制限するもの、ペレット、燃料棒及び燃料集合体を取り扱う設備・機

器は、没水による浸水を考慮した設計を行っている。また没水時にも形状寸法及び質量は

影響を受けないため、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界に達するお

それはない。 

 

各工程の臨界防止設計、水の侵入防止の設計及び管理、並びに没水及び浸水の影響評価は、

以下のとおりである。 

 

３．１ 形状寸法、幾何学的形状の制限について 

核的制限値として形状寸法又は幾何学的形状を設定する場合、粉末状のウランやペレット

の場合は、設備・機器の形状によってウランの存在する領域を制限し、また、燃料棒や燃料

集合体の場合は、それ自体の幾何学的形状と設備・機器の構造によってウランの存在する領

域を制限する（表３－１の設備・機器、表３－２の設備・機器のうち粉末搬送機 No.2-1 粉
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末搬送容器及び供給瓶 No.2-1（下部の粉末取出配管）、表３－３の設備・機器及び表３－４

の設備・機器のうちセンタレス研削装置 No.2-1（配管）、センタレス研削装置 No.2-1（研磨

屑回収装置、研削液タンク））。 

 

３．２ 質量の制限について 

設備・機器の形状寸法の制限が困難な場合は、核的制限値として取り扱うウランの質量を

制限する（表３－２の設備・機器のうち粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器及び供給瓶 No.2-1

（下部の粉末取出配管）以外、及び表３－４の設備・機器のうちセンタレス研削装置 No.2-1

（配管）配管、センタレス研削装置 No.2-1（研磨屑回収装置、研削液タンク）以外）。 

本加工施設において取り扱うウランは、事業所外からの搬入に先立って、材料証明書によ

り濃縮度、減速条件、核種含有量等の受入仕様を満たしていることを確認する。 

粉末入荷開梱工程において、粉末保管容器に収納し入荷した粉末状のウランは、秤量器に

より質量を測定し粉末保管容器ごとにウラン量を登録して管理する。 

ウラン量を登録した粉末保管容器の粉末状のウランを粉末混合機No.2-1 粉末混合機に投

入することによって、質量による制限を担保するが、更に、粉末混合機 No.2-1 粉末混合機

に設置した秤量器による計測値が設定値を超えるとインターロックが働き投入口の閉じ込め

弁が閉じる構造により、質量による制限を担保する。粉末混合機 No.2-1 粉末混合機から供

給瓶 No.2-1 供給瓶へは粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器、粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送

容器昇降リフトにより粉末状のウランを搬送するが、供給瓶 No.2-1 供給瓶においても粉末

混合機 No.2-1 粉末混合機と同様のインターロックにより質量による制限を担保する（粉末

搬送機 No.2-1 粉末搬送容器昇降リフトは搬送用機器であり、核的制限値はない）。 

焙焼炉 No.2-1 破砕装置、焙焼炉 No.2-1 粉末取扱フードについては、粉末状のウランを

粉末保管容器に収納してウラン量を登録し、核的制限値逸脱を防止する自動錠機構を持つ管

理システムにより質量制限を担保する。 

分析試料保管棚、分析試料保管棚以外の分析設備全体、開発試料保管棚、及び開発試料保

管棚以外の実験設備全体については、ウランを粉末保管容器に収納してウラン量を登録し、

挿入後のウラン量が核的制限値内であることを挿入する前に照会し取り扱う管理とすること

により、質量制限を担保する。 

焙焼炉 No.2-1 運搬台車（研磨屑又は粉末スクラップ）については、センタレス研削装置

No.2-1 センタレス研削盤にて研削するペレットの個数を計測し、規定の数量に達するとセ

ンタレス研削装置No.2-1 センタレス研削盤の供給コンベア及びペレットを供給しているセ

ンタレス研削装置No.2-1 ペレット供給機からのペレット供給を停止する研削個数超過防止

インターロックによって、質量制限値未満のウランを収納した研磨屑回収釜をセンタレス研

削装置 No.2-1 研磨屑回収装置から回収し焙焼炉 No.2-1 運搬台車で運搬することにより

質量制限を担保する。焙焼炉 No.2-1 研磨屑乾燥機については質量制限を担保した焙焼炉

No.2-1 運搬台車を用いて運搬した研磨屑を挿入することにより、質量制限を担保する。 

 

３．３ 減速条件の管理について 

粉末入荷開梱工程及び粉末調整工程の表３－１の設備・機器及び表３－２の設備・機器の

うち供給瓶 No.2-1（下部の粉末取出配管）以外の設備・機器が、減速条件を管理する設備・
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はない。 

②火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設

備・機器の本体を金属製容器による水密構造とする。これにより、減速条件は火災によ

る影響を受けるおそれはないが、可能な限り火災源となり得る可燃物を少なくする。 

③当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フ

ードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保す

る必要がある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以

外は防水カバーを閉じる。 

④没水による当該設備・機器への水の侵入を防止するため、当該設備・機器の設置場所は

溢水評価による没水高さよりも高い位置とする。 

⑤ウラン取り扱い時に水の侵入を防止するため、ウランの投入側と取出側の閉じ込め弁は

水密バルブとする。 

⑥溢水による被水を防止するため、粉末混合機 No.2-1 粉末混合機より低い位置の溢水源

となり得る配管に遮水板を設置する。 

⑦ウランの投入側の閉じ込め弁への被水を防止するため、ウラン投入時以外は、閉じ込め

弁の上部に蓋を設置する。 

⑧万一の溢水に対しても水の侵入を防止するため、投入口の漏水検知により投入側の閉じ

込め弁を閉止する構造とする。 

⑨ウランの投入側の閉じ込め弁が開放している間の浸水の可能性を極力低減するため、ウ

ラン投入時の閉じ込め弁開閉操作をペダルが踏まれていない間は蓋を閉止する機能を持

つフットペダル式とし、ウラン投入時のみ作業者によって閉じ込め弁を開放する構造と

する。 

⑩火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操作を停止し、閉じ

込め弁と投入口の蓋を閉じる。 

 

〔第２ライン 供給瓶 No.2-1 供給瓶〕 

①設備・機器の本体及び配管部は耐震重要度分類第１類とし、1.0 G の水平地震力に対し

て弾性範囲となる設計とする。したがって、形状寸法は地震による影響を受けるおそれ

はない。 

②火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設

備・機器の本体を金属製容器による水密構造とする。これにより、減速条件は火災によ

る影響を受けるおそれはないが、可能な限り火災源となり得る可燃物を少なくする。 

③当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フ

ードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保す

る必要がある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以

外は防水カバーを閉じる。 

④没水による当該設備・機器への水の侵入を防止するため、当該設備・機器の設置場所は

溢水評価による没水高さよりも高い位置とする。 

⑤ウラン取り扱い時に水の侵入を防止するため、ウランの投入側と取出側の閉じ込め弁は

水密バルブとする。 
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⑥溢水による被水を防止するため、供給瓶 No.2-1 供給瓶より低い位置の溢水源となり得

る配管に遮水板を設置する。 

⑦粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器により供給瓶 No.2-1 供給瓶へのウランを搬送する

際には、投入側の閉じ込め弁は粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器接続時にのみ弁が開く

構造とすることで水密構造を開放しない。未接続時は被水による水の侵入を防止するた

め、更に接続部に蓋を設置する。 

⑧火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は搬送操作を停止し、閉じ

込め弁と接続部の蓋を閉じる。 

 

これらの対策により溢水又は火災による水消火に対しても減速条件の制限を維持し、また

没水時も形状寸法及び質量は影響を受けないため臨界安全設計における評価条件からの変更

はなく、設計基準事故及び設計基準を超える条件においても、臨界に達するおそれはない。 
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表３－１ 臨界防止設計と溢水に対する評価結果（粉末入荷開梱工程、粉末搬出工程） 

設備・機器 核的制限値 減速条件 核的制限値の維持方法 溢水に対する臨界防止の評価結果 

貯蔵施設 

・粉末缶移載装置 No.1-1 

・粉末缶移載装置 No.1-2 

・粉末缶移載装置 No.2-1 

・粉末缶移載装置 No.2-2 

・粉末缶搬送コンベア No.1 

・粉末缶搬送コンベア No.2 

・原料搬送設備 No.2 

・原料保管設備Ｅ型原料搬送設備 

・原料保管設備Ｄ型 No.1 

・原料保管設備Ｅ型 No.1 

・スクラップ保管ラックＤ型 No.2-1 

・スクラップ保管ラックＥ型 No.2-1 

幾何学的形状 

（粉末保管容器（保管容

器 F型）の個数、配列を

制限する設備・機器の構

造） 

H/U≦1.0 

（粉末保管容

器内） 

〔幾何学的形状〕金属製の粉末保管容器を含む

貯蔵施設の設備・機器 

〔減速条件〕粉末保管容器はパッキン付きの蓋

をリングバンドで締め付ける水密構造とし、成

績書により事前に H/U≦1.0 を確認済みの粉末

状のウランを収納する。粉末調整工程の投入口

へ投入するまで開封せず H/U≦1.0 を維持す

る。 

未臨界（keff+3σ＜0.95） 

〔評価における減速条件〕 

粉末保管容器への水の侵入（水密度 1 g/cm3）と粉末保管容器

外部、設備・機器の没水の想定を含む水全反射条件とした。 

〔評価結果〕臨界計算の結果、臨界に達するおそれはないこと

を確認した。 

・臨界計算コード：KENO V.a 
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表３－２ 臨界防止設計と溢水に対する評価結果（粉末調整工程 第２ライン） 

設備・機器 核的制限値 減速条件 核的制限値の維持方法 溢水に対する臨界防止の評価結果 

第２ライン 

・粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶昇降リフト 

幾何学的形状 

（粉末保管容器の個数、

配列を制限する設

備・機器の構造） 

H/U≦1.0 

（粉末保管容

器内） 

〔幾何学的形状〕粉末保管容器 4個以下（粉末

缶移載機の粉末保管容器１個を含む）を積載し

た粉末保管パレット６個以下を取り扱う構造

（粉末保管容器のウラン量は、１個当たり 1.1 

kgU235 以下）。 

 

〔減速条件〕粉末状のウランを収納した水密構

造の粉末保管容器を開封せずに貯蔵施設から

出庫し取り扱う構造。 

未臨界（keff+3σ＜0.95） 

〔評価における減速条件〕 

粉末保管容器への水の侵入（水密度 1 g/cm3）と粉末保管容器

外部、設備・機器の没水の想定を含む水全反射条件とした。 

〔評価結果〕 

粉末保管容器に収納した粉末状のウランの取扱いを踏まえて、

設備・機器の幾何学的形状、質量（粉末保管容器の個数及び配

列、内包するウラン量）と粉末保管容器への浸水を想定した減

速条件で臨界計算を実施した。その結果、臨界に達するおそれ

はないことを確認した。 

・臨界計算コード：KENO V.a 

第２ライン 

・粉末缶搬送機 No.2-1 粉末缶移載機 

H/U≦1.0 

（設備・機器

内） 

〔幾何学的形状〕粉末保管容器１個を取り扱

い、搬送・投入する構造（粉末保管容器のウラ

ン量は、１個当たり 1.1 kgU235 以下）。 

 

〔減速条件〕囲い式フード内において粉末保管

容器１個を取り扱い、H/U≦1.0 確認済みの粉

末状のウランを取り扱う構造。 

第２ライン 

・粉末混合機 No.2-1 粉末混合機 

・粉末混合機 No.2-1 粉末投入機 

・供給瓶 No.2-1 

質量 50 kgU235 以下 H/U≦1.0 

（設備・機器

内） 

〔質量〕設備・機器内の粉末状のウラン量（粉

末搬送機 No.2-1 のウラン量を含む）が質量制

限値を超えないように、秤量器による計測値が

設定値を超えるとインターロックが働き投入

口の閉じ込め弁が閉じる構造。 

 

〔減速条件〕H/U≦1.0 確認済みの粉末状のウ

ランを、金属製の水密構造の設備・機器におい

て取り扱う構造。 

未臨界（keff+3σ＜0.95） 

〔評価における減速条件〕 

水の侵入を防止する対策を踏まえ、臨界安全設計における評価

条件と同条件（H/U≦1.0、水全反射）とした。 

〔評価結果〕 

溢水により減速条件、幾何学的形状、質量は影響を受けないた

め、臨界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界の

おそれはない。 

・臨界計算コード：KENO V.a 
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表３－２ 臨界防止設計と溢水に対する評価結果（続き）（粉末調整工程 第２ライン） 

設備・機器 核的制限値 減速条件 核的制限値の維持方法 溢水に対する臨界防止の評価結果 

第２ライン 

・粉末搬送機 No.2-1 

幾何学的形状（容積）50 

L 以下 

H/U≦1.0 

（粉末搬送容

器内） 

〔容積〕容積制限以下の粉末搬送容器により粉

末状のウランを取り扱う構造（粉末搬送機

No.2-1 は粉末搬送容器１個を装備し、粉末搬

送容器により粉末状のウランを粉末混合機

No.2-1粉末混合機から供給瓶No.2-1へ搬送す

るものである）。 

 

〔減速条件〕H/U≦1.0 確認済みの粉末状のウ

ランを、金属製の粉末搬送容器により取り扱う

構造。 

未臨界（keff+3σ＜0.95） 

〔評価における減速条件〕 

粉末搬送容器（容積 33 L）への水の侵入（水密度 1 g/cm3）と

被水（2.5 cm 水反射） 

〔評価結果〕 

粉末搬送容器への浸水と被水を想定した減速条件と粉末搬送

容器の幾何学的形状に基づいて臨界計算を実施した結果、臨界

に達するおそれはないことを確認した。 

・臨界計算コード：KENO V.a 

第２ライン 

・供給瓶 No.2-1（下部の粉末取出配管） 

形状寸法 

（直径、長さ） 

なし 〔形状寸法〕粉末取出配管は金属製とし、最適

な減速条件及び水反射の条件で keff+3σ＜

0.95 となるように決定した直径及び長さの円

筒形状の構造とする。 

未臨界（keff+3σ＜0.95） 

〔評価結果〕 

溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計に

おける評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。 

・臨界計算コード：KENO V.a 
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表３－３ 臨界防止設計と溢水に対する評価結果 

（圧縮成型工程、焼結研磨工程、挿入・溶接工程、ペレット搬入・搬出工程、燃料棒搬入・搬出工程、燃料棒検査工程、 

燃料棒解体工程、燃料集合体組立・検査工程、燃料集合体梱包・出荷工程、燃料集合体解体工程、燃料集合体搬入工程） 

設備・機器 核的制限値 減速条件 核的制限値の維持方法 溢水に対する臨界防止の評価結果 

・焼結炉搬送機 No.2-1 圧粉ペレット搬送装置 

・ペレット搬送設備 No.2-1 

・ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット移載装置 

・ペレット搬送設備 No.2-2 ペレット搬送装置 

・ペレット搬送設備 No.2-2 波板移載装置 

・スクラップ保管ラックＦ型運搬台車 

・ペレット運搬台車 No.3 

・センタレス研削装置 No.2-1（センタレス研削盤、

ペレット乾燥機） 

・ペレット一時保管台 

・ペレット検査台 No.1 

・ペレット検査装置 No.5 

・ペレット編成挿入機 No.1 

・ペレット編成挿入機 No.2-1 

・ペレット保管ラックＥ型リフター 

・第二端栓溶接設備 No.1 

・Ｘ線透過試験機 No.1 

・ヘリウムリーク試験機 No.1 

・燃料棒検査台 No.1 

・立会検査定盤 No.1 

・組立機 No.1 燃料棒挿入装置 

・組立機 No.2 燃料棒挿入装置 

・燃料棒搬送設備 

・燃料棒解体装置 No.1 

・燃料棒解体装置 No.2 

・焙焼炉 No.2-1 焙焼炉 

・計量設備架台 

形状寸法 

（厚さ 9.8 cm 以下） 

なし 〔形状寸法〕金属製の設備・機器 未臨界（TID-7016 Rev.2 に基づく） 

〔評価結果〕 

溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計に

おける評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。 

・センタレス研削装置 No.2-1（ペレット乾燥機） 

・燃料棒運搬台車 No.1 

（直径 2.54 cm 以下の枝

管の取扱い） 

なし 〔形状寸法〕臨界安全ハンドブック第２版に示

された制限値を設定し、ペレット一列又は燃料

棒１本を取り扱う設備・機器で寸法を制限す

る。 

未臨界（臨界安全ハンドブック第２版に基づく） 

〔評価結果〕 

溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計に

おける評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。 
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表３－３ 臨界防止設計と溢水に対する評価結果（続き） 

（圧縮成型工程、焼結研磨工程、挿入・溶接工程、ペレット搬入・搬出工程、燃料棒搬入・搬出工程、燃料棒検査工程、 

燃料棒解体工程、燃料集合体組立・検査工程、燃料集合体梱包・出荷工程、燃料集合体解体工程、燃料集合体搬入工程） 

設備・機器 核的制限値 減速条件 核的制限値の維持方法 溢水に対する臨界防止の評価結果 

・プレス No.2-1 形状寸法 

（厚さ） 

なし 〔形状寸法〕金属製の設備・機器 未臨界（臨界安全設計の臨界計算に基づく） 

〔評価結果〕 

溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計に

おける評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。 

・臨界計算コード：KENO V.a 

・焼結炉搬送機 No.2-1 ボート搬送装置 

・連続焼結炉 No.2-1 

・有軌道搬送装置 

・焼結ボート置台 

・ペレット搬送設備 No.2-1 

形状寸法 

（厚さ、幅） 

・脱ガス設備 No.1 

・燃料棒トレイ置台 

・組立機 No.1 

・組立機 No.2 

・燃料集合体取扱機 No.1 

・2 ton 天井クレーン 

・2.8 ton 天井クレーン 

・竪型定盤 No.1 

・燃料集合体外観検査装置 No.1 

・ペレット保管ラックＢ型 No.1 

・ペレット保管ラックＥ型 No.2-1 

・燃料棒保管ラックＢ型 No.1 

・燃料棒保管ラックＢ型 No.2 

・燃料集合体保管ラックＣ型 No.1 

・燃料集合体保管ラックＣ型 No.2 

・燃料集合体保管ラックＤ型 No.1 

・スクラップ保管ラックＦ型 No.2-1 

・ペレット保管ラックＤ型 No.2-1 

・ペレット搬送設備 No.3 

・ペレット搬送設備 No.4 

形状寸法 

（厚さ、幅、ペレット保

管箱、棒又は燃料集合体

の所定の形状寸法と、配

置については設備・機器

の構造による） 
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表３－４ 臨界防止設計と溢水に対する評価結果 

（研磨屑乾燥工程、焙焼工程、破砕工程、分析工程、開発試験工程、その他の工程（少量サンプルの取扱い）） 

設備・機器 核的制限値 減速条件 核的制限値の維持方法 溢水に対する臨界防止の評価結果 

・センタレス研削装置 No.2-1（配管） （直径 2.54 cm 以下の枝

管の取扱い） 

なし 〔形状寸法〕臨界安全ハンドブック第２版に示

された制限値を設定し、粉末状のウランを収納

する配管で寸法を制限する。 

未臨界 

（臨界安全ハンドブック第２版に基づく） 

〔評価結果〕 

溢水に対して形状寸法は影響を受けないため、臨界安全設計に

おける評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。 

・センタレス研削装置 No.2-1（研磨屑回収装置、

研削液タンク） 

幾何学的形状（容積）19 

L 以下 

なし 〔容積〕金属製の設備・機器 

研磨屑回収装置は所定の回転数以上とし、研磨

屑回収後の研磨廃液ウラン濃度を推定臨界下

限濃度以下とするために、所定の回転数未満で

センタレス研削盤を停止するインターロック

による制限とする。 

未臨界 

（TID-7016 Rev.2 に基づく） 

〔評価結果〕 

溢水に対して幾何学的形状（容積）は影響を受けないため、臨

界安全設計における評価条件からの変更はなく、臨界のおそれ

はない。 

・焙焼炉 No.2-1 破砕装置 

・焙焼炉 No.2-1（粉末取扱フード、粉末取扱機） 

質量 

（均質：0.75 kgU235 以

下 、 非 均 質 ： 0.65 

kgU235 以下） 

なし 〔質量〕ウランを粉末保管容器に収納してウラ

ン量を登録し、核的制限値逸脱を防止する自動

錠機構を持つ管理システム 

未臨界 

（TID-7016 Rev.2 に基づく） 

〔評価結果〕 

溢水に対して質量は影響を受けないため、臨界安全設計におけ

る評価条件からの変更はなく、臨界のおそれはない。 

・分析試料保管棚 

・分析試料保管棚以外の分析設備全体 

・開発試料保管棚 

・開発試料保管棚以外の実験設備全体 

・計量設備架台 

なし 〔質量〕ウランを粉末保管容器に収納してウラ

ン量を登録し、事前に核的制限値内であること

を照会し解錠する管理とする。 

・焙焼炉 No.2-1（研磨屑乾燥機） 

・焙焼炉 No.2-1 運搬台車 

なし 〔質量〕センタレス研削盤に研磨を停止する質

量制限値逸脱防止機構を備え、質量制限値逸脱

防止機構が作動しない研磨屑回収頻度で、質量

制限値未満のウランを研磨屑回収装置から回

収する。 
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１.設計方針 

 １．１ 概要 

 １．２ 安全機能に関するインターロックの設計方針 

  １．２．１ 臨界防止に関するインターロックの設計方針 

  １．２．２ 閉じ込めに関するインターロックの設計方針 

  １．２．３ 火災爆発防止に関するインターロックの設計方針 

  １．２．４ 内部溢水の拡大防止に関するインターロックの設計方針 

  

２．基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面 

  

３．安全機能となるインターロックの設計 

  ３．１ 臨界防止に関するインターロックの設計 

  ３．２ 閉じ込めに関するインターロックの設計 

  ３．３ 火災爆発防止に関するインターロックの設計 

  ３．４ 内部溢水の拡大防止に関するインターロックの設計 
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１．設計方針 

１．１ 概要 

本加工施設において、安全機能を有する施設には、誤操作及び設備・機器の故障その他の

要因により加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、核燃料物質等を限定さ

れた区域に閉じ込める能力の維持、熱的、化学的若しくは核的制限値の維持又は火災若しく

は爆発の防止のための設備の作動を速やかに、かつ、自動的に作動するインターロック機構

を設けることで、核燃料物質等を外部に放出する可能性がある事象が発生することを防止し、

公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないように設計する。 

インターロック機構は、損傷時の影響に応じて、多重性又は多様性、耐震性による高い信

頼性を確保する設計とする。 

安全機能となるインターロック機構の具体的な設計方法を以下に示す。 

 

１．２ 安全機能に関するインターロックの設計方針 

１．２．１ 臨界防止に関するインターロックの設計方針 

（１）単一ユニットとしての設備・機器のうち、その形状寸法を制限することが困難な場

合は、取り扱う核燃料物質の質量について適切な核的制限値を設ける。質量の核的

制限値を設ける場合は二重装荷を想定しても臨界に達するおそれのない質量とする。

質量を制限する場合、誤操作等を考慮しても上記の制限値を超えない対策として、

信頼性の高いインターロックを設置する。 

（２）核燃料物質を不連続的に取り扱う設備・機器においては、移動先の設備・機器の核

的制限値を超えない対策として、移動元からの核燃料物質の移動を制限するインタ

ーロックを設置する。 

（３）ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、投入口の漏水検知により閉じ込め弁を

閉止するとともに被水防止の蓋を設置する等、設備・機器の設置場所及び個々の設

備・機器の特徴を踏まえて対策を多重化する。 

 

１．２．２ 閉じ込めに関するインターロックの設計方針 

（１）第１種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、給気系統と排気系統の間にイ

ンターロックを設け、起動時には排気系統が給気系統より先に起動し、停止時には

給気系統が排気系統より先に停止する設計とする。 

（２）第１廃棄物貯蔵棟の気体廃棄設備には、焼却設備の排気系における冷却機能を確保

するため、排風機の故障を検知して予備の排風機を自動的に起動する機構を設け、

焼却設備の焼却炉から排出されて焼却設備の急冷塔を通過した排気をろ過する高性

能エアフィルタの健全性を維持する。 

（３）操作員の操作がなくても閉じ込め機能喪失を防止できるように、気体廃棄設備に送

排風機異常、ダンパー開度異常、室内負圧異常時のインターロックを設ける。 

 

１．２．３ 火災爆発防止に関するインターロックの設計方針 

（１）操作員の操作がなくてもアンモニア分解ガス又は水素ガスの供給圧力低下異常によ

る火災・爆発を防止できるように、可燃性ガスを使用する設備においてアンモニア
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分解ガス又は水素ガスの供給圧力が設定値にまで低下すれば、警報を発し自動的に

電気ヒータ電源を遮断して、アンモニア分解ガス及び水素ガスから窒素ガスに自動

で切り替わる自動窒素ガス切替機構を設ける。 

（２）連続焼結炉に設置するプロパンガスによるパイロットバーナは失火センサで監視し、

失火（パイロットバーナの炎の喪失）を検出した場合はプロパンガスの供給を自動

的に閉止する構造とする。失火検知器の二重化により、当該施設の安全機能を強化

する。また、焼却炉に設置する燃焼用バーナへの着火ミス又は燃焼用バーナの失火

が起こると都市ガスを遮断する構造とする。 

（３）可燃性ガスを使用する設備・機器には、発火及び異常な温度上昇を防止するために、

熱的制限値を設定し、これを超えることのないよう設計する。設備・機器内部の温

度が設定値以上に上昇すると自動的に警報を発し、熱源を遮断する過加熱防止機構

を設ける。 

（４）連続焼結炉を冷却保護するための冷却水の圧力が低下した場合に、自動的に警報を

発し、ヒータ電源を遮断する冷却水圧力低下検知機構を設置する。 

（５）可燃性ガスの漏えいを検知した場合に、警報を発するとともに屋外に設置する緊急

遮断弁を自動的に閉止する機構を設ける。これに加え、設備・機器については設備

を自動的に停止させるインターロックを設ける。また、耐震重要度分類第１類に求

められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度５弱相当の計測震度）を検知し

た時点で、可燃性ガスの供給を停止する設計とする。可燃性ガス漏えい検知器、制

御盤、感震計、緊急遮断弁間の信号線は、耐震重要度分類第１類の耐震性を確保す

るか、断線した場合に緊急遮断弁を自動で閉止するフェールセーフの設計とする。 

（６）安全機能を有する設備・機器のインターロックの制御系については、火災発生時に

当該設備・機器を安全に停止し、当該設備を監視、制御する必要がない状態にする

とともに、制御系が火災により機能を喪失したとしても、設備・機器がフェールセ

ーフとなることで爆発を防止する。また、可燃性ガスを使用する設備・機器には、

電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動するフェールセーフ機能を設ける。 

 

１．２．４ 内部溢水の拡大防止に関するインターロックの設計方針 

（１）溢水防止対策として、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の

地震加速度（震度５弱相当）を検知した時点で、第２加工棟の設備・機器への給水

ポンプの自動停止及び第１廃棄物貯蔵棟の設備・機器への上水配管の緊急遮断弁を

自動閉止させる機能を設置する。この緊急遮断弁の自動閉止の機能は、二重化して

設置する設計とする。 

 

２．基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面 

本加工施設において安全機能となるインターロックの基本仕様、性能を表１に、個数、設置

場所を表１の仕様表番号の項に、基本図面を表１の図面番号の項に示す。
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表１ 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面 
安全機構及び 

インターロック名称 
設備・機器名称 機器名 検出端 作動端 インターロック設定値 仕様表番号 図面番号 

ダンパー開度異常時インター
ロック 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅰ、系
統Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅰ、系統Ⅱ、系統Ⅴ、
給気系統） 排風機(局所排気) 起動後］ 
{6005}排風機(局所排気)：起動 

①{6041}閉じ込めダンパー：開 
→②{6005}排風機(局所排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6041}閉じ込めダンパー：開 
→③{6001}排風機(部屋排気)：起動 
  {6002}排風機(部屋排気)：起動 

{6005}排風機(局所排気)の起
動及び{6041}閉じ込めダンパ
ーの開動作検知 

第５次 
表ト－２Ｐ設－２－１ 

図ト－２Ｐ設－２－１－４（５） 
図ト－２Ｐ設－２－１－４（６） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅰ、系統Ⅱ、系統Ⅴ、
給気系統） 排風機(部屋排気) 起動後］ 
{6001}排風機(部屋排気)：起動 
{6002}排風機(部屋排気)：起動 

①{6037}閉じ込めダンパー：開 
  {6037-2}閉じ込めダンパー：開 
  {6038}閉じ込めダンパー：開 
→②{6001}排風機(部屋排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6002}排風機(部屋排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6037}閉じ込めダンパー：開 ＡＮＤ 
  {6037-2}閉じ込めダンパー：開 ＡＮＤ 
  {6038}閉じ込めダンパー：開 
→③{6046}給気ユニット：起動 

{6001}排風機(部屋排気)の起
動、{6002}排風機(部屋排気)の
起動、{6037}閉じ込めダンパー
の開動作検知、{6037-2}閉じ込
めダンパーの開動作検知及び
{6038}閉じ込めダンパーの開
動作検知 

室内負圧異常時インターロッ
ク 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅰ、系
統Ⅱ、系統Ⅴ、給気系統） 

{6048}差圧計：設定値超過 
①{6046}給気ユニット：停止 
②{6045}閉じ込めダンパー(1)：閉 
 {6045}閉じ込めダンパー(2)：閉 

－19.6 Pa 以下 
第５次 
表ト－２Ｐ設－２－１ 

図ト－２Ｐ設－２－１－４（７） 
図ト－２Ｐ設－２－１－４（８） 

送排風機の起動停止インター
ロック 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系
統Ⅵ、給気系統） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系
統） 起動時］ 
起動ボタン：押 

①{6006}排風機(局所排気)：起動 
→②{6003}排風機(部屋排気)：起動 
→③{6046-2}給気ユニット：起動 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系
統Ⅵ、給気系統）の起動ボタン
の操作 第５次 

表ト－２Ｐ設－２－２ 
図ト－２Ｐ設－２－２－４（１） 
図ト－２Ｐ設－２－２－４（２） ［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系

統） 停止時］ 
停止ボタン：押 

①{6046-2}給気ユニット：停止 
→②{6003}排風機(部屋排気)：停止 
→③{6006}排風機(局所排気)：停止 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系
統Ⅵ、給気系統）の停止ボタン
の操作 

送排風機異常時インターロッ
ク 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系
統Ⅵ、給気系統） 

［気体廃棄設備 No.1 系統Ⅵ（局所排気系統） 排
風機異常時］ 
{6006}排風機(局所排気)：故障 

①{6042}閉じ込めダンパー：閉 
①{6003}排風機(部屋排気)：停止 
→②{6039}閉じ込めダンパー：閉 
①{6046-2}給気ユニット：停止 
→②{6045-2}閉じ込めダンパー：閉 

{6006}排風機(局所排気)の故
障検知 

第５次 
表ト－２Ｐ設－２－２ 

図ト－２Ｐ設－２－２－４（３） 
図ト－２Ｐ設－２－２－４（４） 

［気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ（部屋排気系統） 排
風機異常時］ 
{6003}排風機(部屋排気)：故障 

①{6039}閉じ込めダンパー：閉 
①{6046-2}給気ユニット：停止 
→②{6045-2}閉じ込めダンパー：閉 

{6003}排風機(部屋排気)の故
障検知 

［気体廃棄設備 No.1 系統Ⅲ系統Ⅵ（給気系統） 
給気ユニット異常時］ 
{6046-2}給気ユニット：故障 

{6045-2}閉じ込めダンパー：閉 
{6046-2}給気ユニットの故障
検知 

ダンパー開度異常時インター
ロック 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系
統Ⅵ、給気系統） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系
統） 排風機(局所排気) 起動後］{6006}排風機
(局所排気)：起動 

①{6042}閉じ込めダンパー：開 
→②{6006}排風機(局所排気)：起動 ＡＮＤ  
    {6042}閉じ込めダンパー：開 
→③{6003}排風機(部屋排気)：起動 

{6006}排風機(局所排気)の起
動及び{6042}閉じ込めダンパ
ーの開動作検知 

第５次 
表ト－２Ｐ設－２－２ 

図ト－２Ｐ設－２－２－４（５） 
図ト－２Ｐ設－２－２－４（６） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系統Ⅵ、給気系
統） 排風機(部屋排気) 起動後］ 
{6003}排風機(部屋排気)：起動 

①{6039}閉じ込めダンパー：開 
→②{6003}排風機(部屋排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6039}閉じ込めダンパー：開 
→③{6046-2}給気ユニット：起動 

{6006}排風機(局所排気)の起
動及び{6039}閉じ込めダンパ
ーの開動作検知 

室内負圧異常時インターロッ
ク 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系
統Ⅵ、給気系統） 

{6048-2}差圧計：設定値超過 
①{6046-2}給気ユニット：停止 
→②{6045-2}閉じ込めダンパー：閉 

－19.6 Pa 以下 
第５次 
表ト－２Ｐ設－２－２ 

図ト－２Ｐ設－２－２－４（７） 
図ト－２Ｐ設－２－２－４（８） 

送排風機の起動停止インター
ロック 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給
気系統） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給気系統） 起動
時］ 
起動ボタン：押 

①{6004}排風機(部屋排気)：起動 
→②{6046-3}給気ユニット：起動 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給
気系統）の起動ボタンの操作 

第５次 
表ト－２Ｐ設－２－３ 

図ト－２Ｐ設－２－３－４（１） 
図ト－２Ｐ設－２－３－４（２） ［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給気系統） 停止

時］ 
停止ボタン：押 

①{6046-3}給気ユニット：停止 
→②{6004}排風機(部屋排気)：停止 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給
気系統）の停止ボタンの操作 

送排風機異常時インターロッ
ク 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給
気系統） 

［気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（部屋排気系統） 排
風機異常時］ 
{6004}排風機(部屋排気)：故障 

①{6040}閉じ込めダンパー：閉 
①{6046-3}給気ユニット：停止 
→②{6045-3}閉じ込めダンパー：閉 

{6004}排風機(部屋排気)の故
障検知 

第５次 
表ト－２Ｐ設－２－３ 

図ト－２Ｐ設－２－３－４（３） 
図ト－２Ｐ設－２－３－４（４） ［気体廃棄設備 No.1 系統Ⅳ（給気系統） 給気

ユニット異常時］ 
{6046-3}給気ユニット：故障 

{6045-3}閉じ込めダンパー：閉 {6046-3}給気ユニットの故障 
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表１ 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面 
安全機構及び 

インターロック名称 
設備・機器名称 機器名 検出端 作動端 インターロック設定値 仕様表番号 図面番号 

ダンパー開度異常時インター
ロック 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給
気系統） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給気系統） 排風
機(部屋排気) 起動後］ 
{6004}排風機(局所排気)：起動 

①{6040}閉じ込めダンパー：開 
→②{6004}排風機(部屋排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6040}閉じ込めダンパー：開 
→③{6046-3}給気ユニット：起動 

{6004}排風機(部屋排気)の起
動及び{6040}閉じ込めダンパ
ーの開動作検知 

第５次 
表ト－２Ｐ設－２－３ 

図ト－２Ｐ設－２－３－４（５） 
図ト－２Ｐ設－２－３－４（６） 

室内負圧異常時インターロッ
ク 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給
気系統） 

{6048-3}差圧計：設定値超過 
①{6046-3}給気ユニット：停止 
→②{6045-3}閉じ込めダンパー：閉 

－19.6 Pa 以下 
第５次 
表ト－２Ｐ設－２－３ 

図ト－２Ｐ設－２－３－４（７） 
図ト－２Ｐ設－２－３－４（８） 

送排風機の起動停止インター
ロック 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系
統Ⅷ、給気系統） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系統Ⅷ、給気系
統）起動時］ 
起動ボタン：押 

①{6008}排風機(局所排気)：起動 
→②{6007}排風機(部屋排気)：起動 
→③{6046-4}給気ユニット：起動 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系
統Ⅷ、給気系統）の起動ボタン
の操作 第５次 

表ト－２Ｐ設－２－４ 
図ト－２Ｐ設－２－４－４（１） 
図ト－２Ｐ設－２－４－４（２） ［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系統Ⅷ、給気系

統） 停止時］ 
停止ボタン：押 

①{6046-4}給気ユニット：停止 
→②{6007}排風機(部屋排気)：停止 
→③{6008}排風機(局所排気)：停止 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系
統Ⅷ、給気系統）の停止ボタン
の操作 

送排風機異常時インターロッ
ク 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系
統Ⅷ、給気系統） 

［気体廃棄設備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） 排
風機異常時］ 
{6008}排風機(局所排気)：故障 

①{6044}閉じ込めダンパー：閉 
①{6046-4}給気ユニット：停止 
→②{6045-4}閉じ込めダンパー：閉 
①{6007}排風機(部屋排気)：停止 
→②{6043}閉じ込めダンパー：閉 
  {6043-2}閉じ込めダンパー：閉 
  {6043-3}閉じ込めダンパー：閉 

{6008}排風機(局所排気)の故
障検知 

第５次 
表ト－２Ｐ設－２－４ 

図ト－２Ｐ設－２－４－４（３） 
図ト－２Ｐ設－２－４－４（４） 

［気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ（部屋排気系統） 排
風機異常時］ 
{6007}排風機(部屋排気)：故障 

①{6043}閉じ込めダンパー：閉 
  {6043-2}閉じ込めダンパー：閉 
  {6043-3}閉じ込めダンパー：閉 
②{6046-4}給気ユニット：停止 
→{6045-4}閉じ込めダンパー：閉 

{6007}排風機(部屋排気)の故
障検知 

［気体廃棄設備 No.1 系統Ⅶ系統Ⅷ（給気系統） 
給気ユニット異常時］ 
{6046-4}給気ユニット：故障 

閉じ込めダンパー {6045-4}：閉 
{6046-4}給気ユニットの故障
検知 

ダンパー開度異常時インター
ロック 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系
統Ⅷ、給気系統） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系統Ⅷ、給気系
統） 排風機(局所排気) 起動後］{6008}排風機
(局所排気)：起動 

①{6044}閉じ込めダンパー：開 
→②{6008}排風機(局所排気)：起動 ＡＮＤ  
    {6044}閉じ込めダンパー：開 
→③{6007}排風機(部屋排気)：起動 

{6008}排風機(局所排気)の起
動及び{6044}閉じ込めダンパ
ーの開動作検知 

第５次 
表ト－２Ｐ設－２－４ 

図ト－２Ｐ設－２－４－４（５） 
図ト－２Ｐ設－２－４－４（６） 

［気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系統Ⅷ、給気系
統） 排風機(部屋排気) 起動後］ 
{6007}排風機(部屋排気)：起動 

①{6043}閉じ込めダンパー：開 
  {6043-2}閉じ込めダンパー：開 
→②{6007}排風機(部屋排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6043}閉じ込めダンパー：開 
   {6043-2}閉じ込めダンパー：開 
→③{6046-4}給気ユニット：起動 

{6007}排風機(局所排気)の起
動、{6043}閉じ込めダンパー及
び{6043-2}閉じ込めダンパー
の開動作検知 

室内負圧異常時インターロッ
ク 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系
統Ⅷ、給気系統） 

{6048-4}差圧計：設定値超過 
①{6046-4}給気ユニット：停止 
→②{6045-4}閉じ込めダンパー：閉 

－19.6 Pa 以下 
第５次 
表ト－２Ｐ設－２－４ 

図ト－２Ｐ設－２－４－４（７） 
図ト－２Ｐ設－２－４－４（８） 

送排風機の起動停止インター
ロック 

気体廃棄設備 No.2（系統１、系
統２、系統３、系統４、給気系
統） 

［気体廃棄設備 No.2（系統１、系統２、系統３、
系統４、給気系統） 起動時］ 
起動ボタン：押 

①{6051}排風機(局所排気)：起動 OR 
  {6052}排風機(局所排気)：起動 
→②{6053}排風機(局所排気)：起動 
→③{6050｝排風機(局所排気)：起動 
→④{6049｝排風機(部屋排気)：起動 
→⑤{6078}給気ファン：起動 

気体廃棄設備 No.1（系統１、系
統２、系統３、系統４、給気系
統） の起動ボタンの操作 

第５次 
表ト－Ｗ１設－２－１ 

図ト－Ｗ１設－２－４（１） 
図ト－Ｗ１設－２－４（２） 

［気体廃棄設備 No.2（系統１、系統２、系統３、
系統４、給気系統） 停止時］ 
停止ボタン：押 

①{6078}給気ファン：停止 
→②{6049｝排風機(部屋排気)：停止 
→③{6050｝排風機(局所排気)：停止 
→④{6053}排風機(局所排気)：停止 
→⑤{6051}排風機(局所排気)：停止 
   {6052}排風機(局所排気)：停止 

気体廃棄設備 No.1（系統１、系
統２、系統３、系統４、給気系
統） の停止ボタンの操作 

故障時の排風機起動機構 
気体廃棄設備 No.2（系統１、系
統２、系統３、系統４、給気系
統） 

{6053}排風機(局所排気)：故障 {6054}排風機(局所排気)：起動 
{6053}排風機(局所排気)の故
障検知 

第５次 
表ト－Ｗ１設－２－１ 

図ト－Ｗ１設－２－４（３） 
図ト－Ｗ１設－２－４（４） 
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表１ 安全機能となるインターロックの基本仕様、性能、個数、設置場所及び基本図面 
安全機構及び 

インターロック名称 
設備・機器名称 機器名 検出端 作動端 インターロック設定値 仕様表番号 図面番号 

送排風機異常時インターロッ
ク 

気体廃棄設備 No.2（系統１、系
統２、系統３、系統４、給気系
統） 

［気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気系統） 排
風機異常時］ 
{6049｝排風機(部屋排気)：故障 

①{6072}閉じ込めダンパー：閉 
①{6078}給気ファン：停止 
→②{6076}閉じ込めダンパー(1)：閉 
    {6076}閉じ込めダンパー(2)：閉 

{6049}排風機(部屋排気)の故
障検知 

第５次 
表ト－Ｗ１設－２－１ 

図ト－Ｗ１設－２－４（５） 
図ト－Ｗ１設－２－４（６） 

［気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気系統） 排
風機異常時］ 
{6050｝排風機(局所排気)：故障 

①{6073}閉じ込めダンパー：閉 
①{6049}排風機(部屋排気)：停止 
→②{6072}閉じ込めダンパー：閉 
①{6078}給気ファン：停止 
→②{6076}閉じ込めダンパー(1)：閉 
    {6076}閉じ込めダンパー(2)：閉 

{6050}排風機(局所排気)の故
障検知 

［気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） 排
風機異常時］ 
{6051｝排風機(局所排気)：故障 

{6052｝排風機(局所排気)：起動 
{6051}排風機(局所排気)の故
障検知 

［気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） 排
風機異常時］ 
{6052｝排風機(局所排気)：故障 

{6051｝排風機(局所排気)：起動 
{6052}排風機(局所排気)の故
障検知 

［気体廃棄設備 No.2 系統１系統２系統３系統
４（給気系統） 給気ファン異常時］ 
{6078}給気ファン：故障 

{6076}閉じ込めダンパー(1)：閉 
{6076}閉じ込めダンパー(2)：閉 

{6078}給気ファンの故障検知 

ダンパー開度異常時インター
ロック 

気体廃棄設備 No.2（系統１、系
統２、系統３、系統４、給気系
統） 

［気体廃棄設備 No.2 系統３（局所排気系統） 排
風機(局所排気) 起動後］ 
{6051}排風機(局所排気)：起動 
{6052}排風機(局所排気)：起動 

①閉じ込めダンパー{6074}：開 
→②{6051}排風機(局所排気)：起動 ＯＲ   
    {6052}排風機(局所排気)：起動 ＡＮＤ  
    {6074}閉じ込めダンパー：開 
→③{6053}排風機(局所排気)：起動    
    {6076-3}閉じ込めダンパー：開 

{6051}排風機(局所排気)の起
動、{6052}排風機(局所排気)の
起動及び{6074}閉じ込めダン
パーの開動作検知 

第５次 
表ト－Ｗ１設－２－１ 

図ト－Ｗ１設－２－４（７） 
図ト－Ｗ１設－２－４（８） 

［気体廃棄設備 No.2 系統４（局所排気系統） 排
風機(局所排気) 起動後］ 
{6053}排風機(局所排気)：起動 

①{6075}閉じ込めダンパー：開 
→②{6053}排風機(局所排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6075}閉じ込めダンパー：開 
→③{6076-4}閉じ込めダンパー(1)：開 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(2)：開 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(3)：開 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(4)：開 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(5)：開 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(6)：開 
→④{6053}排風機(局所排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6075}閉じ込めダンパー：開 ＡＮＤ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(1)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(2)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(3)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(4)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(5)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(6)：開 
→⑤{6050｝排風機(局所排気)：起動 
 
→④{6076-4}閉じ込めダンパー(1)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(2)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(3)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(4)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(5)：開 ＯＲ 
  {6076-4}閉じ込めダンパー(6)：開 
→⑤{6076-2}閉じ込めダンパー：開 

{6050｝排風機(局所排気)の起
動 
{6053}排風機(局所排気)の起
動、{6075}閉じ込めダンパーの
開動作検知及び{6076-4}}閉じ
込めダンパー(1)-(6)のいずれ
かの開動作検知 
 
{6050｝排風機(局所排気)の起
動 
{6076-4}}閉じ込めダンパー
(1)-(6)のいずれかの開動作検
知 

［気体廃棄設備 No.2 系統２（局所排気系統） 排
風機(局所排気) 起動後］ 
{6050｝排風機(局所排気)：起動 

①{6073}閉じ込めダンパー：開 
→②{6050}排風機(局所排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6073}閉じ込めダンパー：開 
→③{6049｝排風機(部屋排気)：起動 

{6050}排風機(局所排気)の起
動及び{6073}閉じ込めダンパ
ーの開作検知 

［気体廃棄設備 No.2 系統１（部屋排気系統） 排
風機(部屋排気) 起動後］ 
{6049｝排風機(部屋排気)：起動 

①{6072}閉じ込めダンパー：開 
→②{6049}排風機(局所排気)：起動 ＡＮＤ 
  {6072}閉じ込めダンパー：開 
→③{6078}給気ファン：起動 

{6049}排風機(部屋排気)の起
動及び{6072}閉じ込めダンパ
ーの開作検知 
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３．２ 閉じ込めに関するインターロックの設計 

気体廃棄設備には、第１種管理区域の室内が正圧になることを防ぐために給気系統と排気

系統の間にインターロックを設ける。また、操作員の操作がなくても閉じ込め機能喪失を防

止するインターロックを設ける。気体廃棄設備に設置するインターロックについて表３に示

す。 

 

表３ 気体廃棄設備に設置するインターロック 

設備・機器名称 インターロック名称 

気体廃棄設備 No.1 

送排風機の起動停止インターロック 

送排風機異常時インターロック 

ダンパー開度異常時インターロック 

室内負圧異常時インターロック 

気体廃棄設備 No.2 

送排風機の起動停止インターロック 

故障時の排風機起動機構 

送排風機異常時インターロック 

ダンパー開度異常時インターロック 

室内負圧異常時インターロック 

 

 

○送排風機の起動停止インターロック（気体廃棄設備 No.1、気体廃棄設備 No.2） 

給排気設備の起動時は、局所排気系統の排風機の起動後に、部屋排気系統の排風機を起

動、その後、給気系統の給気ユニット又は給気ファンを起動する。停止時は、給気系統の

給気ユニット又は給気ファンの停止後に、部屋排気系統の排風機を停止し、その後、局所

排気系統の排風機を停止する。 

本送排風機の起動停止インターロックにより、第１種管理区域の室内が正圧になること

を防止し、建物の閉じ込め機能を維持する。また、ウランを取り扱う設備・機器からの飛

散防止としてフード内が室内よりも正圧になることを防止し、設備の閉じ込め機能を維持

する。 

 

○送排風機異常時インターロック（気体廃棄設備 No.1、気体廃棄設備 No.2） 

局所排気系統の排風機の故障を検知した場合、局所排気系統の閉じ込めダンパーを閉止

するとともに、部屋排気系統の排風機及び給気系統の給気ユニット又は給気ファンの運転

を停止する。また、部屋排気系統の排風機及び給気系統の給気ユニット又は給気ファンの

停止に伴い、各系統の閉じ込めダンパーを閉止する。 

部屋排気系統の排風機の故障を検知した場合、部屋排気系統の閉じ込めダンパーを閉止

するとともに、給気系統の給気ユニット又は給気ファンの運転を停止する。また、部屋排

気系統の排風機及び給気系統の給気ユニットの停止に伴い、各系統の閉じ込めダンパーを

閉止する。 

給気系統の給気ユニット又は給気ファンの故障を検知した場合、給気系統の閉じ込めダ

ンパーを閉止する。 

本送排風機異常時インターロックにより、機器故障時に操作員の操作がなくても第１種
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管理区域の室内が正圧になることを防止し、建物の閉じ込め機能を維持する。また、ウラ

ンを取り扱う設備・機器からの飛散防止としてフード内が室内よりも正圧になることを防

止し、設備の閉じ込め機能を維持する。 

 

○ダンパー開度異常時インターロック（気体廃棄設備 No.1、気体廃棄設備 No.2） 

局所排気系統の排風機起動後に運転する部屋排気系統の排風機は、局所排気系統の排風

機の運転及び局所排気系統の閉じ込めダンパーの開動作を検知後に運転を開始する。部屋

排気系統の起動後に運転する給気系統の給気ユニット又は給気ファンは、部屋排気系統の

排風機の運転及び部屋排気系統の閉じ込めダンパーの開動作を検知後に運転を開始する。 

本ダンパー開度異常時インターロックにより、操作員の操作がなくても第１種管理区域

の室内が正圧になることを防止し、建物の閉じ込め機能を維持する。また、ウランを取り

扱う設備・機器からの飛散防止としてフード内が室内よりも正圧になることを防止し、設

備の閉じ込め機能を維持する。 

 

○室内負圧異常時インターロック（気体廃棄設備 No.1、気体廃棄設備 No.2） 

各系統で最大容積の室内を監視している差圧計が－19.6 Pa よりも正圧を検知した場合、

給気系統の給気ユニット又は給気ファンの運転を停止するとともに当該給気系統の閉じ込

めダンパーを閉止する。本インターロックの検出端となる差圧計について表４に示す。 

本室内負圧異常時インターロックにより、操作員の操作がなくても第１種管理区域の室

内が正圧になることを防止し、建物の閉じ込め機能を維持する。 

 

表４ 室内負圧異常時インターロックの概要 

設備・機器名称 

機器名 
検出端の差圧計を設置する部屋 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅰ、系統Ⅱ、

系統Ⅴ、給気系統） 
第２－１ペレット室 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅲ、系統Ⅵ、給

気系統） 
第２分析室 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅳ、給気系統） 第２フィルタ室 

気体廃棄設備 No.1（系統Ⅶ、系統Ⅷ、給

気系統） 
第２－２ペレット室 

気体廃棄設備 No.2（系統１、系統２、系

統３、系統４、給気系統） 
Ｗ１廃棄物処理室 

 

 

○故障時の排風機起動機構（気体廃棄設備 No.2） 

気体廃棄設備 No.2 の急冷塔の冷却機能を有する系統４（局所排気系統）に設置する No.5

排風機の故障を検知した場合は、予備の No.6 排風機が起動する。本故障時の排風機起動機

構により、操作員の操作がなくても急冷塔の冷却機能を維持することで、焼却設備からの

排気を処理するフィルタユニットが排熱により損傷することを防止する。  
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３．３．２ 失火検知機構 

連続焼結炉No.2-1は、パイロットバーナを失火検知器にて監視し、失火（パイロットバ

ーナの炎の喪失）により炎からの紫外線放出が途切れることを検出した場合は警報を発し、

プロパンガス及びアンモニア分解ガスの供給を自動的に閉止する失火検知機構を設ける。

本インターロックにより、炉周辺におけるプロパンガスの漏えいによる爆発を防止し、連

続焼結炉No.2-1はアンモニア分解ガスの供給圧力が低下するため、自動窒素ガス切替機構

（炉内への空気混入を防止するために窒素ガスを導入し炉内を正圧に保つ、炉体のヒータ

電源を遮断し加熱を停止）が作動することで設備を安全に停止し、爆発を防止する。また、

可燃性ガスの緊急遮断弁及び失火検知器の二重化により、当該施設の安全機能を強化する。 

焼却炉は固体廃棄物を焼却減容するために、都市ガスを燃料とした燃焼用バーナを設置

する。燃焼用バーナへの着火ミスにより炎から紫外線が放出されない又は燃焼用バーナの

失火（燃焼用バーナの炎の喪失）により炎からの紫外線放出が途切れると、都市ガス供給

を自動的に停止する失火検知機構を設置する。 

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災によ

り機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで爆発を防止する。また、

電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動するフェールセーフ機能を設ける。 

加熱炉はプロパンガスを燃焼させるパイロットバーナを電気式パイロットバーナ（イグ

ナイター）へ変更する。そのため、加工事業変更許可申請書で設置するとしていた失火検

知機構及び可燃性ガス配管（プロパンガス）を撤去する。 

加熱炉の失火検知機構はパイロットバーナに用いているプロパンガスの漏えい、滞留防

止のための機構である。パイロットバーナの撤去に伴いプロパンガスの使用を廃止するた

め、プロパンガスの漏えいを考慮する必要はない。また、加熱炉はアンモニア分解ガス及

び水素ガスの供給量が少なく、炉内から排出される高温のアンモニア分解ガス又は水素ガ

スは自燃するため、失火検知機構の撤去による可燃性ガスの供給停止はしない設計とする。 

  

３．３．３ 過加熱防止機構 

連続焼結炉 No.2-1、加熱炉、小型雰囲気可変炉は高温加熱設備であり、加熱制御が逸脱

した場合、機器本体が損傷し、閉じ込め機能を損なうおそれがあることから、炉内温度が

設定値以上に上昇すると自動的にヒータ電源を遮断する過加熱防止機構を設置する。焼却

炉は、燃焼用バーナを用いた焼却設備であり、燃焼制御が逸脱した場合、機器本体が損傷

し、閉じ込め機能を損なうおそれがあることから、炉内温度が設定値以上に上昇すると自

動的にバーナへの都市ガスの供給を遮断する過加熱防止機構を設ける。 

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災によ

り機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで爆発を防止する。 

本インターロックの各設備の熱的制限値又は最高使用温度とインターロック設定値を表

６に示す。 





 

3711 

緊急時に確実に動作するように可燃性ガス漏えい検知器、感震計、制御盤及び緊急遮断

弁は独立した２系統の多重化を行う。 

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災によ

り機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで爆発を防止する。また、

電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動するフェールセーフ機能を設ける。 

本インターロックの各設備における供給ガス、可燃性ガスの爆発下限界、インターロッ

ク設定値及び可燃性ガス漏えい検知器の検知方式を表８に示す。 

 

表８ 可燃性ガス漏えい検知時 可燃性ガス遮断インターロックの概要 

設備・機器名称 

機器名 
供給ガス種 

爆発下限界 

(検知ガス種) 

インターロック

設定値 

可燃性ガス漏えい検知器 

検知方式 

連続焼結炉 No.2-1 

アンモニア分解ガス 

(水素 75%) 

4.0 vol% 

(水素ガス) 
0.8 vol% ガス拡散式 

プロパンガス(1) 
1.8 vol% 

(イソブタンガス) 
0.45 vol% ガス拡散式 

燃料開発設備 加熱炉 

アンモニア分解ガス 

(水素 75%) 

4.0 vol% 

(水素ガス) 
0.8 vol% ポンプ吸引式 

水素ガス 
4.0 vol% 

(水素ガス) 
0.8 vol% ポンプ吸引式 

燃料開発設備 

 小型雰囲気可変炉 

アンモニア分解ガス 

(水素 75%) 

4.0 vol% 

(水素ガス) 
0.8 vol% ポンプ吸引式 

焼却設備 焼却炉 都市ガス(2) 
5.0 vol% 

(メタンガス) 
1.25 vol% ガス拡散式 

(1) 工業用のプロパンガスは、プロパンガスとブタンガスを主成分とした液化石油ガスである。混合ガスの主成

分のうち、爆発下限界濃度のより低いイソブタンガスで代表する。 

(2) 都市ガスは、9割がメタンガスを主成分とした液化天然ガスであるため、メタンガスの爆発下限界濃度で代

表する。 

 

可燃性ガス漏えい検知器は、一般高圧ガス保安規則関係例示基準 23 項に従い、インタ

ーロック設定値は可燃性ガスの爆発下限界の 1/4 以下の値で設定し、同項に従い点検を実

施した機器を使用する。 

 

３．３．６ 地震発生時 可燃性ガス遮断インターロック 

可燃性ガスの漏えい時に自動的に当該ガス種の供給を遮断する緊急遮断弁には、震度５

弱相当の計測震度を検知した際に緊急遮断弁開信号を遮断する感震計を設ける。本インタ

ーロックにより、地震時に加工施設内へ導入する可燃性ガスを遮断し、設備及び加工施設

(建物)の爆発を防止する。 

緊急時に確実に動作するように感震計、制御盤及び緊急遮断弁は独立した２系統の多重

化を行う。 

インターロックの制御系は、火災発生時に当該施設を安全に停止し、制御系が火災によ

り機能を喪失したとしても、施設がフェールセーフとなることで爆発を防止する。 

本インターロックの設定値に関する根拠を添付説明書３に示す。 
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３．４ 内部溢水の拡大防止に関するインターロックの設計 

３．４．１ 地震発生時 上水遮断インターロック 

感震計により震度５弱相当の計測震度を検知した場合は、第１廃棄物貯蔵棟に送水して

いる上水を遮断する緊急遮断弁を設置する。感震計は気象庁告示第四号に基づく演算を行

う機器を使用する。本インターロックの設定値に関する根拠を添付説明書３に示す。 

本インターロックにより、第１廃棄物貯蔵棟に送水している上水を遮断し、地震時の配

管破損等による加工施設内へ流入する溢水を削減し、没水高さを抑制する。 

緊急遮断弁の本体は非通電時閉型とすることにより、電源供給が遮断した場合は加工施

設への給水を遮断する。また、感震計と緊急遮断弁間の信号線が断線した場合、緊急遮断

弁が閉となることで加工施設への給水を遮断する。 

確実に動作するよう、緊急遮断弁の自動閉止の機能を二重化するため、感震計、制御部

及び緊急遮断弁は２系統の多重化を行う。 

 

３．４．２ 送水ポンプ自動停止装置 

感震計により震度５弱相当の計測震度を検知した場合は、第２加工棟の設備・機器へ送

水しているポンプを自動停止させる、送水ポンプ自動停止装置を設置する。感震計は気象

庁告示第四号に基づく演算を行う機器を使用する。本インターロックの設定値に関する根

拠を添付説明書３に示す。 

なお、送水ポンプは、発電機・ポンプ棟に設置されており、ポンプを停止することで、

第２加工棟への設備・機器への給水を停止する。本インターロックにより、地震時の配管

破損等による加工施設内へ流入する溢水を削減し、没水高さを抑制する。また、感震計と

送水ポンプ間の信号線が断線した場合、ポンプが停止することで加工施設への給水を遮断

する。 
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付属書類１１ 遮蔽に関する基本方針書 
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１．設計方針 

１．１ 周辺監視区域等の設定 

１．２ 貯蔵等の管理 

 

２．基本図面 

 

３．敷地周辺における線量評価 

３．１ 評価方法 

３．２ 評価結果 
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１．設計方針 

「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定め

る告示」（以下「線量告示」という。）に定める線量限度を超えないことはもとより、公衆の被

ばく線量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。 

放射線防護上の遮蔽のために壁、屋根、遮蔽壁等を設け、かつ、再生濃縮ウランを貯蔵及び

保管廃棄する領域を管理することにより、通常時における貯蔵施設及び放射性廃棄物の保管廃

棄施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域境界での線量を、線量告示に定

める線量限度年間 1 mSv より十分に低減する設計とする。 

線量評価においては、貯蔵施設に最大貯蔵能力の酸化ウランを貯蔵し、保管廃棄施設に最大

保管廃棄能力の放射性廃棄物を保管しているものとする。また、再生濃縮ウランについては、

貯蔵施設の最大貯蔵能力及び保管廃棄施設の最大保管廃棄能力に相当する量が存在するものと

する。線量評価の計算に当たっては、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の

線量評価について」を参考にする。 

本設工認申請書において、安全機能を有する施設の明確化に伴い遮蔽機能を期待する建物及

び構築物の壁、屋根の見直しを行い、建物及び構築物の詳細設計を反映した外部被ばく線量の

再評価を行った。 

また、後半申請である第１－３貯蔵棟の建物、貯蔵施設については、外部被ばく線量評価か

ら除外した。 

 

１．１ 周辺監視区域等の設定 

管理区域の周辺に周辺監視区域を設定し、周辺監視区域境界における線量が、線量告示に

定める線量限度を超えないようにする。 

また、東西及び北側の敷地境界に隣接して、住友電気工業株式会社との「賃貸借契約書」

により人の居住を制限する区域を設け、敷地境界外の人の居住する可能性のある区域におけ

る公衆の外部被ばくを合理的に達成可能な限り低くする。 

周辺監視区域等の設定について、加工事業変更許可申請書に示した評価からの変更点はな

い。 

 

１．２ 貯蔵等の管理 

周辺監視区域境界及び敷地境界外の人の居住する可能性のある区域において、本加工施設

のウランの貯蔵及び放射性廃棄物の保管廃棄に起因する線量を合理的に達成可能な限り低く

するために、必要に応じて建物等に放射線遮蔽を講じる。また、相対的に線量の高い再生濃

縮ウランの貯蔵等については、その影響が低くなるようにするため、設備内のより低い位置、

かつ、周辺監視区域境界から遠ざける位置に配置する。 

貯蔵等の管理について、加工事業変更許可申請書に示した評価からの変更点はない。 
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付属書類１２   その他許可で求める仕様（集合体輸送容器の固定措置）

に関する基本方針書 
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１．設計方針 

 

２．基本仕様 

 

３．性能、個数及び設置場所 

 

４．基本図面 

 

５．評価 

  （１）評価方法 

  （２）評価条件 

  （３）評価結果 
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１．設計方針 

第２加工棟の燃料集合体保管区域に貯蔵する集合体輸送容器は、加工事業変更許可申請書に

おいて、輸送容器自体の安全設計ではなく、輸送容器の滑りや転倒により周辺の設備・機器等

の他の施設への影響を防ぐため、耐震重要度分類第１類相当の固定措置を講じるとしている。 

固定措置は、他の施設への影響を防止することを目的とし、ハード的な対応だけでなく、段

積みの管理等ソフト対応を含めた措置を行う。本設工認申請書における第２加工棟の燃料集合

体保管区域では、集合体輸送容器の固定措置として、１段置きで管理する又は２段積みにした

集合体輸送容器に対しラッシングベルトによる転倒防止策を講じる。 

 

集合体輸送容器は床に固定しないため、床面の水平震度を用いて上記管理に係る評価を行う。

耐震重要度分類第１類の場合、第２加工棟の燃料集合体保管区域の設置階（２階）における水

平震度は 0.36 である。 

 

床面（コンクリート）と集合体輸送容器脚部（鉄）の摩擦係数は 0.5～0.6 であり、0.36 よ

りも大きいことから滑りは生じない。 

 

集合体輸送容器１段置きの場合： 

安定モーメントが転倒モーメントを上回り安定度が１を超えるため転倒は生じない。 

 

集合体輸送容器２段積みの場合： 

安定モーメントが転倒モーメントよりも小さく安定度が１を下回ることからラッシング

ベルトによる転倒防止策を講じる。床面にアンカーボルトで固定したベルト連結用治具及

び集合体輸送容器をラッシングベルトで連結することで集合体輸送容器の転倒を防止する。

このため、ラッシングベルト及びベルト連結用治具のアンカーボルトに生じる荷重が許容

荷重を超えないことを確認する。 

 

２．基本仕様 

集合体輸送容器を１段置きで管理する又は２段積みにした集合体輸送容器に対しラッシング

ベルトによる転倒防止策を講じる。 

 

３．性能、個数及び設置場所 

性能、個数及び設置場所を表ヘ－２Ｐ設－９－１～表ヘ－２Ｐ設－９－４及び図ヘ－２Ｐ設

－９－１に示す。 

 

４．基本図面 

集合体輸送容器の概略図を図１に、２段積みにした集合体輸送容器に対するラッシングベル

トによる転倒防止策を図２に示す。 
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付属書類１３ その他許可で求める仕様（放射性廃棄物ドラム缶）の転倒防止策

に関する基本方針書 
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  １．設計方針 

 

  ２．基本仕様 

 

  ３．性能、個数及び設置場所 

 

  ４．基本図面 

 

  ５．評価 

  ５．１ 転倒評価 

  ５．１．１ 評価方法 

  ５．１．２ 評価結果 

５．２ ボルトの評価 

  ５．２．１ 評価方法 

  ５．２．２ 評価結果 
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４．基本図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 放射性廃棄物ドラム缶固縛 概略図 
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参考資料１  

放射性廃棄物の飛散対策 

（加工事業変更許可申請書 別添５ト(ﾛ)－５ 抜粋） 

 

第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟に保管する放射性

固体廃棄物を収納したドラム缶等の金属容器について、以下により飛散防止の策を講じる。評

価の例を下表に示す。 

①２段又は３段積みのドラム缶については、重量から空力パラメータを評価し、0.0032 以

下*1となるよう専用治具を用いて固縛及び連結を行う（添図５－１－１）。 

②平積みのドラム缶及び大型金属容器については、重量から空力パラメータを評価し、

0.0032 以下*1となるようラッシングベルトにて固縛を行う（添図５－１－２）。 

③空力パラメータを評価し、0.0032 以上*1となる場合は、床に対しても固定を講じる（添

図５－１－３）。 

＊1：F3 の風荷重（92 m/s）にて評価する。92 m/s での空力パラメータは 0.00334 となるが、保守的に

0.0032 をしきい値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添図５－１－１ 段積み時の固縛対策 

 

 

 

 

 

添図５－１－２ 平積み時の固縛対策（固縛のみ） 

 

 

 

 

 

添図５－１－３ 平積み時の固縛対策（固縛及び固定） 
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参考資料２  

廃棄物を保管廃棄するドラム缶に対する考慮 

（加工事業変更許可申請書 別添５ヌ(ｲ)－１ 抜粋） 

 

ドラム缶を段積みして保管する場合は、当社が外部試験機関で実施した添表１－２に示す加

振試験により実証した最上段のドラム缶をパレット及び金属治具により固縛する方法（添図１

－３）によって、地震の影響でドラム缶が落下、転倒しないように対策を講じる。さらにパレ

ットを連結させて転倒耐力を高める対策を講じる。これら最上段のドラム缶の固縛及びパレッ

ト連結の対策による効果については、電力中央研究所でも報告されている。*1*2 

また、ドラム缶の蓋をリングバンドで固定し、ドラム缶内の収納物はプラスチック袋に収納

し、固体廃棄物が漏えいしない措置を講じる。 

評価においては、保守的にドラム缶の落下転倒する割合を 10 %とし、転倒したドラム缶のう

ち蓋が開く割合を 10 %とし、蓋が開いたドラム缶から固体廃棄物が漏えいする割合を 10 %とし

て、DR＝0.1×0.1×0.1＝0.001 を設定する。 

なお、新潟県中越沖地震時の当該地域施設において、落下、転倒防止対策を講じる前のドラ

ム缶約 26000 本のうち、転倒したドラム缶は 438 本（1.7 %）で、そのうち 41 本（9.4 %）で

蓋が開いたことが確認されているが、倉庫内の空気中放射性物質濃度から放射性物質が検出さ

れていないこと（0 %）から、DR の設定条件に十分な保守性を見込んでいると考える。*3 

一段積みする場合においても、ラッシングベルト等により複数本まとめて固縛する方法（添

図１－２）によって、転倒を防止する対策を講じる。 

 

添表１－２ ドラム缶耐震試験結果 

 試験１ 試験２ 

試験装置 大型三次元試験台 同左 

試験体 ３段×２列×２行 同左 

固縛方法 最上段のみ固定 ３段全体固定 

使用波形 

・兵庫県南部地震波（神戸海洋気象台、891 gal） ・兵庫県南部地震波（神戸海洋気象台、891 gal） 

・新潟県中越沖地震波（柏崎、813 gal） 

・新潟県中越地震波（小千谷、1500 gal） 

加振軸 ３軸同時加振 同左 

試験結果 最大加振力（２回）において落下・転倒なし。 最大加振力（各１回）において落下・転倒なし。 

*1 電力中央研究所報告「固体廃棄物貯蔵ドラム缶の地震時転倒耐力検討（その１）」、N10019 

*2 電力中央研究所報告「固体廃棄物貯蔵ドラム缶の地震時転倒耐力検討（その２）」、N10020 

*3 新潟県 「新潟県中越沖地震記録誌」第７章  
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添図１－２ 最上段のみ固定時の固縛方法 添図１－３ ３段全体の固定時の固縛方法 

固縛治具 固縛治具 

ドラム缶 

パレット 
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付属書類１４ 適合性確認を先送りする施設の先行使用する施設への波及的影響 

に関する説明書 
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１．概要 

 

２．後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無の確認 

 

３．加工事業変更許可申請書に示した基本方針からの変更有無の確認 

３．１ 確認方法 

３．２ 確認結果 

 

４．まとめ 
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・後半申請の施設に接続している上水配管、連続焼結炉 No.1 用の循環冷却水配管は、溢水の

リスクを低減させるため、図４に示す位置でバルブを閉止する。 

 なお、内部溢水の評価において、後半申請の施設を設置している第２－１混合室、第２－

１ペレット室と前半申請の施設を設置している第２－２混合室、第２－２ペレット室等は

同じ溢水防護区画であり、当該区画内の全ての配管に対して損傷個所を特定せずに保守的

に評価しているため、後半申請の施設の範囲での溢水によって前半申請の施設が溢水によ

り影響することはない。 

・後半申請の施設である{2039}センタレス研削設備 No.1 研磨屑回収装置に接続している廃

水配管（{6099}第１廃液処理設備 配管）は図ト－２Ｐ設－３－４に示す位置で切り離して

閉止し、閉止部から{2039}センタレス研削設備 No.1 研磨屑回収装置までの区間の廃水配

管を撤去する。 

・第１－３貯蔵棟内の{7010}ガンマ線エリアモニタ 検出器、{8009-7}火災感知設備 自動

火災報知設備（感知器）、{8010-6}消火設備 消火器、{8028}緊急設備 避難通路、{8030}

緊急設備 非常用照明は、後半申請において適合確認を行うまでの間、その安全機能を維

持することを保安規定に定める。 

 

後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設への波及的影響有無を加工施設技術基

準に示される条項ごとに整理した結果を表１、表２に示す。 

 

表１、表２に示した施設の保全に関する措置のうち、ハード対策の措置は使用前事業者検査

により確認し、ソフト対策の措置は保安規定に定めて管理する。 
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表１ 第２加工棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設へ

の波及的影響有無 

技術基準に 

基づく仕様 
後半申請の施設に対する保全措置 前半申請の施設への波及的影響有無 

核燃料物質の臨界

防止 

後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い及び

貯蔵を行わないことを保安規定に定める。 

複数ユニットの評価では、後半申請の施設

の各ユニットが既認可の状態で存在するも

のとして、評価に含めているが、核燃料物

質の取扱い及び貯蔵を行わないため、後半

申請の施設で核燃料物質が臨界に至るおそ

れはなく、前半申請の施設の核燃料物質と

の中性子相互作用は生じない。 

安全機能を有する

施設の地盤 

{1002}第２加工棟の地盤に対する支持性能の評

価で、後半申請の施設の重量を見込んで設計し

た。 

第２加工棟の地盤に対する支持性能の評価

で、後半申請の施設の重量を見込んで設計

しているため、第２加工棟を支持する地盤

は、第２加工棟を十分に支持できる。 

地震による損傷の

防止 

＜建物への影響＞ 

{1002}第２加工棟の耐震性の評価で、後半申請

の施設の重量を見込んで設計した。 

 

 

＜前半申請の施設への影響＞ 

後半申請の施設を設置する第２－１混合室、第

２－１ペレット室の範囲に、核燃料物質、核燃料

物質によって汚染された物及び放射性廃棄物の

取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行う前半申請の施

設を設置しない。 

 

 

＜前半申請の施設との取り合い部の隔離＞ 

①{6024}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排気系

統） ダクト 

{6024}気体廃棄設備No.1系統Ⅴ（局所排気系統） 

ダクトは、図ト－２Ｐ設－２－１－１（４）に示

す位置で後半申請の施設と離隔する。 
 

②可燃性ガス配管 

可燃性ガス配管は図ハ－２Ｐ設－１３－１－１

（６）に示す{2024}連続焼結炉 No.1 までの区間

を撤去する。 

 

③{6099}第１廃液処理設備 配管 

{6099}第１廃液処理設備 配管は図ト－２Ｐ設

－３－４に示す位置で切り離して閉止し、閉止

部から{2039}センタレス研削設備 No.1 研磨屑

回収装置までの区間を撤去する。 

 

第２加工棟の耐震評価で、後半申請の施設

の重量を見込んで設計したため、第２加工

棟が地震により破損するおそれはない。 

 

 

核燃料物質、核燃料物質によって汚染され

た物及び放射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、

保管廃棄を行う前半申請の施設は、後半申

請の施設を設置する第２－１混合室、第２

－１ペレット室の範囲外に設置するため、

後半申請の施設からの波及的影響はない。 

 

 

①{6024}気体廃棄設備 No.1 系統Ⅴ（局所排

気系統） ダクトは、後半申請の施設と離

隔するため、後半申請の施設からの波及的

影響はない。 

 

 

②配管を撤去するため前半申請の施設を破

損させるおそれはない。 

 

 

 

③{6099}第１廃液処理設備 配管は、後半申

請の施設と離隔するため、後半施設からの

波及的影響はない。 

津波による損傷の

防止 

加工事業変更許可申請書に示した評価に基づ

き、本加工施設の敷地は海抜約 48 m に位置し、

想定する津波高さ 6 m に対して余裕があること

から、津波の影響が及ぶおそれはない。 

本加工施設では津波による損傷が発生する

おそれはない。 

外部からの衝撃に

よる損傷の防止 

外部からの衝撃による影響は{1002}第２加工棟

で防護する。 

外部からの衝撃に対して第２加工棟で防護

していることから、建物内の設備・機器へ

の波及的影響はない。 

加工施設への人の

不法な侵入等の防

止 

不法侵入に対しては、{1002}第２加工棟の壁、扉

等を堅固にすることで防護する。また、加工施設

及び核燃料物質の防護のために必要な操作に係

る情報システムに接続する設備・機器は、外部と

物理的に遮断している。 

加工施設への人の不法な侵入等に対して第

２加工棟で防護していることから、建物内

の設備・機器への波及的影響はない。 
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表１ 第２加工棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設へ

の波及的影響有無 

技術基準に 

基づく仕様 
後半申請の施設に対する保全措置 前半申請の施設への波及的影響有無 

閉じ込めの機能 後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質に

よって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い

又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定

に定める。また、後半申請の施設を設置している

第２－１混合室、第２－１ペレット室は、第１種

管理区域として管理する。 

後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料

物質によって汚染された物及び放射性廃棄

物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わない

ため、後半申請の施設から核燃料物質、核

燃料物質によって汚染された物及び放射性

廃棄物が漏えいするおそれはなく、後半申

請の施設からの波及的影響はない。 

火災等による損傷

の防止 

第２加工棟内の後半申請の施設を設置する第２

－１混合室、第２－１ペレット室の消火設備

（{8010}消火設備 消火器、{8012}消火設備 

屋内消火栓）、火災感知設備（{8009}火災感知設

備 自動火災報知設備（感知器））は、第４次設

工認で適合性を確認した。 

可燃性ガス配管は図ハ－２Ｐ設－１３－１－１

（６）に示す{2024}連続焼結炉 No.1 までの区間

を撤去する。 

第２加工棟内全体で消火設備、火災感知設

備の適合性を確認し、後半申請の施設で発

生する火災に対応することから、前半申請

の施設への波及的影響はない。 

 

 

後半申請の施設で可燃性ガスの爆発が発生

するおそれはなく、後半申請の施設からの

波及的影響はない。 

加工施設内におけ

る溢水による損傷

の防止 

{6099}第１廃液処理設備 配管は図ト－２Ｐ設

－３－４に示す位置で切り離して閉止し、閉止

部から{2039}センタレス研削設備 No.1 研磨屑

回収装置までの区間を撤去する。 

また、溢水のリスクを低減させるため、後半申請

の施設に接続している上水配管、連続焼結炉

No.1 用の循環冷却水配管について図４に示す位

置でバルブを閉止する措置を講じる。 

 

 

内部溢水の評価において、後半申請の施設

を設置している第２－１混合室、第２－１

ペレット室を含む溢水防護区画内の全ての

配管に対して保守的に評価しているため、

後半申請の施設の範囲での溢水によって前

半申請の施設が溢水により影響することは

ない。 

 

{6099}第１廃液処理設備 配管は、後半申請

の施設と離隔するため、後半申請の施設か

らの波及的影響はない。 

 

なお、後半申請の施設を設置している第２

－１混合室、第２－１ペレット室の{8052}

緊急設備 漏水検知器は、第５次設工認で

適合性を確認する。 

安全避難通路等 第２加工棟内の後半申請の施設で安全避難通路

等の機能を有する施設はない。 

後半申請の施設を設置する第２－１混合室、第

２－１ペレット室に{8027}緊急設備 避難通

路、{8029}緊急設備 非常用照明、{8029-4}緊急

設備 誘導灯を設けることとし、第４次設工認

で適合性を確認する。 

後半申請の施設を設置する第２－１混合

室、第２－１ペレット室の安全避難通路は

前半申請の施設で適合性を確認しているた

め、後半申請の施設からの波及的影響はな

い。 

また、後半申請施設が破損し第２－１混合

室、第２－１ペレット室の安全避難通路が

使用できなくなったとしても、第２加工棟

の各部屋から第２－１混合室、第２－１ペ

レット室を経由しない安全避難通路を確保

している。 
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表１ 第２加工棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の施設へ

の波及的影響有無 

技術基準に 

基づく仕様 
後半申請の施設に対する保全措置 前半申請の施設への波及的影響有無 

換気設備 後半申請の施設で換気設備の機能を有する施設

はない。後半申請の施設を設置している第２－

１混合室、第２－１ペレット室は、第２加工棟建

物、気体廃棄設備 No.1 で換気設備の機能につい

て適合性を確認する。 

第２加工棟内の換気設備は、全て前半申請

の施設としているため、後半申請の施設か

らの波及的影響はない。 

非常用電源設備 後半申請の施設で非常用電源設備はない。 本加工施設の非常用電源設備は、全て前半

申請の施設としているため、後半申請の施

設からの波及的影響はない。 

通信連絡設備 第２加工棟内の後半申請の施設で通信連絡設備

はない。後半申請の施設を設置している第２－

１混合室、第２－１ペレット室の所内通信連絡

設備は、第４次設工認、第５次設工認で適合性を

確認する。 

本加工施設の通信連絡設備の機能を有する

施設は、全て前半申請の施設としているた

め、後半申請の施設からの波及的影響はな

い。 
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表２ 第１－３貯蔵棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の

施設への波及的影響有無 

技術基準に 

基づく仕様 
後半申請の施設に対する保全措置 前半申請の施設への波及的影響有無 

核燃料物質の臨界

防止 

後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い及び

貯蔵を行わないことを保安規定に定める。 

第１－３貯蔵棟内に前半申請の施設を設置しな

い。 

第１－３貯蔵棟内では、一つの単一ユニッ

トを設定しているが、前半申請の施設との

中性子相互作用は、第２加工棟の臨界隔離

壁で隔離する設計であり、中性子相互作用

は生じない。また、核燃料物質の取扱い及

び貯蔵を行わないため、核燃料物質が臨界

に至るおそれはない。 

安全機能を有する

施設の地盤 

後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質に

よって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い

又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定

に定める。 

第１－３貯蔵棟内に前半申請の施設を設置しな

い。 

第１－３貯蔵棟を支持する地盤が、第１－

３貯蔵棟を十分に支持できないことがあっ

たとしても、後半申請の施設からの波及的

影響はない。 

地震による損傷の

防止 

後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質に

よって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い

又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定

に定める。 

第１－３貯蔵棟内に前半申請の施設を設置しな

い。 

第１－３貯蔵棟が地震によって損傷して

も、後半申請の施設からの波及的影響はな

い。 

津波による損傷の

防止 

加工事業変更許可申請書に示した評価に基づ

き、本加工施設の敷地は海抜約 48 m に位置し、

想定する津波高さ 6 m に対して余裕があること

から、津波の影響が及ぶおそれはない。 

本加工施設では津波による損傷が発生する

おそれはない。 

外部からの衝撃に

よる損傷の防止 

後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質に

よって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い

又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定

に定める。第１－３貯蔵棟内に前半申請の施設

を設置しない。 

第１－３貯蔵棟が外部からの衝撃によって

損傷しても、後半申請の施設からの波及的

影響はない。 

加工施設への人の

不法な侵入等の防

止 

保安規定に基づく加工施設への人の不法な侵入

等の防止に係る保全措置は第１－３貯蔵棟を含

める。 

保安規定に基づく加工施設への人の不法な

侵入等の防止に係る保全措置は第１－３貯

蔵棟を含むため、波及的影響は生じない。 

閉じ込めの機能 後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質に

よって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い

又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定

に定める。 

後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い

及び貯蔵を行わないことから、核燃料物質

が漏えいするおそれはない。 

火災等による損傷

の防止 

後半申請の施設では、核燃料物質、核燃料物質に

よって汚染された物及び放射性廃棄物の取扱い

又は貯蔵、保管廃棄を行わないことを保安規定

に定める。 

第１－３貯蔵棟内の{8009-7}火災感知設備 自

動火災報知設備（感知器）、{8010-6}消火設備 

消火器は保安規定に基づいて安全機能を維持す

る。 

後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い

及び貯蔵を行わないことから、火災が発生

しても核燃料物質に波及的影響が及ぶおそ

れはない。第１－３貯蔵棟内の火災感知設

備、消火設備は保安規定に基づいて安全機

能を維持するため、火災が発生しても拡大

防止策を講じることができる。 

加工施設内におけ

る溢水による損傷

の防止 

第１－３貯蔵棟は、内部に溢水源がない。 第１－３貯蔵棟は、内部に溢水源がないた

め、内部溢水による損傷が発生するおそれ

はない。 

安全避難通路等 第１－３貯蔵棟の{8028}緊急設備 避難通路及

び{8030}緊急設備 非常用照明は、その安全機

能を維持することを保安規定に定める。 

第１－３貯蔵棟の避難通路及び非常用照明

は、保安規定に基づいて安全機能を維持す

ることから、第１－３貯蔵施設から退避す

る必要が生じた場合に安全に避難すること

ができる。 
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表２ 第１－３貯蔵棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の

施設への波及的影響有無 

技術基準に 

基づく仕様 
後半申請の施設に対する保全措置 前半申請の施設への波及的影響有無 

安全機能を有する

施設 

（第１項） 

後半申請の施設で、本加工施設で想定する設計

基準事故が発生する施設はない。 

 

 

（第２項） 

後半申請の施設に対して、維持することが必要

な安全機能を確認するための検査又は試験及び

当該安全機能を健全に維持するための保守又は

修理について、保安規定に定める。 

 

（第３項） 

第１－３貯蔵棟内に、クレーンその他の機器又

は配管の損壊に伴う飛散物となり得る施設を設

置しない。 

 

（第４項） 

後半申請の施設で、前半申請の施設やほかの原

子力施設と共用するものはない。 

 

後半申請の施設で設計基準事故は発生しな

いため、後半申請の施設からの波及的影響

はない。 

 

 

保安規定に基づいて必要な安全機能を維持

することから、後半申請の施設からの波及

的影響はない。 

 

 

 

クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴

う飛散物となり得る施設がないため、核燃

料物質に影響することはない。 

 

 

前半申請の施設や他の原子力施設と共用す

るものはないため、後半申請の施設からの

波及的影響はない。 

材料及び構造 加工施設技術基準第十五条に示される「容器等」

に該当するものはない。 

― 

（技術基準の要求の対象外である。） 

搬送設備 第１－３貯蔵棟の後半申請の施設で搬送設備の

機能を有する施設はない。 

― 

（技術基準の要求の対象外である。） 

核燃料物質の貯蔵

施設 

加工施設で崩壊熱を生じる核燃料物質を用いな

い。 

― 

（技術基準の要求の対象外である。） 

警報設備等 第１－３貯蔵棟の後半申請の施設では、核燃料

物質、核燃料物質によって汚染された物及び放

射性廃棄物の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わ

ない。第１－３貯蔵棟内の{7010}ガンマ線エリ

アモニタ 検出器、{8009-7}火災感知設備 自

動火災報知設備（感知器）は、その安全機能を維

持することを保安規定に定める。 

第１－３貯蔵棟内のガンマ線エリアモニ

タ、自動火災報知設備は保安規定に基づい

て安全機能を維持するため、後半申請の施

設でガンマ線エリアモニタ、火災感知設備

の警報が吹鳴した場合に拡大防止策を講じ

ることができる。 

放射線管理施設 第１－３貯蔵棟内の{7010}ガンマ線エリアモニ

タ 検出器は、その安全機能を維持することを

保安規定に定める。 

第１－３貯蔵棟の放射線管理施設の安全機

能を維持することから、後半申請の施設か

らの波及的影響はない。 

廃棄施設 後半申請の施設で廃棄施設の機能を有する施設

はない。 

― 

（技術基準の要求の対象外である。） 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

保安規定に基づいて、第１－３貯蔵棟の後半申

請の施設は、放射性物質による汚染の発生のお

それがない第２種管理区域として管理する。第

１－３貯蔵棟の後半申請の施設では、核燃料物

質を取り扱い又は貯蔵を行わないことから核燃

料物質等による汚染の発生のおそれはない。 

核燃料物質等による汚染の発生のおそれは

ない。 

遮蔽 後半申請の施設では、核燃料物質の取扱い及び

貯蔵を行わないことを保安規定に定める。 

 

本設工認における遮蔽の評価では、第１－

３貯蔵棟に核燃料物質の貯蔵がなく、第１

－３貯蔵棟の壁、屋根の遮蔽の機能を期待

しない条件で評価を行い、工場等周辺の線

量が原子力規制委員会の定める線量限度を

十分下回ることを確認しており、後半申請

の施設からの波及的影響はない。 

換気設備 後半申請の施設で換気設備はない。 ― 

（技術基準の要求の対象外である。） 

非常用電源設備 後半申請の施設で非常用電源設備はない。 ― 

（技術基準の要求の対象外である。） 



3758 

表２ 第１－３貯蔵棟内における後半申請の施設に対する保全措置及び前半申請の

施設への波及的影響有無 

技術基準に 

基づく仕様 
後半申請の施設に対する保全措置 前半申請の施設への波及的影響有無 

通信連絡設備 第１－３貯蔵棟に設置する{8007-2}通信連絡設

備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））

は後半申請の施設であるが、周辺監視区域内に

設置するほかの放送設備により聴取可能とす

る。また、第１－３貯蔵棟では必要に応じて可搬

式の通信連絡設備を携帯する。 

第１－３貯蔵棟との通信連絡が可能として

いる。 
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３．加工事業変更許可申請書に示した基本方針からの変更有無の確認 

３．１ 確認方法 

設工認申請書の添付書類１「加工事業変更許可との対応に関する説明書」に加工事業変更

許可の基本的設計方針を事業許可基準規則の条項ごとに整理した表（添１別表１）を添付し

ている。添１別表１に示した記載事項の番号ごとに、加工事業変更許可申請書に示した安全

設計の基本方針からの変更の有無を確認した。 

 

３．２ 確認結果 

添１別表１に示した基本方針に対して変更有無を確認した結果を表３に示す。変更がない

ことを判断した理由について、以下の①～④に分類して示す。 

①後半申請の施設に対して、後半申請の設工認で適合性を説明するもので、後半申請の施設

で適合性の確認を先送ることになったことによる基本方針からの変更がないもの 

②加工施設の立地により安全性を確認するもの又は加工事業変更許可申請書の評価で対応す

るものであり、基本方針からの変更がないもの 

③保安規定に定め又は保全計画に基づいて安全機能を維持するため、基本方針からの変更が

ないもの 

④基本方針に該当する施設は全て前半申請であり、後半申請の施設で適用するものがないた

め、変更がないもの 

 

表３のとおり、加工事業変更許可申請書に示した基本方針からの変更はないことを確認し

た。 
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表３ 加工事業変更許可申請書に記載した基本方針からの変更有無の確認結果 

許可基準規則 理由 
加工事業変更許可申請書に記載した基本方針 

（添１別表１に示した記載番号） 

基本方針から

の変更 

(第一条) 

定義、安全上重

要な施設 

① 1-1、1-2、1-4、1-6、1-17 

なし 

（1-7 は欠番） 

② 1-3 

③ 1-5、1-8、1-9、1-10、1-15、1-16 

④ 1-11、1-12、1-13、1-14 

（第二条） 

核燃料物質の臨

界防止 

① 
2-1、2-2、2-3、2-5、2-6、2-8、2-9、2-10、2-11、2-12、2-13、2-14、2-

15、2-17、2-18、2-19、2-20、2-21、2-22 なし 

（2-4 は適用

対象なし） 

② ― 

③ 2-7 

④ 2-16 

（第三条） 

遮蔽等 

① 3-1、3-2、3-3 

なし 
② ― 

③ 3-4、3-5、3-6 

④ ― 

（第四条） 

閉じ込めの機能 

① 4-1、4-2、4-4、4-6、4-7、4-21、4-26、4-28 
なし 

（4-3、4-8、4-

13、4-14 は欠

番） 

② ― 

③ 4-20 

④ 
4-5、4-9、4-10、4-11、4-12、4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-22、4-23、

4-24、4-25、4-27 

（第五条） 

火災等による損

傷の防止 

① 

5-1、5-3、5-4、5-5、5-7、5-8、5-9、5-10、5-11、5-13、5-14、5-15、5-

17、5-21、5-22、5-23、5-24、5-25、5-26、5-28、5-29、5-30、5-31、5-32、

5-36、5-37、5-38、5-39、5-40、5-44 
なし 

（5-42、5-43、

5-46 は欠番） 
② ― 

③ 5-2、5-12、5-16、5-18、5-27、5-41 

④ 5-6、5-19、5-20、5-33、5-34、5-35、5-45 

（第六条） 

安全機能を有す

る施設の地盤 

① 6-1、6-2、6-3、6-4 

なし 
② ― 

③ ― 

④ ― 

（第七条） 

地震による損傷

の防止 

① 
7-1、7-2、7-3、7-4、7-6、7-7、7-8、7-9、7-10、7-11、7-13、7-14、7-15、

7-16、7-17、7-18 
なし 

（7-5、7-12 は

適 用 対 象 な

し） 

② 7-22 

③ ― 

④ 7-19、7-20、7-21 

（第八条） 

津波による損傷

の防止 

① ― 

なし 
② 8-1 

③ ― 

④ ― 

（第九条） 

外部からの衝撃

による損傷の防

止 

① 
9-1、9-3、9-9、9-14、9-20、9-25、9-29、9-30、9-31、9-38、9-41、9-42、

9-45 なし 

（9-13 は適用

対象なし、9-

21、9-36 は欠

番） 

② 9-2、9-17、9-27、9-37、9-44 

③ 
9-4、9-15、9-16、9-23、9-24、9-26、9-33、9-34、9-35、9-39、9-40、9-

43 

④ 
9-5、9-6、9-7、9-8、9-10、9-11、9-12、9-18、9-19、9-22、9-28、9-32、

9-46 

（第十条） 

加工施設への人

の不法な侵入等

の防止 

① 10-1、10-2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7 
なし 

（10-8、10-10

は欠番） 

② ― 

③ 10-9、10-11 

④ ― 

（第十一条） 

溢水による損傷

の防止 

① 11-1、11-2、11-4、11-5、11-10、11-11、11-16、11-17、11-18、11-20 
なし 

（11-24、11-

25 は欠番） 

② ― 

③ 11-14、11-21、11-23 

④ 11-3、11-6、11-7、11-8、11-9、11-12、11-13、11-15、11-19、11-22 

（第十二条） 

誤操作の防止 

① 12-1、12-4 なし 

（12-2、12-3

は欠番） 

② ― 

③ ― 
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表３ 加工事業変更許可申請書に記載した基本方針からの変更有無の確認結果 

許可基準規則 理由 
加工事業変更許可申請書に記載した基本方針 

（添１別表１に示した記載番号） 

基本方針から

の変更 

④ ― 

（第十三条） 

安全避難通路等 

① 13-1 

なし 
② ― 

③ ― 

④ 13-2 

（第十四条） 

安全機能を有す

る施設 

① 14-1、14-2、14-3、14-8、14-11、14-12 
なし 

（14-9、14-10

は欠番） 

② ― 

③ 14-6 

④ 14-4、14-5、14-7 

（第十五条） 

設計基準事故の

拡大の防止 

① 

15-1、15-2、15-3、15-4、15-6、15-7、15-8、15-9、15-10、15-11、15-12、

15-13、15-14、15-17、15-21、15-22、15-23、15-24、15-26、15-27、15-28、

15-46、15-47、15-48 

なし 

② ― 

③ 15-18 

④ 

15-5、15-15、15-16、15-19、15-20、15-25、15-29、15-30、15-31、15-32、

15-33、15-34、15-35、15-36、15-37、15-38、15-39、15-40、15-41、15-42、

15-43、15-44、15-45、15-49、15-50、15-51、15-52、15-53、15-54、15-55、

15-56、15-57、15-58、15-59、15-60 

（第十六条） 

核燃料物質の貯

蔵施設 

① 16-1 

なし 
② ― 

③ 16-2 

④ 16-3 

（第十七条） 

廃棄施設 

① 17-6 
なし 

（17-8、17-11

は欠番） 

② ― 

③ 17-10、17-12 

④ 17-1、17-2、17-3、17-4、17-5、17-7、17-9 

（第十八条） 

放射線管理施設 

① 18-1、18-2、18-4 
なし 

（18-6、18-7、

18-8 は欠番） 

② ― 

③ 18-5、18-9、18-10 

④ 18-3 

（第十九条） 

監視設備 

① 19-1、19-5 
なし 

（19-6、19-8

は欠番） 

② ― 

③ 19-7、19-9 

④ 19-2、19-3、19-4 

（第二十条） 

非常用電源設備 

① 20-6 

なし 
② ― 

③ 20-3 

④ 20-1、20-2、20-4、20-5 

（第二十一条） 

通信連絡設備 

① 21-1、21-3 

なし 
② ― 

③ ― 

④ 21-2、21-4 

（第二十二条） 

重大事故等の拡

大の防止等 

① ― 

なし 

② 22-4、22-5、22-6、22-7、22-8 

③ 
22-1、22-2、22-3、22-9、22-10、22-11、22-12、22-13、22-14、22-15、22-

16、22-17、22-18、22-19、22-20、22-21 

④ ― 

その他事業許可

基準規則以外関

連 

① 
23-1、23-2、23-3、23-4、23-5、23-6、23-7、23-13、23-19、23-28、23-31、

23-34、23-36 

なし 

② ― 

③ 23-15、23-35、23-37、23-38、23-39、23-40 

④ 

23-8、23-9、23-10、23-11、23-12、23-14、23-16、23-17、23-18、23-20、

23-21、23-22、23-23、23-24、23-25、23-26、23-27、23-29、23-30、23-32、

23-33 
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４．まとめ 

２．に示した後半申請の施設に対する保全措置を講じることにより、前半申請の施設への波

及的影響はなく、加工事業変更許可申請書に示した基本方針に変更はないことを確認した。 

 

 














